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明治期のルソー受容
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権
運
動
の
発
生
と
ル
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ー
主
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一
　
幕
末
・
明
治
の
洋
書
店

一
　
明
治
期
の
文
章
資
料
に
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わ
れ
た
ル
ソ
ー

一
　
中
江
兆
民
と
ル
ソ
ー

一
　
島
崎
藤
村
と
ル
ソ
ー

一
　
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
ル
ソ
ー
関
連
文
献
一
覧
表

む
す
び

は
じ
め
に

国
家
の
主
権
の
移
動
。

維
新
の
大
革
命
は
、
封
建
制
度
の
大お

ゝ
も
と本

で
あ
っ
た
徳
川
幕
府
が
崩
壊
し
た
こ
と
に
よ
り
、
天
皇
が
主
権
を
有
す
る
い
わ
ゆ
る
王
制
に
還か

え

り
、
ふ
た
た
び
武
家
時
代
と
な
ん

ら
変
ら
ぬ
専
制
政
治
が
は
じ
ま
っ
た
。
わ
が
国
の
民
衆
は
、
数
百
年
来
の
専
制
と
抑
圧
に
馴
れ
て
い
た
か
ら（

1
）、

政
体
の
変
更
に
と
り
た
て
て
違
和
感
を
お
ぼ
え
ず
、
政
変
を

た
ん
に
支
配
者
が
代
っ
た
こ
と
ぐ
ら
い
に
し
か
考
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

維
新
の
大
革
命
と
い
っ
て
も
、
社
会
の
す
べ
て
が
変
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
や
が
て
徐
々
に
西
洋
文
化
が
わ
が
国
に
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
や
、
そ
の
文
化
の
基
礎
を

宮

永
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な
し
て
い
る
も
の
が
、
平
等
思
想
や
自
由
主
義
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
民
衆
は
明
治

と
い
う
新
し
い
時
代
を
迎
え
て
武
家
の
支
配
や
束
縛
や
制
限
か
ら
解
放
さ
れ
は
し
た
が
、
ま
だ

本
当
の
意
味
で
〝
自
由
市
民
〟
で
は
な
か
っ
た
。

武
家
時
代
に
お
い
て
は
、
土
農
工
商
と
い
っ
た
社
会
階
級
が
存
在
し
、
武
士
以
外
の
階
級
に

属
す
る
も
の
に
た
い
し
て
は
侮
蔑
や
圧
制
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
の
御
世
に

な
る
と
、
農
工
商
民
が
開
放
さ
れ
、
四
民
平
等
の
た
て
ま
え
が
確
立
し
た
。（
明
治
4
）。

維
新
期
に
お
い
て
国
民
は
欧
米
の
文
物
に
接
し
、
そ
れ
に
目
が
く
ら
み
、
圧
倒
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
が
、
と
り
わ
け
西
欧
の
政
治
思
想
が
、
近
代
日
本
に
あ
た
え
た
影
響
は
す
く
な
く
な
い
、

と
研
究
者
は
い
う（

2
）。

西
洋
の
政
治
思
想
の
底
を
流
れ
て
い
る
も
の
は
、
平
等
思
想
や
自
由
主
義
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
武
家
時
代
の
残
り
か
す
と
も
い
う
べ
き
、
不
平
等
や

圧
迫
か
ら
の
開
放
感（

3
）と

い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
自
由
民
権
思
想
（
人
民
の
自
由
と
人
民
が
政
治
に
参
与
す
る
権
利
の
伸
長
を
も
と
め
よ
う
と
す
る
考
え
）
の
台
頭
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

明
治
十
年
前
後
に
、
ミ
ル
（
一
八
〇
六
〜
七
三
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
、
哲
学
者
）
や
ス
ペ
ン
サ
ー
（
一
八
二
〇
〜
一
九
〇
三
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
）
や
ル
ソ
ー

（
一
七
一
二
〜
七
八
、
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
、
文
学
者
）
ら
の
思
想
が
、
維
新
期
の
政
治
・
社
会
・
哲
学
の
分
野
に
お
い
て
支
配
的
勢
力
と
な
っ
た（

4
）。

ミ
ル
や
ス
ペ
ン
サ
ー

と
い
っ
た
イ
ギ
リ
ス
か
ら
輸
入
し
た
思
想
は
、
な
ん
ら
社
会
変
革
の
支
柱
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
藩
閥
政
府
に
よ
る
専
制
政
治

─
寡か

人じ
ん

専
制
（
諸
侯
に
よ
る
専
制
）
に
抵

抗
す
る
社
会
的
諸
勢
力
（
士
族
、
零
細
農
民
、
小
市
民
、
労
働
者
）
は
、
そ
の
運
動
の
理
論
的
根
拠
を
輸
入
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
自
由
思
想

─
と
り
わ
け
ル
ソ
ー
の
啓
蒙

思
想

─
天
賦
人
権
思
想
（
基
本
的
人
権
思
想
）
に
見
い
だ
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
国
体
（
国
家
形
態
）
の
ち
が
い
を
無
視
し
て
受
け
容
れ
た
も

の
で
あ
り
、
ル
ソ
ー
の
口
ま
ね
に
す
ぎ
な
か
っ
た（

5
）。

ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
が
近
代
の
日
本
社
会
に
あ
た
え
た
影
響
は
小
さ
く
な
い
、
と
い
う
が
、
は
た
し
て
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
の
か
、
な
か
っ
た
の
か
。
ル
ソ
ー
の
思
想
が

わ
が
国
に
ど
の
よ
う
に
入
り
、
浸
透
し
、
普
及
し
、
い
か
な
る
変
化
や
反
応
を
引
き
お
こ
し
た
の
か
、
そ
れ
ら
の
跡
を
た
ど
る
こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
容
易
な
し
ご
と
で
は

な
い
。
が
、
日
本
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
受
容
と
感
化
を
文
献
資
料
（
雑
誌
、
新
聞
、
書
物
）
を
通
し
て
考
究
す
る
の
が
本
稿
に
お
け
る
筆
者
の
目
的
で
あ
る
。

ジャン＝ジャック・ルソーの肖像
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漢
語
に
「
権け

ん

」
と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
は
か
り
の
よ
こ
棒
に
か
け
る
〝
お
も
り
〟
の
意
で
あ
る
。
転
じ
て
人
を
支
配
す
る
勢
い
の
意
と
い
う
。「
権
利
」
と
い
う
語

も
あ
り
、
こ
れ
を
権
力
と
利
益
、
あ
る
い
は
法
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
た
資
格
を
い
う
。
ま
た
「
人
権
」
と
い
う
語
も
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
が
本
来
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る

固
有
の
権
利
を
意
味
す
る
。
ま
た
「
義ぎ

」
と
は
、
正
し
い
道
理
を
意
味
し
、「
義
務
」
と
い
う
語
も
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
と
し
て
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
務
め
の
意
で
あ
る
。

自
然
法
の
根
本
思
想
は
、
基
本
的
人
権
で
あ
り
、
人
は
う
ま
れ
な
が
ら
に
そ
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
由
来
日
本
は
封
建
的
隷
属
に
な
れ
っ
こ
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、

〝
権
利
〟
と
か
〝
人
権
〟
の
観
念
を
夢
想
だ
に
し
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
法
律
に
よ
っ
て
そ
れ
を
保
障
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。〝
権
利
〟
に
し
て
も
〝
義
務
〟
に
し
て
も
、
も

と
も
と
中
国
人
や
日
本
人
の
思
想
に
な
か
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
が
中
国
や
わ
が
国
に
伝
わ
っ
た
の
は
、
清
末
（
幕
末
）
の
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ホ
イ
ー
ト
ン

（
一
七
八
五
〜
一
八
四
八
、
ア
メ
リ
カ
の
弁
護
士
、
政
治
家
）
の
『
国
際
法
の
初
歩
』（E

lem
ents of International Law

, 1864

）
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・

パ
ー
ソ
ン
ズ
・
マ
ー
テ
ィ
ン
（
一
八
二
七
〜
？
、
中
国
名
を
丁チ

ン

韙
ウ
エ
イ

良リ
ヤ
ンと

い
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
）
が
、
中
国
人
の
協
力
を
え
て
『
万
国
公
法
』（
同ト

ン

治ツ
ウ

三
年
［
一
八
六

四
］
わ
が
元
治
元
年
）
と
し
て
刊
行
し
た
。
日
本
で
は
そ
の
翻
刻
版
の
和
と
じ
（
六
冊
）
が
、
慶
応
元
年
に
開
成
所
か
ら
出
版
さ
れ
た
。

こ
の
漢
訳
は
、「
権
利
」
と
い
う
熟
語
を
は
じ
め
て
日
本
人
に
教
え
た
も
の
で
あ
り
、
近
世
法
政
思
想
の
基
本
を
な
す
記
念
す
べ
き
良
書
と
い
う（

6
）。

一
　
自
由
民
権
運
動
の
発
生
と
ル
ソ
ー
主
義
。

日
本
の
歴
史
上
、
明
治
維
新
は
き
わ
め
て
重
大
な
、
画
期
的
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
政
治
や
社
会
の
革
新
が
な
さ
れ
る
ま
え
の
時
代
を
、
ひ
と
は
封
建
社
会
と
呼
び
、

維
新
後
の
時
代
を
近
代
と
か
近
代
社
会
と
よ
ん
だ
。
明
治
政
府
の
「
政

ま
つ
り
ご
と」

と
は
、
ひ
ろ
く
会
議
を
お
こ
し
、
公
正
な
る
議
論
に
よ
っ
て
事
を
決
す
る
こ
と
を
た
て
ま
え

（
原
則
）
と
し
て
い
た
が
、
じ
っ
さ
い
は
国
民
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
た
代
表
が
会
議
を
お
こ
な
う
の
で
は
な
く
、
薩
長
を
中
心
と
す
る
わ
ず
か
の
代
表
が
専
断
的
に
お
こ
な

う
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
藩
閥
専
制
政
治
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
政
治
の
や
り
方
に
異
を
は
さ
み
、
そ
れ
を
打
破
し
よ
う
と
い
っ
た
新
し
い
政
治
運
動
が
生
れ
て
き
た
。
い
わ

ゆ
る
自
由
民
権
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
の
基
礎
に
な
っ
た
考
え
は

─
人
間
は
生
れ
た
と
き
か
ら
自
由
な
の
で
あ
る
。
支
配
者
が
そ
の
自
由
を
う
ば
っ
た
と
し
た
ら
、
権

利
と
し
て
そ
れ
を
取
り
も
ど
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
は
独
立
し
た
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
政
治
に
た
い
し
て
発
言
権
も
た
ね
ば
な
ら
な
い

─
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
、
福
沢
諭
吉
の
『
西
洋
事
情
』（
三
編
一
〇
冊
、
欧
米
の
政
治
、
文
化
、
地
理
、
歴
史
な
ど
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
。
慶
応
二
年
〜
明
治
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二
年
刊
）
や
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
一
八
〇
六
〜
七
三
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
・
哲
学
者
）
の
訳
書
『
自
由
之
理
』（
中
村
敬
太
郎
訳
、
明
治
四
年
刊
）、
内

田
正
雄
の
『
輿よ

地ち

誌し

略り
ゃ
く』（

世
界
地
理
に
つ
い
て
略
述
し
た
も
の
）
な
ど
は
、
発
行
部
数
も
多
く
、
よ
く
よ
ま
れ
た
本
で
あ
る
。
と
く
に
『
自
由
之
理
』
は
、
社
会
と
個
人

の
関
係

─
社
会
の
個
人
に
お
よ
ぼ
す
権
限
に
つ
い
て
論
じ
、
個
人
の
自
由
を
た
っ
と
び
、
社
会
の
干
渉
を
で
き
る
だ
け
排
斥
す
る
よ
う
に
説
い
て
い
る
（
下
出
隼
吉
「
自

由
之
理
解
題
」）。

要
す
る
に
本
書
は
、「
人
民
ノ
自
由

　
ス
ナ
ハ
チ
人
倫
交
際
上
ノ
自
由
ノ
理
」（
第
一
巻
の
「
序
論
」）
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
自
由
思
想
が
ま
だ
珍
し
か
っ
た
時
代
に

ミ
ル
の
自
由
論
は
、
よ
く
よ
ま
れ
、
当
時
の
若
者
に
大
き
な
感
化
を
あ
た
え
た
。

も
う
ひ
と
り
維
新
期
に
啓
蒙
思
想
家
や
知
識
人
に
愛
好
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
に
、
思
想
家
ル
ソ
ー
が
い
る
。
ル
ソ
ー
の
思
想
は
、
幕
末
か
ら
維
新
期
に
か
け
て
そ
の
作
品

の
英
訳
や
ル
ソ
ー
の
名
が
出
て
く
る
欧
米
の
概
説
書
を
通
じ
て
わ
が
国
に
移
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
明
六
社
（
明
治
初
期
に
啓
蒙
的
役
割
を
は
た
し
た
思
想
団
体
）

の
会
員

─
西
村
茂
樹
・
西
周
・
中
村
正
直
・
加
藤
弘
之
・
箕み

つ
く
り作

麟
祥
・
福
沢
諭
吉
ら
は
、
舶
載
さ
れ
た
洋
書
を
通
じ
て
ル
ソ
ー
の
名
と
そ
の
思
想
の
片
り
ん
を
知
っ
て
い

た
よ
う
だ
。

一
　
幕
末
・
明
治
の
洋
書
店
。

幕
末
か
ら
明
治
五
年
に
か
け
て
の
わ
が
国
の
西
洋
文
化
伝
来
の
過
程

─
そ
の
輸
入
史
を
考
え
た
と
き
、
洋
書
店
の
果
し
た
役
目
を
な
お
ざ
り
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
洋
書
店
は
、
文
化
間
の
連
絡
者
（
取
り
つ
ぎ
人
）、
そ
の
伝
播
者
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。
い
う
な
れ
ば
、
洋
書
店
は
西
洋
文
化
の
発
信

源
で
も
あ
っ
た
。

当
時
、
日
本
各
地
に
あ
っ
た
洋
書
店
を
概
括
し
た
も
の
を
つ
ぎ
に
記
す
が
、
そ
こ
で
扱
っ
た
輸
入
本
の
書
物
名
や
部
数
な
ど
に
関
し
て
は
、
わ
か
ら
ぬ
こ
と
が
多
い
。

江
戸
随
一
の
商
業
の
中
心
地
は
、
日
本
橋
の
「
通

と
お
り

町ま
ち

」（
日
本
橋
か
ら
南
に
む
か
う
通
り
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
通
町
の
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
に
か
け
て

─
銘
茶
、
金
物
、

く
り
綿わ

た

（
精
製
し
て
な
い
綿
）、
紙
、
紅べ

に
お
し
ろ
い

白
粉
、
か
つ
を
ぶ
し
、
干
ざ
か
な
、
畳
お
も
て
、
ロ
ー
ソ
ク
、
筆
ぼ
く
な
ど
の
問
屋
が
多
か
っ
た
。

和
書
店
（
書
籍
の
出
版
、
仲
買
、
古
本
の
売
買
に
従
っ
た
も
の
も
含
む
）
が
多
か
っ
た
の
は
、
通
町
一
丁
目
か
ら
二
丁
目
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
書
店
に
は
つ
ぎ
の
よ
う

な
も
の
が
あ
っ
た
。
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和
本
・
唐
本	

嵩す
う
さ
ん
ぼ
う

山
房	

（
小
林
新
兵
衛
）

武
鑑
・
江
戸
名
所

図
絵
の
出
版

　

	

須
原
屋	

（
北
畠
茂
兵
衛
）

	

万ば
ん
そ
ん孫	

（
万
屋
孫
兵
衛
）	

	

一
丁
目

	

大
蔵
商
店	

（
大
倉
保
五
郎
）

	

椀
屋	

（
江
島
伊
兵
衛
）

	
山
城
屋	

（
稲
田
佐
兵
衛
）	

	

二
丁
目

	
長ち

ょ
う
き亀	

（
長
野
亀
七
）

	

伊
藤
喜
兵
衛	

	

四
丁
目

	

金
花
堂
佐
助

	

山
城
屋	

（
稲
田
源
吾
）

わ
が
国
に
欧
米
各
国
の
書
物
が
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
三
、
四
年
（
一
八
七
〇
〜
七
一
）
ご
ろ
で
あ
っ
た
と
い
い
、
そ
れ
と
同
時
に
各
国
語
の
学
習
も

さ
か
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
（
大
鳥
圭
介
「
学
問
弁
」『
東
京
学
士
会
院
雑
誌
』
六
編
之
一
所
収
、
明
治
19
・
3
・
13
）。

の
ち
洋
書
の
輸
入
店
と
し
て
有
名
に
な
る
丸
善
（
元
の
屋
号
は
「
丸
屋
」
と
い
っ
た
）
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
創
業
で
あ
る
が
、「
は
じ
め
書
籍
と
い
い
、
薬

品
と
い
い
、
す
べ
て
横
浜
の
外
人
商
店
を
経
て
輸
入
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
（『
丸
善
百
年
史

　
上
巻
』
昭
和
55
・
9
、
五
一
頁
）。

そ
し
て
取
引
の
あ
っ
た
商
会
と
し
て

─
ア
レ
ン
、
ブ
ラ
オ
ル
、
ハ
ル
ト
リ
ー
、
マ
ル
コ
ム
、
チ
ッ
プ
マ
ン
（
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
？
）、
マ
イ
ヤ
ー
な
ど
の
名
を
挙
げ
て
い

る
。
本
邦
に
お
け
る
洋
書
店
に
関
す
る
文
献
資
料
は
ほ
と
ん
ど
無
い
に
ひ
と
し
く
、
あ
っ
て
も
断
片
的
な
も
の
し
か
な
い
。
い
ま
知
り
え
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
幕
末
か
ら

明
治
初
年
に
か
け
て
、
横
浜
や
江
戸
（
東
京
）
を
は
じ
め
、
日
本
各
地
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
商
店
が
あ
っ
て
、
洋
書
を
取
り
あ
つ
か
っ
て
い
た
。

［
横
浜
］

ア
レ
ン
商
会
（
一
四
一
番
地
ａ
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

代
理
業
を
お
こ
な
っ
た
。
丸
屋
と
は
取
引
が
多
か
っ
た
。

ブ
ラ
オ
ル
商
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

不
詳
。
丸
屋
は
同
商
会
か
ら
薬
品
を
仕
入
れ
た
。
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ハ
ル
ト
リ
ー
商
会
（
五
一
番
地
の
ち
九
三
番
地
に
移
転
）
…
…	

お
ろ
し
売
り
と
小
売
り
。
薬
品
販
売
商
。
明
治
四
年

［
一
八
七
一
］
当
時
の
社
員
は
─
─

	

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｒ
・
ハ
ル
ト
リ
ー
（
横
浜
）

	

ジ
ョ
ン
・
ハ
ル
ト
リ
ー
（
江
戸
）

	

ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
ソ
ン
（
大
阪
）

	

な
ど
で
あ
っ
た
。

マ
ル
コ
ム
商
会
（
七
三
番
地
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

代
理
業
を
お
こ
な
っ
た
。
丸
屋
は
同
商
会
か
ら
薬
品
を

仕
入
れ
た
。

チ（
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
の
誤
り
か
）

ッ
プ
メ
ン
商
会
（
七
一
番
地
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

チ
ッ
プ
メ
ン
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
バ
ン
ク
ロ
フ

と
い
う
書
店
の
手
代
で
あ
っ
た
が
、
来
日
し
た
の
ち
雑

貨
輸
入
商
、
書
籍
商
と
な
っ
た
。
の
ち
書
籍
部
を
ウ
ィ

ッ
ト
モ
ア
と
い
う
者
に
ゆ
ず
っ
た
。
丸
屋
は
同
商
会
か

ら
書
籍
を
仕
入
れ
た
。

マ
イ
ヤ
ー
商
会
（
七
〇
番
地
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
品
の
輸
入
商
。
丸
屋
は
同
商
会
か
ら
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
書
籍
を
仕
入
れ
た
。
明
治
九
年

ケ
リ
ー
商
会
（
二
八
番
地
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
の
設
立
。
本
業
は
書
籍
商
で
あ
っ
た（

7
）。

　

	
お
ろ
し
売
り
と
小
売
。
書
籍
、
文
房
具
、
諸
新
聞
、
タ
バ
コ
お
よ
び
喫
煙
具
な
ど
を
あ
つ
か
っ
た
。

マ
ロ
ン
商
会
（
八
九
番
地
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

薬
品
、
化
粧
品
、
時
計
、
食
器
、
反
物
な
ど
の
ほ
か
「
仏
国
並
各
国
書
籍
類
」（
フ
ラ
ン
ス
書
お
よ
び
各
国
の

書
物
）
な
ど
を
取
り
あ
つ
か
っ
た
（『

官許
　
横
浜
毎
日
新
聞
六
一
五
号
、
明
治
5
・
11
・
22
付
の
広
告
に
よ
る
）。

ベ
ル
リ
ッ
キ
（
五
一
番
地
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

反
物
、
毛
布
、
時
計
、
新
聞
、
ク
ツ
な
ど
の
ほ
か
書
籍
も
扱
っ
た
（『
横
浜
毎
日
新
聞
』
明
治
4
・
1
・
21
付
）。

升
屋
常
吉
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

横
浜
太
田
町
二
丁
目
。

大
黒
屋
（
我
兵
衛
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

同
　
太
田
町
三
丁
目
。

伊
勢
谷
（
勝
郎
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

同
　
駒
形
町
。

師
岡
屋
（
伊
兵
衛
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

同
　
弁
天
通
五
丁
目
（
石
井
研
堂
著
『

改
訂

増
補
　
明
治
事
物
起
源

　
上
巻
』
春
陽
堂
、
八
七
二
〜
八
七
三
頁
）。

［
箱
館
］

ケリー商会（横浜本町通28番地）。［横浜開港資料館蔵］
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デ
ュ
ー
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

不
詳
。

［
群
馬
県
東
部
］

吉
田
安
兵
衛
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

上
州
桐
生
五
丁
目
。

［
西せ

い

都と

─
京
都
］

莢き
ょ
う

山さ
ん

堂
三
郎
助
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

京
都
四
条
通
御
幸
町
角
。

［
江こ

う

都と

─
江
戸
ま
た
は
東
京
］

築
地ハ

ル
ト
リ
ー
商
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

ジ
ョ
ン
・
ハ
ル
ト
リ
ー
が
、（
江
戸
）
築
地
店
の
責
任
者
。

	

注
・T

he C
hronicle &

 D
irectory for C

hina,Japan,&
 the Philippines,for the year 1871. D

aily Press, 

H
ong K

ong.

を
参
照
。

両
国
島
屋
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

不
詳
。

	

注
・「
義
塾
図
書
館
沿
革
」（『
慶
応
義
塾
学
報
』
所
収
、
明
治
31
・
3
・
8
を
参
照
）。

日
本
橋

丸ま
る

屋や

書
店
（
の
ち
の
丸
善
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

江
戸
日
本
橋
通
三
丁
目
。
同
店
は
日
本
を
代
表
す
る
直
輸
入
の
洋
書
店
と
し
て
発
展
を
と
げ
て
い
っ
た
。

天て
ん

竺じ
く

屋や

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	
同

　
日
本
橋
横
山
町
に
あ
っ
た
。
中
村
正
直
（
一
八
三
二
〜
九
一
、
元
幕
府
の
儒
官
、
明
治
前
期
の
啓
蒙
学

者
）
が
ひ
い
き
に
し
た
店
。

	

注
・
石
井
民
司
『

自
助
的
人

物
典
型

　
中
村
正
直
伝
』
を
参
照
。

大
蔵
屋
（
喜
三
郎
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

和
泉
橋
藤
堂
侯
前
。

岡
田
屋
（
嘉
七
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

同
　
芝
神
明
町
。

泉
屋
半
助
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

同
　
日
本
橋
四
日
市
。

丸
屋
源
三
郎
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

同
　
日
本
橋
室
町
一
丁
目
。

	

注
・『
明
治
事
物
起
原

　
上
巻
』
を
参
照
。

洋
書
肆

　
　
　
吉
田
屋
（
吉
田
屋
清
兵
衛
）
…
…
…
…
…
…
…	

同
　
日
本
橋
本
丁
（
町
）
四
丁
目
。

西
洋
書
林

　
　
瑞み

ず

穂ほ

屋や

（
瑞
穂
屋
卯う

三さ
ぶ

郎ろ
う

）
…
…
…
…
…
…
…	

同
　
日
本
橋
本
丁
（
町
）
三
丁
目
。
卯
三
郎
は
は
じ
め
浅
草
森
田
町
に
い
た
が
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
日
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本
橋
に
移
転
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
図
書
（
ル
ソ
ー
の
傑
作
選
や
人
文
、
社
会
、
動
植
物
に
関
し
た
も
の
）
な
ど
を

輸
入
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
法
の
精
神
』
な
ど
も
あ
っ
た
。

西
洋
書
林

　
　
大
阪
屋
善
兵
衛
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

南
伝
馬
町
。

同
　
　
　
　
　
宮
城
屋
藤
兵
衛
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

神
田
須
田
町
。

明
治
初
年
に
は
、
外
人
商
会
も
外
国
書
を
取
り
あ
っ
た
か
ら
、
後
年
の
丸
善
の
よ
う
に
洋
書
の
輸
入
販
売
を
独
占
で
き
な
か
っ
た
。

丸
善
な
ど
は
の
ち
に
洋
書
を
中
心
に
輸
入
し
、
商
い
を
さ
か
ん
に
し
た
よ
う
だ
が
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
書
の
輸
入
専
門
店
は
ま
だ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
必
要
と
す
る
洋

書
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
注
文
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
明
治
の
前
半
─
─
ル
ソ
ー
の
著
述
（
英
訳
に
せ
よ
、
原
書
に
せ
よ
）
を
店
頭
に
な
ら
べ
て
い
る
よ
う
な
書

店
は
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

明
治
の
十
年
代

─
大
学
や
私
塾
、
専
門
学
校
で
も
ル
ソ
ー
の
著
作
を
も
っ
て
い
る
所
は
ま
ず
な
か
っ
た
。『
東
京
大
学
法
理
文
学
部

　
図
書
館
英
書
目
録 C

atalogue 

of the E
nglish B

ooks in the library of the departm
ents of Law

,sciece,and literature,T
okio D

aigaku

』（
明
治
10
・
9
）
に
は
、
ミ
ル
や
ス
ペ
ン
サ
ー
や
コ
ン

ト
の
作
品
名
が
た
く
さ
ん
み
ら
れ
る
が
、
ル
ソ
ー
の
名
は
な
い
。
し
か
し
、
東
京
大
学
は
、
後
年
つ
ぎ
の
よ
う
な
版
本
を
購
入
し
た
。

J. J. R
ousseau: D

iscours sur l

’origine et les fondem
ents de l

’inegalité parm
i les hom

nes, A
m

st., R
ey, 1755

J. J. R
ousseau: D

u C
ontract Social, 16, A

m
st., R

ey, 1762 

［
法
研
所
蔵
］

J. J. R
ousseau: É

m
ile, tom

e 3, 1762

J. J. R
ousseau: D

u C
ontrat Social, G

arnier Frères, 1772

［
社
研
所
蔵
］

J. J. R
ousseau: T

he Social C
ontract or the principles of political rights, trans by R

ose M
. H

arrington, Putnam
, N

. Y, 1895

自
由
民
権
運
動
と
は
、
換
言
す
れ
ば
「
政
治
的
自
由
」（
参
政
権
）
を
も
と
め
る
運
動
で
あ
り
、
そ
の
萌
芽
（
は
じ
ま
り
）
は
、
明
治
維
新
と
と
も
に
成
立
し
た
絶
対
主

義
（
天
皇
の
無
制
限
の
権
力
を
み
と
め
る
説
）
に
た
い
す
る
民
主
主
義
的
運
動
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
征
韓
論
（
朝
鮮
出
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兵
論
）
に
破
れ
て
下
野
し
た
参
議

─
板
垣
退
助
・
江
藤
新
平
・
後
藤
象
二
郎
・
副そ

え

島じ
ま

種た
ね

臣お
み

─
ら
を
中
心
と
し
「
愛
国
公
党
」
を
結
成
し
、「
民
撰
議
院
（
国
会
）
設

立
」
の
建
白
書
を
提
出
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。

板
垣
ら
武
断
派
が
野
に
く
だ
っ
た
の
ち
、
政
府
は
純
然
た
る
〝
寡か

頭と
う

政
治
〟（
国
家
権
力
を
に
ぎ
っ
た
少
数
に
よ
る
独
裁
政
治
）
の
府
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
板
垣
ら
民

党
主
義
者
は
、
そ
の
後
、
言
論
を
以
て
政
府
の
方
針
を
弁
難
す
る
の
で
あ
る（

8
）。

板
垣
は
自
由
民
権
論
を
鼓こ

吹す
い

し
た
先
駆
者
で
あ
る
が
、
そ
の
説
は
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ソ
ー
に
発
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
板
垣
が
ル
ソ
ー
の
説
を
知
っ
た
の
は
、
明
治
十

一
年
（
一
八
七
八
）
副
島
種
臣
が
「
眼
兼
幽
明
」
と
題
す
る
民
約
篇
訳
書
を
よ
ん
で
か
ら
で
あ
る
と
い
う（

9
）。

藩
閥
専
制
の
打
破
と
士
族
・
豪
商
・
豪
農
へ
の
参
政
権
授
与
を

申
し
立
て
、
立
憲
政
体
の
樹
立
に
参
画
し
た
（
板
垣
退
助
『
立
国
の
大
本
』）。
自
由
民
権
運
動
は
、
国
会
の
設
立
を
要
求
し
た
と
き
か
ら
、
そ
れ
が
開
設
さ
れ
る
明
治
二
十

三
年
（
一
八
九
〇
）
ご
ろ
ま
で
つ
づ
い
た
。

政
府
は
こ
う
し
た
政
治
的
な
う
ご
き
や
民
心
（
国
民
の
心
情
）
を
緩
和
し
、
安
定
さ
せ
る
た
め
に
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
四
月
、
立
憲
政
体
漸ぜ

ん
り
つ立

の
詔

し
ょ
う

（
国
会
開
設
の

詔
勅
）
を
発
布
し
た
が
、
自
由
民
権
運
動
の
高
揚
や
政
府
批
判
の
ほ
こ
先
を
に
ぶ
ら
せ
る
た
め
に
、
同
時
に
ざ
ん
ぼ
う
律
（
言
論
取
締
法
規
）
や
新
聞
紙
条
例
を
出
し
て
言

論
の
自
由
を
拘
束
し
た
。

＊

明
治
期
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
受
容
史
を
究
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
明
治
の
四
十
五
年
間
を
十
年
単
位
に
区

切
り
、
各
十
年
間
に
お
こ
っ
た
政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
面
で
の
重
要
な
こ
と
が
ら
を
摘て

っ

記き

し
た
の
ち
、

明
治
時
代
の
思
想
界
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
に
つ
い
て
略
記
す
る
。
そ
の
あ
と
新
聞
や
雑
誌
や
論
著
な
ど

か
ら
拾
っ
た
ル
ソ
ー
に
関
す
る
記
事
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
は
あ
る
時
期
に
現
わ
れ
た
記
事
や
書
物
を
分
析
・

評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
普
及
の
て
い
ど
や
影
響
を
推
量
す
る
さ
い
に
、
避
け
て
通
れ
な
い
作
業
の

工
程
で
あ
る
。

記
事
の
書
き
手
は
、
文
化
の
あ
い
だ
の
仲
介
者
（
連
絡
者
）
で
も
あ
り
、
歴
史
的
研
究
へ
の
扉
を
ひ
ら
い

て
く
れ
る
大
切
な
人
物
で
も
あ
る
。

板垣退助の肖像
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明
治
元
年
か
ら
同
十
年
ま
で
。

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
一
月
、
天
皇
が
東
京
に
着
く
。
五
月
、
戊
辰
戦
争
は
お
わ
っ
た
。
翌
三
年
ご
ろ
か
ら
、
文
明
開
化
の
風
潮
が
お
こ
り
は
じ
め
た
。
四
年
（
一
九

七
一
）
七
月
、
中
央
集
権
制
が
確
立
し
た
。
七
月
、
廃
藩
置
県
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
十
一
月
、
岩
倉
使
節
団
の
出
発
。

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）

─
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
刊
行
。
同
六
年
（
一
八
七
三
）
八
月
、
西
郷
や
板
垣
ら
征
韓
論
に
敗
れ
参
議
を
辞
職
。
中
村
敬
宇
ら

『
明
六
雑
誌
』
を
創
刊
し
、
政
府
の
方
針
を
表
面
的
に
批
判
し
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）、
板
垣
ら
「
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
」
を
左
院
に
提
出
。
同
三
月
、
板
垣
ら
高

知
に
私
塾
「
立
志
学
舎
」
を
お
こ
し
た
。
同
六
月
、
西
郷
隆
盛
、
鹿
児
島
に
「
私
学
校
」
を
開
設
し
た
。
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
一
月
、
愛
国
社
の
設
立
。
同
六
月
、
政

府
は
反
政
府
運
動
を
取
り
し
ま
る
た
め
に
、
新
聞
紙
条
例
と
ざ
ん
ぼ
う
律
を
公
布
。『
明
六
雑
誌
』
の
廃
刊
。

維
新
以
後

─
明
治
七
、
八
年
（
一
八
七
四
、
七
五
）
ご
ろ
ま
で
、
旧
習
（
昔
か
ら
の
な
ら
わ
し
）
を
あ
ら
い
流
し
た
時
期
。
欧
化
主
義
の
結
果
、
日
本
の
思
想
界
は
、
イ
ギ
リ

ス
流
の
功
利
説
、
フ
ラ
ン
ス
流
の
自
由
思
想
、
ド
イ
ツ
流
の
国
家
主
義
な
ど
を
輸
入
し
た
。

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
二
月
、
西
南
戦
争
お
こ
る
。
同
年
春
、
外
山
正
一
（
開
成
学
校
四
等
教
授
）
民
権
論
を
批
判
。
九
月
、
西
郷
ら
城
山
に
お
い
て
自
決
す
る
。
十

月
、
神
風
連
の
乱
お
こ
る
。
秋
月
（
福
岡
）・
萩
へ
も
飛
び
火
す
る
。

明
治
十
年
か
ら
二
十
年
ま
で
。

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
五
月
、
参
議
・
内
務
卿
の
大
久
保
利
通
、
紀
尾
井
坂
に
お
い
て
石
川
県
士
族
・
島
田
一
郎
ら
の
手
に
か
か
り
暗
殺
さ
れ
る
。
四
月
、
高
知
県

士
族
・
植
木
枝
盛
は
、
自
由
の
権
利
思
想
を
と
な
え
る
。
同
十
二
年
（
一
八
七
九
）
植
木
枝
盛
は
『
民
権
自
由
論
』
を
書
き
、
自
由
民
権
思
想
の
啓
蒙
を
お
こ
な
う
。
明
治

十
三
年
（
一
八
八
〇
）
四
月
、
片
岡
健
吉
ら
国
会
開
設
の
請
願
を
太
政
官
に
提
出
し
た
が
、
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
。『
愛
国
志
林
』（
愛
国
社
出
版
）
の
創
刊
。

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
三
月
、
参
議
・
大
隈
重
信
、
国
会
開
設
を
上
奏
。
の
ち
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
を
期
し
て
国
会
を
開
設
す
る
旨
の
詔
書
が
く
だ
る
。

西
園
寺
公
望
が
『
東
洋
自
由
新
聞
』
創
刊
し
、
自
由
主
義
を
鼓
吹
し
た
。
民
権
論
者
の
教
科
書
と
目
さ
れ
た
ス
ペ
ン
サ
ー
著
、
松
島
剛
訳
『
社
会
平
権
論
』（［
全
六
冊
］）
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の
刊
行
は
じ
ま
る
。
さ
い
ご
の
巻
六
は
同
十
七
年
（
一
八
八
四
）
二
月
に
出
版
さ
れ
た
。

ル
ソ
ー
著
、
中
江
兆
民
訳
『
民
約
訳
解
』
の
刊
行
。
兆
民
は
民
権
運
動
に
は
深
入
り
せ
ず
、
こ
の
運
動
の
理
論
的
根
拠
を
あ
た
え
、
フ
ラ
ン
ス
流
の
民
主
主
義
の
導
入
に

努
め
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）、
馬
場
辰た

つ

猪い

の
『
天
賦
人
権
論
』、
植
木
枝
盛
の
『
天
賦
人
権
弁
』
の
刊
行
。
国
会
の
即
時
開
設
を
唱
え
る
大
隈
と
伊
藤
博
文
と
の
対
立
が
激

化
。
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）、
大
蔵
卿
・
松
方
正
義
の
緊
縮
政
策
に
よ
り
デ
フ
レ
が
進
み
、
農
産
物
価
が
下
落
し
、
中
小
企
業
の
倒
産
が
増
大
し
た
。
こ
の
年
だ
け
で

も
農
民
暴
動
が
一
六
七
件
お
こ
っ
た
。

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
十
二
月
、
第
一
次
伊
藤
内
閣
が
成
立
。
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
十
月
、
イ
ギ
リ
ス
汽
船
「
ノ
ル
ト
マ
ン
号
」（
紀
州
沖
で
沈
没
）
事
件

が
お
こ
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
乗
組
員
だ
け
が
脱
出
し
、
日
本
人
乗
客
は
全
員
溺
死
し
た
。
明
治
二
十
年
（
一
八
八
八
）、
伊
藤
首
相
を
中
心
に
憲
法
草
案
の
検
討
が
秘
密
裡
に

進
め
ら
れ
た
。

明
治
七
、
八
年
ご
ろ
か
ら
同
二
十
年
代
（
一
八
七
四
〜
一
八
九
六
ご
ろ
）
ま
で
は
、
西
洋
に
心
酔
し
た
時
期
。
自
由
民
権
論
の
全
盛
時
代
。
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
三
月

─
『
東
洋
自
由
新
聞
』
を
発
行
し
、
自
由
主
義
を
盛
ん
に
主
張
し
た
。
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）、
板
垣
を
総
理
と
す
る
「
自
由
党
」（
フ
ラ
ン
ス
流
の
急
進
主
義
の
傾
向
を
も

つ
政
党
、
三
年
後
に
解
党
）
が
結
成
さ
れ
た
。
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）、
兆
民
の
「
民
約
訳
解
」（
ル
ソ
ー
の
民
約
論
の
翻
訳
）
が
『
政
理
叢
談
』
に
連
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
全
国
に
民
権
運
動
家
ら
に
よ
っ
て
熱
心
に
よ
ま
れ
た
。
兆
民
訳
を
「
尊そ

ん

信し
ん

（
尊
敬
し
信
頼
す
る
）
し
て
益ま

す

々ま
す

自
由
民
権
の
説
を
拡
充
す
る
も
の
多
き
を
加
え
た
り
」
と
い
う

（『
明
治
政
史
』）。

明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
十
二
月
、
福
島
事
件
（
自
由
党
志
士
弾
圧
事
件
）
が
お
こ
る
。
翌
十
六
年
、
高
田
事
件
（
新
潟
県
自
由
党
員
に
よ
る
政
府
高
官
暗
殺
計
画
）
が
お
こ

る
。
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
四
月
、
群
馬
事
件
（
群
馬
県
自
由
党
員
の
武
装
蜂
起
事
件
）
が
お
こ
る
。
同
年
九
月
、
加
波
山
事
件
（
栃
木
県
令
暗
殺
事
件
計
画
が
失
敗
）
が
お

こ
る
。
十
月
、
秩
父
事
件
（
旧
自
由
党
員
が
不
況
に
あ
え
ぐ
農
民
を
率
い
て
蜂
起
し
た
も
っ
と
も
激
し
い
民
権
運
動
）
が
お
こ
っ
た
。
自
由
民
権
運
動
は
、
こ
の
秩
父
事
件
を
も
っ

て
そ
の
頂
点
に
達
し
た
（
色
川
大
吉
『
自
由
民
権
』、
一
〇
頁
）。

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
十
一
月
、
大
阪
事
件
（
自
由
民
権
運
動
の
ゆ
き
づ
ま
り
を
打
開
す
る
た
め
に
、
大
井
憲
太
郎
・
景
山
英
子
ら
が
朝
鮮
の
独
立
運
動
を
支
援
し
、
そ
の

余
勢
を
駆
っ
て
日
本
改
革
を
は
か
ろ
う
と
し
た
）
が
お
こ
る
。
同
二
十
年
（
一
八
八
七
）
九
月
、
大
同
団
結
運
動
（
自
由
民
権
派
の
反
政
府
統
一
運
動
）
お
こ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
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て
政
府
は
保
安
条
例
を
公
布
し
、
五
七
〇
名
を
皇
居
外
三
里
に
追
放
し
た
。
以
後
民
権
運
動
は
下
火
に
な
っ
た
。

明
治
二
十
年
か
ら
同
三
十
年
ま
で
。

明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
四
月
、
伊
藤
首
相
は
辞
職
し
、
枢
密
院
議
長
と
な
る
。
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
二
月
十
一
日

─
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
が
公
布

さ
れ
た
。
黒
田
首
相
が
辞
し
、
山
県
有
朋
が
組
閣
。

民
権
家
の
私し

擬ぎ

憲
法
案
が
政
府
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
、「
大
日
本
帝
国
憲
法
（
欽
定
憲
法
）」
が
発
布
さ
れ
た
。
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
六
月
、
第
一
回
の
総
選
挙
で
民
権

派
が
大
勝
利
し
、
同
年
十
一
月
第
一
回
帝
国
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
一
月
、
富
山
で
米
騒
動
が
お
こ
る
。
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
五
月
、
大
津
事
件
お
こ
る
（
ロ
シ
ア
皇
太
子
襲
撃
）。
明
治
二
十
五

年
（
一
八
九
二
）
七
月
、
松
方
内
閣
の
総
辞
職
。
土
佐
の
植
木
枝
盛
の
死
去
（
享
年
三
十
六
歳
）。

明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）、
ケ
ー
ベ
ル
が
東
京
帝
大
の
哲
学
科
教
師
と
し
て
来
日
。
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
七
月
、
日
本
治
外
法
権
の
撤
廃
に
成
功
。
八
月
、

日
清
戦
争
は
じ
ま
る
。
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
三
月
、
日
清
講
和
条
約
に
調
印
。
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）、
労
働
争
議
が
多
発
す
る
。
明
治
三
十
年
（
一
八

九
七
）、
農
働
者
の
意
識
が
向
上
し
、
組
合
を
結
成
し
た
り
演
説
会
が
増
大
す
る
。
北
陸
や
東
北
で
農
民
騒
擾
が
激
増
し
た
。

明
治
三
十
年
か
ら
同
四
五
年
ま
で
。

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）

─
こ
の
年
、
内
閣
が
た
び
た
び
変
わ
り
、
国
内
的
に
は
労
働
者
ら
が
待
遇
改
善
を
も
と
め
て
各
所
で
ス
ト
ラ
イ
キ
を
お
こ
し
た
。
明
治

三
十
二
年
（
一
八
九
九
）、
在
日
欧
米
人
は
日
本
国
内
の
ど
こ
で
も
居
住
で
き
、
商
業
活
動
を
お
こ
な
う
権
利
を
え
た
。
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）、「
治
安
警
察
法
」

が
公
布
さ
れ
、
政
治
結
社
・
集
会
・
デ
モ
・
ス
ト
ラ
イ
キ
は
違
法
と
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
労
働
運
動
に
大
き
な
打
撃
を
あ
た
え
た
。
こ
の
法
規
を
つ
く
っ
た
目
的
は
、

労
働
運
動
や
小
作
争
議
を
弾
圧
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
五
月
、「
社
会
民
主
党
」
が
結
成
さ
れ
た
が
、
す
ぐ
禁
止
さ
れ
た
。
中
江
兆
民
の
死
。
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
七
、
八
月
、
呉
の
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海
軍
工
廠
、
小
石
川
砲
兵
工
廠
で
大
規
模
な
ス
ト
ラ
イ
キ
が
お
こ
っ
た
。
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
十
一
月
、
幸
徳
秋
水
・
堺
利
彦
ら
「
平
民
社
」
を
結
成
し
、
週
刊

『
平
民
新
聞
』
を
創
刊
。
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
二
月
、
日
露
戦
争
が
勃
発
。
十
一
月
、『
平
民
新
聞
』
が
『
共
産
党
宣
言
』
を
訳
載
し
、
発
行
禁
止
と
な
る
。
明
治

三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
九
月
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
に
調
印
。
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
一
月
、
第
一
次
西
園
寺
内
閣
の
成
立
。
韓
国
の
反
日
運
動
が
激
化
し
た
。

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
一
月
、
日
刊
『
平
民
新
聞
』
が
創
刊
さ
れ
る
が
、
四
月
発
行
停
止
と
な
る
。
二
月
、
足
尾
銅
山
で
大
暴
動
が
お
き
る
。
明
治
四
十
一
年
（
一

九
〇
八
）
六
月
、「
赤
旗
事
件
」（
山
口
狐
剣
の
出
獄
歓
迎
会
で
〝
赤
旗
〟
を
か
か
げ
て
警
官
隊
と
衝
突
）
が
お
こ
る
。
こ
の
と
き
大
杉
栄
、
荒
畑
寒
村
、
堺
利
彦
ら
が
逮
捕

さ
れ
た
。
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
十
月
、
伊
藤
博
文
は
ハ
ル
ピ
ン
駅
頭
に
お
い
て
暗
殺
さ
れ
た
。
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
五
月
、
大
逆
事
件
の
検
挙
は
じ
ま

る
。
以
後
、
社
会
運
動
は
抑
圧
さ
れ
る
。
日
韓
併
合
な
る
。

明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
一
月
、
幸
徳
秋
水
ら
十
二
名
に
た
い
し
て
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
。
関
税
自
主
権
の
回
復
に
成
功
。
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
三
月
、

呉
海
軍
工
廠
で
ス
ト
ラ
イ
キ
お
こ
る
。
七
月
、
明
治
天
皇
が
死
去
し
、「
大
正
」
と
改
元
。

一
　
明
治
期
の
文
章
資
料
に
現
わ
れ
た
ル
ソ
ー
。

紙
上
に
お
い
て
も
っ
と
も
早
く
ル
ソ
ー
の
学
説
の
片
り
ん
と
ル
ソ
ー
そ
の
人
の
名
を
紹
介
し
た
和
書
は
、
お
そ
ら
く
津
田
真
一
郎
［
真ま

道み
ち

］（
一
八
二
九
〜
一
九
〇
三
、

明
治
期
の
官
僚
、
啓
蒙
学
者
、
男
爵
）
の
『
泰た

い

西せ
い

国
法
論

　
全
』（
慶
応
二
年
［
一
八
六
六
］
に
訳
し
、
慶
応
四
年
［
一
八
六
八
］
春
、
開
成
所
か
ら
刊
行
）
で
あ
ろ
う
。

注
・「
泰
」
は
西
の
果
て
の
意
。「
泰
西
」
は
西
洋
諸
国
を
意
味
す
る
。

第
六
章

　
　
大
陸
ノ
諸
国
ニ
於
テ
ハ

　
法フ

ラ
ン
ス

朗
西
学
士
孟モ

ン
テ
ス
キ
ウ

得
斯
咎

　
ル
ウ
サ
ウ
其そ

の

説せ
つ

ヲ
唱と

な

ヘ
タ
ル

ニ
職
ト
シ
テ

　
是こ

れ
に
よ由

リ
千
七
百
八
十
九
年
仏
国
変へ

ん
ら
ん乱

ノ
為
ニ
煽せ

ん
ど
う動

セ
ラ
レ

　
其
説
諸
州
ニ
蜂ほ

う

起き

シ

　
定
律
ノ
国
法
頓と

み

ニ
成
長
シ
タ
リ
（
七
五
頁
）

注
・
同
書
の
明
治
九
年
版
（
文
徳
堂
）
よ
り
引
用
。

二
番
目
の
紹
介
者
は
加
藤
弘
之
で
あ
ろ
う
。
そ
の
『
立
憲
政
体
略
』（
東
京
室
町
三
丁
目

　
書

津田真道
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肆
　
紀
伊
国
屋
源
兵
衛
、
慶（

一
八
六
八
）

応
四
年
七
月
刊
）
に
、
ル
ソ
ー
の
名
が
出
て
く
る
。

中ち
ゅ
う

古こ

（
む
か
し
と
近
世
の
間
の
時
期
）
漸

よ
う
や

ク
開
化
ニ
向
フ
ニ

　
随

し
た
が
っテ

民た
み

其そ
の

私し

政せ
い

ニ
服
セ
ス

　
殊こ

と

ニ
今
ヲ
距

へ
だ
た

ル
コ
ト
一
二
百
年
前
ノ
頃こ

ろ

ヨ
リ

　
名め

い

彦げ
ん

（
り
っ
ぱ
な
人
物
）
鴻こ

う

儒じ
ゅ

（
す
ぐ
れ
た
学
者
）
輩
出
シ
テ

　
之こ

れ

カ
為た

メ
ニ

　
慷こ

う

慨が
い

（
憤
り
な
げ
く
）
ヲ
懐い

だ

ケ
ル
者
少す

く
なカ

ラ
ズ

　
就

な
か
ん
ず
く中

英
イ
ギ
リ
ス

人
米ミ

耳ル

頓ト
ン

、
羅ロ

ッ

克ク

、
仏

フ
ラ
ン
ス

人
孟モ

ン

得テ

士ス

瓜キ
ウ

、
蘆ル

ー

騷ソ
ウ

、
日ド

耳イ

曼ツ

人
汗カ

ン

土ト

、
非ヒ

弗フ

得ラ

其
他
数
輩
頻し

き

リ
ニ

　
王
公
ノ
天
下
億お

く

兆ち
ょ
う（

人
民
）
ヲ
私
有
ス
ル
ノ
非ひ

ナ
ル
ヲ
弁
論
シ
テ

�

注
・
同
書
の
四
頁
。

西
周
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
ご
ろ
、
私
塾
「
育
英
社
」（
浅
草
鳥
越
三
筋
町
）
に
お
い
て
「
百

ひ
ゃ
く

学が
く

連れ
ん

環か
ん

」
を
塾
生
に
講
義
し
て
い
る
が
、
西
の
記
述
は
ル
ソ
ー
に
簡

単
に
ふ
れ
た
紹
介
者
が
多
か
っ
た
当
時
に
お
い
て
、
比
較
的
く
わ
し
い
ほ
う
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
引
く
文
章
に
お
い
て
、
西
は
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
説
（
西
は
〝
立
約
為
国
論
〟

と
よ
ん
で
い
る
）
や
自
由
平
等
論
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
起
爆
剤
な
り
、
共
和
制
の
生
み
の
親
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
た
ル
ソ
ー
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
西
は

R

ル

ソ

ー

ousseau 

を
性
格
に
発
音
で
き
ず
、「
ロ
ウ
ソ
ー
」
と
表
記
し
て
い
る
。



234（15）
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注
・
大
久
保
利
謙
編
『
西
周
全
集

　
第
一
巻
』
日
本
評
論
社
、
昭
和
20
・
2
、
一
七
九
頁
。

加
藤
弘
之
も
同
年
七
月
『
真
政
大
意

　
全
二
冊
』（
谷
山
楼
蔵ぞ

う

梓し

　
三
都
書
）
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
（「
蘆ル

ウ
ソ
ウ騒

」）
の
名
を
引
き
あ
い
に
出
し
て
い
る
。

殊こ
と

ニ
詳

つ
ま
び
ら
かニ

其そ
の

理り

ヲ
論
ジ
テ
（
万
民
同
一

─
市
民
平
等
の
道
理
の
こ
と
か
）

　
尤

も
っ
とモ

主
張
シ
タ
ル
ハ
。
大た

い

凡は
ん

（
お
お
よ
そ
）
二
百
年
前
程
ノ
日ゼ

ル
マ
ニ
ヤ

耳
曼
ノ
碩
学
烏ヲ

ル

冨フ

ト
云
フ
人

デ
ゴ
ザ
リ
テ
。
夫そ

レ
ヨ
リ
又ま

た

仏
国
ノ
孟モ

ン

得テ

斯ス

咎キ
ウ

或
ハ
蘆ル

ウ

騒ソ
ウ

杯な
ど

云
フ
学
者
ガ
。
之
ニ
次つ

い

デ
益

ま
す
ま
す

力ち
か
らヲ

極き
わ

め
て
此こ

の

論ろ
ん

ヲ
主
張
シ
タ
ル
ヨ
リ
。

注
・『
真
政
大
意

　
巻
上
』
三
一
一
頁
。

ほ
か
に
ル
ソ
ー
の
名
が
散
見
す
る
文
献
に
、
ミ
ル
の
『
自
由
之
理
』（
中
村
敬
太
郎
訳
、
明
治
4
）、
箕
作
麟
祥
の
『
万
国
新
史
』（
明
治
4
〜
10
）、
西
村
茂
樹
編
『
万
国

史
略
』（
明
治
6
〜
8
）、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
『
国
法
汎
論
』（
加
藤
弘
之
訳
、
明
治
5
）
な
ど
が
あ
る
と
い
う
（
藤
野
雅
巳
「
明
治
初
年
に
お
け
る
ル
ソ
ー
」（『
上
智
史
学
』

21
号
所
収
、
昭
和
51
・
11
））。

箕み
つ
く
り
り
ん
し
ょ
う

作
麟
祥
（
一
八
四
六
〜
九
七
、
明
治
期
の
啓
蒙
的
官
僚
学
者
）
は
、

『
万ば

ん

国こ
く

新し
ん

史し

』（
明
治
4
〜
10
）
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
の
略
伝
に
つ
い
て
語
り
、

つ
い
で
「
民
約
ノ
説
」（
民
約
論
）
の
要
旨
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
ル
ソ
ー

の
「
社
会
契
約
論
」
に
早
く
か
ら
注
目
し
た
一
人
と
し
て
西
周
が
い
る
が
、

同
時
代
人
の
箕
作
も
注
意
を
む
け
た
一
人
で
あ
っ
た
。

此
人
（
ル
ソ
ー
の
こ
と
）
又
一
書
ヲ
著あ

ら

ハ
シ

　
題
シ
テ
民
約
ノ
説
ト
曰
フ
、

其
書
ノ
趣
旨
ト
ス
ル
所
ハ

　
君
臣
ノ
区
別
・
政
体
ノ
大
綱
其
源
皆
国
中
ノ
人

民
互
ニ
契
約
シ
テ
設
立
セ
シ
所
ニ
出
ツ
、
故
ニ
現
今
人
民
互
ニ
復
タ
同
心
協

議
ス
ル
時
ハ
、
忽

た
ち
ま

チ
従
来
ノ
政
綱
ヲ
変
更
シ

　
君
臣
ノ
別
ヲ
廃
絶
ス
ル
コ
ト

加藤弘之
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自
由
タ
ル
可べ

き

キ
ノ
意
ヲ
説
キ
タ
リ
。

　
注
・
前
掲
藤
野
論
文
よ
り
。

西
周
の
「
駁ば

く

旧
き
ゅ
う

相そ
う

公こ
う

議ぎ

一い
ち

題だ
い

」（『
明
六
雑
誌
』
第
三
号
所
収
、
明
治
7
・
3
）
に
も
、
ル
ソ
ー
へ

の
言
及
が
あ
る
。

汝な
ん
じ

此こ
の
ほ
う法

ニ
遵

し
た
が

テ
　
我
ヲ
治
メ
ヨ
ト
謂い

フ
　
是こ

れ

亦ま
た

一
約
束
ナ
リ

　
故ゆ

え

ニ
ル
ウ
ソ
ウ
氏
ノ
説
ニ
拠よ

リ
　
政

府
ヲ
以も

っ

テ
　
全
ク
約
束
ヨ
リ
成
ル
ト
ス
ル
モ

　
政
府
ノ
事
ヲ
予よ

知ち

ス
ル
ノ
権
利
ハ

　
租
税
ヲ
出
ス
ト
相

対
ス
ル
ノ
権
利
ニ
非あ

ら「
ス

ビ
ー
デ
ル
マ
ン
『

各国
　

立
憲
政
体
起
立
史

仏
国
部

　
第
二
冊
』（
加
藤
弘
之
訳
、
明
治
8
・
10
）
に
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
（
一

六
八
九
〜
一
七
五
五
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
・
啓
蒙
思
想
家
）
と
な
ら
ん
で
、
ル
ソ
ー
の
名
前
が
出
て

く
る
。

然し
か
るル

ニ
能よ

ク
此か

く

ノ
如ご

と

き
一い

っ

新し
ん

快か
い

復ふ
く

ヲ
企

く
わ
だ

ツ
ヘ
キ
権
力
ヲ
有
ス
ル
者
モ
亦ま

た

コ
レ
ナ
キ
ヲ
以も

っ

テ
　
此こ

の

大た
い

業
ぎ
ょ
う

遂つ
い

ニ
理
学
者

心
理
学
者
ナ
リ
即す

な

チ
ヲ
ル
テ
ー
ル

　
モ
ン
テ
ス

キ
ウ
ル
ウ
サ
ウ
等
ヲ
以
テ
最
モ
著
名
ノ
者
ト
ス
ノ
任に

ん

ト
ナ
リ

　
理
学
者
専も

っ
ぱラ

議
論
講
求
ヲ
以
テ

　
大

お
お
い

ニ
天

下
ノ
人じ

ん

心し
ん

ヲ
鼓こ

舞ぶ

作さ
つ

興こ
う

ス
ル
（
ふ
る
い
お
こ
す
）
ニ
至い

た

レ
リ

そ
の
他
ル
ソ
ー
に
ふ
れ
た
も
の
と
し
て
、
高
橋
達
郎
『
自
主
新
論
』（
明
治
6
）、
田
中
耕
造
纂
訳
『
泰
西
政
法
改
革
誌
』（
明
治
7
）、
リ
ー
バ
ー
『
自
由
自
治
』（
加
藤

弘
之
訳
、
明
治
9
）
な
ど
が
あ
る
と
い
う
。
末
見
。（
前
掲
藤
野
論
文
）。

西　周西村茂樹
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明
治
初
年
の
文
明
開
化
期
に
、
明
六
社
の
会
員

─
啓
蒙
思
想
家
ら
は
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
の
略
説
に
つ
と
め
た
け
れ
ど
、
か
れ
ら
の
多
く
は
新
政
府
の
御
用
学
者
で

あ
っ
た
か
ら
、
絶
対
主
義
そ
の
も
の
に
反
対
す
る
立
場
を
と
る
こ
と
が
で
き
ず（

10
）、

の
ち
に
積
極
的
に
ル
ソ
ー
に
代
表
さ
れ
る
共
和
主
義
的
、
民
主
主
義
理
論
を
拒
否
し
て
ゆ

く
。日

本
橋
本
町
三
丁
目
で
輸
入
業
と
出
版
業
を
や
っ
て
い
た
瑞
穂
屋
（
店
主
は
卯
三
郎
［
一
八
二
九
〜
一
九
一
〇
］）
は
、
外
国
か
ら
啓
蒙
書
を
輸
入
し
販
売
し
て
い
た
の

だ
が
、
そ
の
中
に
は
フ
ラ
ン
ス
書
も
多
く
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。
か
れ
は
『

郵使
　
報
知
新

聞
』（
第
六
五
〇
号
、
明
治
8
・
4
・
25
付
）
に
、「
本
月
輸
入
仏
国
書
籍
」
と
い
っ
た
広

告
を
出
し
、
動
植
物
・
地
質
学
・
法
律
・
薬
剤
の
辞
典
な
ど
三
十
一
点
の
書
籍
が
入
荷
し

た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
（
一
六
八
九

〜
一
七
五
五
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
哲
学
者
）
の
『
法
の
精
神
』（D

e l

’Esprit des 

lois,1748

）
の
入
荷
で
あ
る
。
瑞
穂
屋
の
同
書
の
表
記
は
す
こ
し
お
か
し
い
が
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

○
　
モ
ン
テ
ス
キ
イ
、
ス
ピ
リ
ツ
ト
、
ド
、
ロ
ワ
ー

こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
語
と
英
語
を
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
し
て
読
み
、
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
も

う
一
点
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
ひ
く
書
籍
は
─
─
、

○
　
ル
ー
ソ
ウ
セ
フ
、
ド
、
ウ
ー
ブ
ル

で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く R

ル

ソ

ー

ousseau 

の
　c

シ

ェ

ド

ゥ

ー

ヴ

ル

hef-d

’œuvre

（〝
傑
作
〟
の
意
）
を
カ

タ
カ
ナ
に
表
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
の
傑
作
選
（
版
元
、
刊
行
年
不
詳
）
が
店

瑞穂屋が輸入したと考えられる『ジャン・ジャック・ルソー小傑作選』（改訂版）。［筆者蔵］
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に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
瑞
穂
屋
が
輸
入
し
た
版
本
は
、
お
そ
ら
く P

etits C
hefs-d

’œuvre de J.-J.R
ousseau. Librairie de F. D

idot frères, 1846, in-12 

(IV
), 533 p. portrait.

（『
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
小
傑
作
選
』
デ
ィ
ド
・
フ
レ
ー
ル
社
、
一
八
四
六
刊
、
五
三
三
頁
。
肖
像
画
付
）
か
、
同
書
の
改
訂
版
（
パ
リ

の
ガ
ル
ニ
エ
・
フ
レ
ー
ル
社
か
ら
一
八
六
七
年
［
慶
応
三
年
］
に
刊
行
さ
れ
た
）
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち P

etits chefs-d

’œuvre de J.-J.R
ousseau. N

ouvelle édition 

revue. Paris, G
arnier frères, 1867, in-16, 514 p. 

が
そ
れ
で
あ
る
。

一
方
、
宮
崎
八
郎
（
一
八
五
一
〜
七
七
、
明
治
前
期
の
自
由
民
権
運
動
家
）
や
杉
田
定
一
（
一
八
五
一
〜
一
九
二
九
、
明
治
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
政
党
政
治
家
）
ら

は
、『
評
論
新
聞
』
の
記
者
と
し
て
民
権
論
を
鼓
吹
し
た
が
、
ル
ソ
ー
の
名
を
た
び
た
び
引
き
あ
い
に
出
し
、
紹
介
に
つ
と
め
た
。

『
評
論
新
聞
』（
第
四
〇
号
、
明
治
8
・
11
）
は
、
箕
作
麟
祥
の
「
国
政
転
変
ノ
論
」
を
評
し
た
が
、
こ
れ
は
政
府
に
物
議
を
か
も
す
一
方
で
民
権
派
を
勇
気
づ
け
た
。
記

者
は
「
国
政
転
変
ノ
論
」
の
こ
と
を
「
東
洋
の
民
約
論
」、「
日
本
の
法
の
精
神
」
で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
箕
作
を
「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」、「
日
本
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
」
と
呼

ん
で
も
過
言
で
は
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
。

吾わ
が
は
い輩

（
わ
れ
ら
）
此
篇
ヲ
称

し
ょ
う

シ
テ
東
洋
ノ
「
コ
ン
ト
ラ
、
ソ
シ
ヤ
ル
」
日
本
ノ
「
レ
ス
プ
リ
ー
デ
、
ロ
ア
」
ト
ナ
シ

　
箕み

つ
く
り
し

作
子
ヲ
呼よ

ん

デ
東
洋
ノ
「
ル
ー
ソ
ー
」　
日
本
ノ
「
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー
」
ト
ナ
ス
モ
決
シ
テ
過か

当と
う

ニ
ハ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ

　
嗚あ

呼あ

快か
い

ナ
ル
哉か

な

　
國
政
転
変
論

　
嗚
呼
壮そ

う

（
さ
か
ん
）
ナ
ル
哉か

な

　
箕
作
子

明
治
十
年
代
以
前
、
紙
上
に
お
い
て
ル
ソ
ー
の
伝
記
を
紹
介
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
が
、『
評
論
新
聞
』（
第
九
〇
号
、
明
治
9
・
5
）
は
、
わ
り
と
長
い
伝
記
（
八
頁
く

ら
い
の
も
の
）
を
掲
載
し
た
。
こ
の
中
に
有
名
な
民
約
論
の
こ
と
が
出
て
く
る
が
、
大
胆
な
発
言
に
よ
っ
て
人
心
を
お
ど
ろ
か
し
た
同
書
が
、
政
府
の
忌
む
と
こ
ろ
と
な
り
、

著
者
は
故
国
に
お
れ
な
く
な
り
、
ス
イ
ス
に
逃
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
ル
ソ
ー
は
著
作
が
多
い
が
、
文
章
は
は
げ
し
く
、
立
論
は
大
胆
で
あ
り
、
恐
れ
を
知
ら
な
い
、

と
い
い
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
の
影
響
に
言
及
し
た
。

彼か
れ

ノ
有
名
ナ
ル
「
コ
ン
ト
ヲ
、
ソ
シ
ア
ル
」
ノ
一い

っ

書し
ょ

　
世
上
ニ
現
出
ス
ル
ニ
及お

よ

ヒ
シ
カ

　
其
ノ
論
旨
ニ
於お

い

テ
　
人
間
社
会
上
ニ
及お

よ

ブ
所
ノ
影
響
ハ

　
沈
着
穏お

ん

当と
う

ヲ
欠
ク
モ
ノ
ナ
キ

ニ
非
ス
ト
雖

い
え
ど

モ
　
其
ノ
豪ご

う

胆た
ん

ナ
ル
実じ

つ

ニ
一
世
ノ
人じ

ん

心し
ん

ヲ
驚

き
よ
う

骸が
い

撹か
く

動ど
う

シ
　
復ま

タ
前
日
著
書
ノ
比ひ

ニ
非あ

ら

ス
　
之こ

れ

カ
為
ニ
遂つ

い

ニ
仏
國
ニ
居お

ル
ヿこ

と

能あ
た

ハ
ス
シ
テ

　
瑞ス

イ
ス西

ニ
走
リ
シ
カ

　
瑞
西
ニ

モ
身
ヲ
置
ク
ヿこ

と

能
ハ
ス
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來き
た
る

仏
国
革
命
ノ
際
ニ
及お

よ

ヒ
　
当と

う

時じ

世せ

人じ
ん

ノ
意
見
ニ
大お

お

イ
ナ
ル
影
響
ヲ
及お

よ

ホ
シ
タ
ル
ハ

　
更さ

ら

ニ
疑

う
た
が
いヲ

容い

レ
サ
ル
所

と
こ
ろ

ナ
リ

『
湖
海
新
報
』（
第
一
二
号
、
明
治
9
・
6
）
に
は
、
民
約
論
か
ら
引
用
し
た
と
お
も
え
る
文
章
が
あ
り
、
そ
の
中
に
ル
ソ
ー
の
名
が
出
て
く
る
。

〔
ル
ー
ソ
ー
〕
云
ヘ
ル
ア
リ

　
曰い

わ

ク
戦
闘
防

9

9

9

御9

以
テ
外
敵
ニ

9

9

9

9

9

当9

リ
　
捕
獲

99

9

9

絞こ
う

斬ざ
ん

以
テ

　
内
奸
ヲ
止
ム
ル
者
ニ
シ
テ

　

9

99

9

9

9

9

9

9

9

9

9

99

而じ

後ご

（
そ
の
後
）
人
ヲ
殺
ス
ノ

9

9

9

9

9

権
　

99

始
は
じ
め

テ
此
ニ
生
ス
ト

　
又

9

9

9

9

9

99

9

曰
ク
他
人
ノ
生
命
ヲ
恃
シ
テ

　
己
ノ
生
命
ヲ
保
存
ス
ル
ト
キ
ハ

　
亦
己
ノ
生
命

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

99

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

99

9

9

9

9

9

擲て
き

挺て
い

シ
テ
9

9

（
投
げ
す
て
る
）
他
人
ヲ
保
存
セ
サ
ル
可
ラ
ス
ト

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

児
島
彰
二
編
輯
『
民
権
問
答

　
篇
』（
発
売
書
林

　
中な

か

邨む
ら

熊
次
郎
、
明
治
10
・
10
）
は
、
国
体
を
護
持
す
る
た
め
の
弁べ

ん

駁ば
く

書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
同
書
の
な
か
に

何
度
か
ル
ソ
ー
の
名
が
引
き
あ
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
十
八
世
紀
末
に
お
こ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
大
変
動
（
フ
ラ
ン
ス
革
命
ー
一
七
八
九
〜
一
七
九
九
）
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
れ
を
あ
お
っ
た
の
は
ボ
ル
テ
ー
ル
と
ル
ソ
ー
の
言
説
に
あ
る
よ
う
な
口
ぶ
り
で
あ
る
。

「
ウ

ヲ
ル
テ
ー
ル
」「
ル
ー
ソ
ー
」
ノ
輩

や
か
ら

　
理
学
（
哲
学
の
意
）
ヲ
講
説
シ

　
首し

ゅ

ト
シ
テ
民
権
ヲ
主
張
シ

　
君
権
ヲ
限
制
（
制
限
）
ス
ル
ニ
依よ

っ

テ
　
更さ

ら

ニ
其そ

の

事
変
（
騒
乱
）
ヲ
シ
テ

猛も
う

急
き
ゅ
う

激げ
き

烈れ
つ

ナ
ラ
シ
メ
タ
リ
（
二
一
頁
）

著
者
に
よ
る
と
、
民
権
の
叫
び
声
は
、
日
本
の
情
況
か
ら
考
え
て
、
必
ず
し
も
わ
が
国
に
適
応
し
な
い
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
動
乱
（
革
命
）
は
、
君
権
お
と
ろ
え
た
と
き

に
起
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
い
ち
ば
ん
盛
ん
な
時
期
に
起
っ
て
い
る
と
い
う
。
君
権
が
増
長
し
、
執
政
が
威
を
ふ
る
い
、
人
民
が
虐
政
の
く
る
し
み
の
中
に
あ

っ
た
と
き

─
、

「
ウ

ヲ
ル
テ
ー
ル
」「
ル
ー
ソ
ー
」
ノ
学
派

　
増

ま
す
ま
す

民
権
ヲ
講
説
ス
ル
ニ
由よ

っ

テ
　
天
下
ノ
人
民
大た

い

旱か
ん

（
ひ
で
り
）
ノ
沛は

い

雨う

（
大
雨
）
ノ
得
ル
ニ
異
ナ
ラ
ズ
（
二
三
頁
）
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1762年にアムステルダムのマール・ミシェル・レイ社から刊行されたルソーの『社
会契約論』の偽版［初版］の見開きの図。［筆者蔵］

服部徳訳『民約論』（明治10・12）
［筆者蔵］

服部徳訳『民約論』にみられるルソー
の肖像
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と
い
う
。

戎ヂ
ャ
ン
ヂ
ヤ
ツ
ク
ル
ウ
ソ
ウ

雅
屈
蘆
騒
著

田
中
弘
義
閲

　
　

服
部
徳

　
訳

　

『
民
約
論
』（
有
村
壮
一
蔵
板
、
明
治
10
・
12
）
は
、
ル
ソ
ー
の
「
社
会
契
約
論
」（D

u C
ontract Social

）
と
邦
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
で

訳
さ
れ
た
最
初
の
「
社
会
契
約
論
」
の
翻
訳
で
あ
る
。
訳
者
で
あ
る
服は

っ
と
り
と
く

部
徳
そ
の
人
に
つ
い
て
は
、
く
わ
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
静
岡
県
士
族
で
あ
っ
た
こ
と
は

た
し
か
な
よ
う
だ
。
し
か
し
、
生
没
年
は
不
明
で
あ
る
。
ど
こ
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ん
だ
の
か
も
明
ら
か
で
な
い
。
一
応
、
知
り
え
た
こ
と
を
つ
ぎ
に
記
し
て
み
よ
う
。

維
新
後
、
服
部
は
太
政
官
正
院
中
の
政
表
課
（
の
ち
の
会
計
検
査
院
）
に
勤
務
し
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
当
時
、
七
等
属
（
月
俸
二
五
円
）
で
あ
っ
た
。
住
居
は

小
石
川
区
同
心
地
十
八
番
地
で
あ
っ
た
（『
統
計
院
誌

　
自
巻
之
壹

五
巻
之
五

全
』
よ
り
）。

同
書
は
こ
ん
に
ち
稀
こ
う
本
に
ち
か
い
が
、
中
味
を
の
ぞ
く
と
巻
頭
に
ル
ソ
ー
の
肖
像
画
が
あ
る
。
そ
の
あ
と
静
岡
の
中
村
雄た

け
おと

い
う
者
の
「
序
」（
漢
文
）
が
数
ペ
ー

ジ
く
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
民
約
論
と
い
う
の
は
西
洋
の
民
権
家
の
領
袖
（
か
し
ら
）
で
あ
る
ル
ソ
ー
の
一
代
の
大
手し

ゅ

筆ひ
つ

（
大
文
章
）
で
あ
る
と
い
う
。
つ
い
で
九
ペ

ー
ジ
ほ
ど
、
ル
ソ
ー
の
小
伝
が
つ
づ
く
。



（22）227

「
凡
例
」
に
よ
る
と
、
こ
の
書
の
原
名
を
「
コ
ン
ト
ラ
、
ソ
シ
ア
ー
ル
」
と
題
し
て
い
る
の
で
、
い
ま
書
名
を
「
民
約
論
」
と
し
た
と
い
う
。
こ
の
本
は
ル
ソ
ー
の
著
述

に
な
か
で
も
っ
と
も
有
名
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
論
旨
は
、
人
民
社
会
の
原
理
を
説
明
し
た
も
の
と
い
う
。
し
か
し
中
味
は
ひ
じ
ょ
う
に
意
味
深
長
だ
と
い
っ
て
い
る
。
一

読
し
て
み
た
が
、
理
解
す
る
の
が
む
ず
か
し
か
っ
た
、
と
の
べ
て
い
る
。

訳
者
は
、
訳
筆
を
と
る
に
さ
い
し
て
、
い
か
な
る
原
書
を
用
い
た
も
の
か
明
言
し
て
い
な
い
。
が
、
一
応
フ
ラ
ン
ス
語
の
原
典
に
も
と
ず
い
て
訳
し
た
よ
う
だ
。
依
拠
し

た
原
書
に
つ
い
て
は
、
あ
い
ま
い
な
発
言
を
し
て
い
る
。

「
余
ガ
訳
ス
ル
所
ノ
原
書
ハ

　
乃

す
な
わ

チ
此
等
ノ
諸
所
（
フ
ラ
ン
ス
の
政
体
論
そ
の
他
数
巻
）
ヲ
合
セ
テ
抄
訳
シ

　
其そ

の

表
題
ノ
蘆ル

騒ソ
ー

論
抄
ノ
名
ヲ
付
ス
ル
モ
可べ

し

ナ
ラ
ン
ト
欲
ス
」

と
い
う
か
ら
、『
ル
ソ
ー
の
小
傑
作
選
』
“Petits C

hefs-d

’œuvre du J. J. R
ousseau, Librairie de Firm

in D
ido Frères, Fils te C

ie, Paris, 1864

”の
よ
う
な
版
本

を
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

11
）。

訳
者
が
着
目
し
た
の
は 

“Contract Social

”（
民
約
）
の
二
字
で
あ
っ
た
と
い
う
。
他
日
、
ル
ソ
ー
の
他
の
作
品
を
逐
次
訳
し
お
え
た
ら
、
読
者
は
ル
ソ
ー
の
政
体
論
の

す
べ
て
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
い
、
そ
れ
ま
で
本
書
の
表
題
を
「
民
約
論
」
と
し
て
お
く
、
と
の
べ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
「
社
会
契
約
論
」（「
民
約
論
」）
の
初
期
の
翻
訳
と
し
て
は
、
服
部
訳
、
兆
民
訳
、
原
田
訳
の
三
種
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
服
部
訳
は

「
民
約
論
」
の
第
一
号
で
あ
っ
た
。
こ
ん
に
ち
か
ら
み
る
と
、
服
部
訳
は
よ
み
づ
ら
い
だ
け
で
な
く
、
か
な
り
難
解
で
あ
る
。
服
部
は
ル
ソ
ー
の
「
社
会
契
約
論
」
を
ど
の

よ
う
に
訳
し
た
の
か
、
原
文
と
訳
文
を
な
ら
べ
て
検
討
を
く
わ
え
て
み
よ
う
。

か
れ
は
原
本
の
前
書
き
を
（A

vertissem
ent

）
を
訳
さ
ず
、「
第
一
編
」（Livre prem

ier

）
か
ら
訳
し
て
い
る
。
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民
約
論

第
一
編

余よ

若も
し

シ
天
下
ノ
通つ

う

義ぎ

（
世
間
一
般
に
通
じ
る
正
し
い
道
理
）ニ
従

し
た
が

ツ
テ

　
人
ヲ
シ
テ
僉み

ナ
其そ

の

処と
こ
ろヲ

得

セ
シ
メ

　
法
律
ヲ
シ
テ
悉

こ
と
ご
とク

其そ
の

宜よ
ろ

シ
キ
ニ
適

か
な
え

セ
シ
ム
ル
所
ノ
公
正
確
実
ナ
ル
国こ

く

政せ
い

（
国
家
の
政
治
）

ノ
果は

た

シ
テ
之こ

レ
ア
ル
ヘ
キ
ヤ
否い

な

ヤ
ヲ
推す

い

求き
ゅ
うス

ル
（
根
本
ま
で
考
え
る
）
ト
キ
ハ

　
真
正
の
権
利
ナ

ル
モ
ノ
ト
公
明
ノ
利
益
ナ
ル
モ
ノ
ト
ヲ
調
和
ス
ル
ヲ
常
ト
ス

　
是こ

レ
蓋け

だ

シ
余
カ
所
見
ニ
於お

い

テ
正
理

ト
公
益
ト
ハ

　
更
ニ
之
レ
ヲ
分
離
ス
ル
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
確
信
ス
ル
ヲ
以も

っ

テ
ナ
リ

余
未い

ま

タ
此
巻
ノ
要
領
ヲ
詳
明
セ
ス
シ
ヲ
卒そ

つ

然ぜ
ん

（
に
わ
か
に
）
斯か

く

ノ
如
キ
説
ヲ
為な

す

ト
キ
ハ

　
人ひ

と

之こ

レ

ヲ
詰
リ
テ
或
ハ
云い

ハ
ン

　
子し

（
あ
な
た
）
ハ
素も

と

ヨ
リ
王
公
立
法
者
等
ノ
職
ニ
在あ

る

ニ
非あ

ら

ス
シ
テ

　
政

治
上
ノ
著
書
ア
ル
ハ

　
果
シ
テ
如
何
ナ
ル
意
ソ
ト

　
余
之
レ
ニ
答
テ
云
ハ
ン

　
余よ

固も
と

ヨ
リ
此こ

れ

等ら

ノ

職
任
ア
ル
者
ニ
非
ス

　
是こ

レ
余
カ
之
レ
ヲ
書
ニ
筆
ス
ル
所ゆ

え
ん以

ナ
リ

　
余
ニ
シ
テ
若
シ
王
公
立
法
著

ノ
職
任
ニ
ア
ラ
シ
メ
ハ

　
曷

い
ず
く

ン
ソ
（
い
つ
か
）
又ま

た

紙
筆
ニ
言
論
ヲ
徒と

費ひ

セ
ン
ヤ

　
其そ

の

為た
め
にス

ヘ
キ
モ

ノ
ハ

　
速す

み

カ
ニ
之
レ
ヲ
為な

シ
其そ

の

為た
め

ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ

　
直た

だ

チ
ニ
黙も

く

止し

セ
ン
ノ
ミ
（
だ
ま
っ
て

人
の
す
る
ま
ま
に
さ
せ
る
）

夫そ

レ
（
そ
も
そ
も
）
不ふ

覊き

自
由
ノ
国
人
ニ
生
レ

　
殊こ

と

ニ
君
主
ノ
一い

っ

肢し

（
一
員
）
タ
ル
ヲ
得
ル
者
ナ

レ
ハ

　
仮か

り
に令

公
事
（
公
の
し
ご
と
）
ノ
上
ニ
於お

い

テ
　
己お

の

レ
カ
意
見
ヲ
採
用
セ
ラ
ル
ヘ
キ
ノ
効こ

う

勣せ
き

ハ

殊こ
と

ニ
微び

び々

タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ニ
モ
セ
ヨ

　
其
公
事
ニ
参さ

ん

与よ

ス
ル
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以も

っ

テ
　
退

し
り
ぞ

ヒ
テ

復ま
た

自み
ず

カ
ラ
戒か

い

愼し
ん

（
い
ま
し
め
）
ヲ
加
ヘ

　
更さ

ら

ニ
其
国
政
ヲ
深し

ん

察さ
つ

ス
ル
ノ
義
務
ヲ
尽つ

く

シ
　
吾
カ
親
愛

ス
ル
所
ノ
郷

き
ょ
う

国こ
く

（
ふ
る
さ
と
）
ニ
資し

益え
き

ス
ル
ノ
新
理
ヲ
發
見
ス
ル
ヿこ

と

ア
ラ
ハ

　
亦ま

た

何な
ん

ノ
幸
福
カ
之

レ
ニ
過
ル
モ
ノ
ア
ラ
ン
ヤ

冒
頭
の
一
節
は
、
服
部
訳
だ
と
ひ
じ
ょ
う
に
わ
か
り
に
く
い
。「
天て

ん

下か

ノ
通つ

う

義ぎ

ニ
従

し
た
が

ツ
テ
」
は
、
原
文
のdans l

’ordre civil

（
市
民
の
世
界（

12
）の

意
）
を
訳
し
た
も
の
か
。

「
人
ヲ
シ
テ
僉み

ナ
其そ

処こ

ヲ
得
セ
シ
メ
」
は
、
原
文
の en prenant les hom

m
es tels qu

’ils sont

（
人
間
を
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
と
し
て
）
を
訳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

服
部
訳
だ
と
理
解
し
に
く
い
。「
公
正
確
実
ナ
ル
国
政
」
は
、quelque régle d

’adm
inistration légitim

e et sûre

（
正
当
で
確
実
な
何
ら
か
の
政
治
上
の
法
則
の
意
）
を
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訳
し
た
も
の
で
あ
る
が
、régle d

’adm
inistration 

は
「
国
政
」
と
意
訳
さ
れ
て
い
る
。

「
其そ

の

公こ
う

事じ

ニ
参さ

ん

与よ

ス
ル
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以も

っ

テ
　
退

し
り
ぞ

ヒ
テ
復ま

た

自み
ず

カ
ラ
、
戒か

い

慎し
ん

ヲ
加
ヘ

　
更さ

ら

ニ
其そ

の

国こ
く

政せ
い

ヲ
深し

ん

察さ
つ

ス
ル
ノ
義
務
ヲ
尽
シ
」
は
原
文
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
が
な

く
、
こ
の
一
文
は le droit d

’y voter suffit pour m

’imposer le devoir de m

’en instruire

（
投
票
を
も
つ
と
い
う
だ
け
で
、
わ
た
し
は
政
治
研
究
の
義
務
を
十
分
課

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
を
意
訳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
吾わ

カ
親
愛
ス
ル
所
ノ
郷

き
ょ
う

国こ
く

ニ
資し

益え
き

ス
ル
ノ
真
理
ヲ
発
見
ス
ル
ヿこ

と

ア
ラ
ハ
…
…
」
の
訳
文
ち
ゅ
う
の
“
真
理
”
は
、de nouvelles raisons

（
新
し
い
理
由
）
を
字
義
に

こ
だ
わ
ら
ず
意
訳
し
た
も
の
か
。

服
部
訳
だ
と C

hapitre V
II

（
第
七
章
）
の D

u souverain 

を
「
君
主
」
と
訳
し
て
い
る
。
こ
の
語
は
法
律
用
語
だ
と
「
主
権
者
」
を
意
味
す
る
よ
う
だ
。
服
部
は
書

き
だ
し
の
部
分
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

　
第
七
章

　
　
君
主

前
ニ
挙

か
か
げ

タ
ル
名
称
ニ
由よ

っ

テ
観み

ル
ト
キ
ハ

　
民
約
ハ
社
会
ト
社し

ゃ

員い
ん

ト
ノ
間
タ
ノ
誓せ

い

約や
く

ヲ
包ほ

う

容よ
う

セ
リ

　
而し

か

シ
テ
社
員
ハ

　
各そ

れ
ぞ
れ々

其
義
務

ヲ
尽つ

く

ス
ニ
於お

い

テ
　
二
種
ノ
性せ

い

ヲ
具
有
ス
ル
ナ
リ

　
即

す
な
わ

チ
社
員
衆

し
ゅ
う

庶し
ょ

（
万
民
）
ニ
対
シ
テ
其そ

の

義
務
ヲ
尽つ

く

ス
ニ
於
テ
ハ

　
君
主
ノ
一い

っ

肢し

ノ
如
ク

　
君
主
ニ
対
シ
テ
其
義
務
ヲ
尽
ス
ニ
於
テ
ハ

　
国
家
ノ
一
肢
ノ
如
シ

　
之
レ
ヲ
要
ス
ル
ニ
社
員
ハ
自
己
ト
誓せ

い

約や
く

ス
ル
ニ
過す

ぎ

ザ
ル
ノ
ミ

　
但た

だ

シ
民
法
ニ
於
テ
謂い

フ
所

と
こ
ろ

ノ
　
一
人
ノ
自
己
ト
為
シ
タ
ル
誓
約
ハ

　
之こ

レ
ヲ
循

し
ゅ
ん

守し
ゅ

セ
ザ
ル
ヿこ

と

ヲ
得え

ベ
シ
ト
ノ
道
理
ヲ

引ひ
き

ヒ
テ

　
以も

っ

テ
茲こ

こ

ニ
之こ

レ
ヲ
論
ス
ル
ヿ
勿な

か

レ
　
如い

何か

（
し
た
が
い
ま
も
る
）
ト
ナ
レ
ハ

　
一ひ

と
り人

ノ
其そ

の

自じ

己こ

ト
誓
約や

く

ス
ル
ヿ
ト

　
己お

の

レ
全
体
ノ
一
肢
ニ
シ
テ

　
其
全
体
ト
誓
約
ス
ル
ヿ
ト
ハ

　
甚

は
な
は

タ
相そ

う

違い

ス
ル
所
ア
レ
ハ
ナ
リ
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こ
の
一
節
は
、
桑
原
・
前
川
訳
（
岩
波
文
庫
）
だ
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
第
七
章

　
主
権
者
に
つ
い
て

こ
の
公
式
か
ら
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
結
合
行
為
は
公
共
と
個
々
人
と
の
間
の
相
互
の
約
束
を
含
む
こ
と
と
、
ま
た
、
各
個
人
は
、
い
わ
ば
自
分
自
身
と
契
約
し
て

い
る
の
で
、
二
重
の
間
係
で

─
つ
ま
り
、
個
々
人
に
た
い
し
て
は
主
権
者
の
構
成
員
と
し
て

─
約
束
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
び
と
も
自
分
自
身
と
結
ん
だ
約
束

に
は
責
任
が
な
い
、
と
い
う
民
法
の
規
則
は
、
こ
こ
で
は
適
用
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
自
分
に
た
い
し
て
義
務
を
負
う
こ
と
と
、
自
分
が
そ
の
一
部
分
を
な
し
て
い
る
全
体
に

た
い
し
て
義
務
を
負
う
こ
と
と
の
間
に
は
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
前ま

え

ニ
挙

か
か
げ

タ
ル
名め

い

称し
ょ
うニ

由よ

テ
観み

ル
ト
キ
ハ
」
は
、
原
文
を
意
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。l

’acte d

’

association

（
結
合
行
為
）
は
、「
民
約
」
と
訳
し
て
あ
る
。
服
部
は les particuliers

（
私
人
、
個

人
）
を
「
社し

ゃ

員い
ん

」
と
訳
し
て
い
る
。「
二
重
ノ
性せ

い

」
と
は
、
二
重
の
性
格
の
意
で
使
っ
た
も
の
の
よ
う

だ
が
、“
間
係
”
と
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
。

全
体
か
ら
こ
の
訳
を
な
が
め
た
と
き
、
意
味
は
何
と
か
と
れ
る
が
、
何
と
な
く
す
っ
き
り
し
な
い
。

服
部
訳
に
は
九
ペ
ー
ジ
ほ
ど
「
蘆ル

騒ソ
ー

小
伝
」（
小
伝
ノ
一
〜
小
伝
ノ
九
）
が
付
い
て
い
る
が
、
こ
れ

は
『
ル
ソ
ー
の
小
傑
作
選
』
に
な
い
も
の
で
あ
り
、「
国
民
叢
書
」（B

ibliothéque N
ationale

）
中
の

左
記
の
版
本
に
付
い
て
い
る
。

「
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
略
伝
」（N

otice sur Jean-Jaques R
ousseau

─
こ
れ
は N

. 

D
avid 

が
執
筆
し
た
も
の
で
あ
り
、
五
〜
一
四
頁
が
そ
の
部
分
）
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

J.-J. R
ousseau

―

「国民叢書」中のルソーの『社会契約論』（1864年刊）の見開きの図。［筆者蔵］
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D
ubuisson et C

ie	
Lucien M

arpon

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

 5, rue C
oq-H

éron, 5.	
4-7, G

aleries de l

’odéon, 4-7.

─1864

　
　
Ｊ
・
Ｊ
・
ル
ソ
ー
著

　
　
　
社
会
契
約
論

　
　
　
　
　
　
ま
た
は
政
治
的
権
利
の
諸
原
理

　
　
　
　
　
パ
リ

　
デ
ュ
ビ
ュ
イ
ソ
ン
社
刊

　
一
八
六
四
年

「
ル
ソ
ー
略
伝
」
を
執
筆
し
た
エ
ヌ
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
よ
る
と
、
く
わ
し
い
伝
記
を
書
く
つ
も
り
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
現
代
的
な
知
性
、
ル
ソ
ー
と
い
う
大
人
物

を
判
断
し
よ
う
と
い
っ
た
考
え
も
な
い
し
、
簡
単
な
伝
記
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
価
値
は
下
る
も
の
で
な
い
と
い
う
。
あ
り
の
ま
ゝ
の
ル
ソ
ー
を
描
く
の
が
目
的
で

あ
り
、
こ
と
さ
ら
に
か
れ
を
超
人
と
し
て
扱
い
た
く
は
な
い
と
い
う
。

と
も
あ
れ
、「
服
部
の
訳
本
は
、
相
当
難
解
で
も
あ
り
、
当
時
と
し
て
は
一
円
七
十
五
銭
と
い
う
高
価
な
も
の
で
あ
り
、
じ
っ
さ
い
ど
の
程
度
よ
ま
れ
、
社
会
的
影
響
が

あ
っ
た
も
の
か
疑
問
」
だ
と
い
う
（
江
木
修
一
「
服
部
訳
の
『
民
約
論
』
に
つ
い
て
」『
明
治
文
化

　
第
十
五
巻 

第
二
号

』
所
収
、
昭
和
17
・
2
）。

服
部
訳
は
あ
ま
り
一
般
の
注
意
を
引
か
な
か
っ
た
ら
し
い（

13
）。

こ
ん
に
ち
一
通
り
読
む
に
は
、
か
な
り
根
気
の
い
る
訳
書
で
あ
る
。
国
民
的
作
家
の
司
馬
遼
太
郎
は
、
昭
和

五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
四
月

─
高
知
市
の
き
も
い
り
で
「
立り

っ

志し

社し
ゃ

」（
自
由
民
権
運
動
の
中
核
的
役
割
を
果
し
た
政
治
結
社
）
の
資
料
展
が
、
高
知
城
内
の
「
県
立
郷

土
文
化
館
」
で
催
さ
れ
た
と
き
、「
褪あ

せ
た
あ
い
0

0

色
（
深
い
紫
が
か
っ
た
青
）
の
安
っ
ぽ
い
表
紙
で
、
拍
子
ぬ
け
す
る
ほ
ど
つ
ま
ら
な
い
造
本
」
を
、
係
員
に
た
の
ん
で
陳
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列
用
ガ
ラ
ス
箱
か
ら
出
し
て
も
ら
い
、
中
を
ひ
ら
い
て
み
た
が
、
そ
れ
は
昂
奮
を
ひ
と
に
お
こ
さ
せ
な
い
文
章

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
よ
う
に
思
え
た
と
い
う
。

こ
の
翻
訳
は
、「
読
む
者
に
は
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
た
本
で
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
、
の
べ
て
い
る
（
司
馬
遼
太
郎
「
土
佐
の
高
知

で
」『
あ
る
運
命
に
つ
い
て
』
所
収
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
59
・
6
）。

『
土
陽
新
聞
』（
第
二
三
号
、
明
治
11
・
2
・
5
付
）
は
、「
抜バ

ッ
ク
ル

克
爾
氏
文
明
論
抄
訳
仏
国
革
命
ノ
起
原
ヲ
論
ス
」
と
題
す
る
記
事
を
の
せ
た
が
、
こ
の
中
に
ル
ソ
ー
の
名

が
出
て
く
る
。

是こ

レ
乃

す
な
わ

チ
共
和
党
ニ
精
鋭
ノ
兵
器
ヲ
授じ

ゅ

与よ

シ
タ
ル
カ
如ご

と

シ
　
爰こ

こ

ニ
又
著
名
ナ
ル
路ル

ー

叟ソ
ー

ハ
　
懸け

ん

河が

ノ
弁べ

ん

（
す
ら
す
ら
と
説
く
弁
舌
）
倒
天
ノ
筆
ヲ
振
フ
テ

　
弊へ

い

法ほ
う

（
国
の
法
律
）
陋ろ

う

習し
ゅ
う（

悪
い
な
ら
わ
し
）
ヲ
論
破
シ

　
共
和
党
ハ
之こ

れ

カ
為た

メ
ニ
猶な

お
い
っ
そ
う

一
層
ノ
勢
力
ヲ
添て

ん

加か

セ
リ

植
木
枝
盛
の
「
尊
人
説
」（
自
筆
稿
本
、
明
治
11
・
8
・
30
）
の
な
か
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ベ
ー
コ
ン
、
ロ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
な
ら
ん
で
、

「
ル
ウ
ソ
ー
ノ
徒
ノ
如
キ
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
み
ら
れ
る
（『
植
木
枝
盛

　
第
三
巻
』
岩
波
書
店
、
一
三
四
頁
）。

植
木
に
は
ほ
か
に
も
ル
ソ
ー
へ
の
言
及
が
あ
る
。

○
　
社
会
合
約
（
契
約
）
説
ヲ

　
独ひ

と

リ
ル
ー
ソ
ー
ノ
議
論
ノ
如ご

と

ク
思
ヘ
ル
者
ア
レ
ド
モ

　
必

か
な
ら
ずシ

モ
然し

か

ラ
ズ
。

注
・「
無
天
雑
録
ニ
」（
明
治
12
・
6
・
15
）

ま
た
お
な
じ
植
木
の
『
民
権
自
由
論
』（
明
治
12
・
6
、
大
阪
で
翻
刻（

14
））

の
な
か
に
、
自
由
を
天
賦
の
稟ひ

ん

性せ
い

（
生
れ
つ
き
の
性
質
）
と
す
る
ル
ソ
ー
の
説
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

　
　
第
二

　
人
民
自
由
の
權
を
得
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
事

ル
ー
ソ
ー
と
云
ふ
人
の
説
に
、
人
の
生
る
る
や
自
由
な
り
と
あ
り
て
、
人
は
自
由
の
動
物
と
申
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
れ
ば
人
民
の
自
由
は
縱た

と
へ令

社
會
の
法
律
を
以
て
之
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を
全
う
し
得
る
と
は
申
せ
、
本も

と
天て

ん

の
賜

た
ま
も
のに

て
人
た
る
も
の
の
必
ず
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
ご
ざ
ら
う
。
若
し
人
に
し
て
此
の
天
の
賜
た
る
自
由
を
取
ら
ざ
れ
ば
、
是
れ
天
に
対と

つ
て
大
な
る
罪
と
な
り
自
分
に
取
つ
て
は
大
な
る
恥
な
り
。

植
木
は
わ
が
家
臣
に
学
者
が
い
る
と
し
、
プ
ラ
ト
ン
、
ロ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
ら
と
と
も
に
「
ル
ー
ソ
ー
」
の
名
を
掲
げ
て
い
る
。

�

注
・「
天
狗
経
」（
明
治
14
・
3
・
6
）

服
部
の
訳
本
は
、
当
時
と
し
て
は
一
円
七
十
五
銭
も
す
る
高
価
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
味
に
い
た
っ
て
は
一
般
読
者
に
ど
の
て
い
ど
理
解
さ
れ
た
か
不
明
な
点
を
多

く
の
こ
し
て
は
い
る
が
、
民
権
運
動
家
に
愛
読
さ
れ
た
こ
と
は
た
し
か
な
よ
う
だ
。

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
十
二
月
十
二
日
の
夜

─
兵
庫
県
姫
路
市
呉
服
町
の
「
就
光
館
」
で
、
筒
井
弁
治
と
い
う
者
が
ル
ソ
ー
の
民
約
論
に
つ
い
て
講
義
を
は
じ
め

る
や
、
そ
の
場
に
い
た
警
官
が
、
国
の
安
寧
秩
序
を
乱
す
も
の
と
し
て
中
止
を
命
じ
た
。
そ
れ
に
た
い

し
て
筒
井
は
、
当
局
に
抗
議
文
を
提
出
し
た
。
抗
議
者
の
主
張
は
、
政
府
か
ら
刊
行
の
許
可
を
え
た
書

物
を
講
義
す
る
こ
と
が
“
国
安
妨
害
”
に
な
る
、
と
い
う
の
な
ら
、
訳
者
お
よ
び
発
売
を
許
可
し
た
役

所
も
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

服
部
の
訳
本
は
、
発
売
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
講
義
に
用
い
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
の
は
理
に

か
な
わ
な
い
、
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
内
容
の
記
事
が
、『
朝
野
新
聞
』（
第
一
八
八
二
号
、
明
治
12
・
12
・
19
付
）
に
載
っ
て

い
る
。

聴
衆
を
あ
つ
め
て
の
学
習
会
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
の
民
約
論
に
つ
い
て
講
じ
は
じ
め
た
ら
、
官
憲
の

厄や
く

に
あ
っ
た
ケ
ー
ス
が
ま
さ
に
こ
れ
で
あ
っ
た
。

自
由
民
権
運
動
が
全
国
的
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
、
そ
れ
が
高
揚
点
に
達
し
た
の
は
、
明
治
十
二
、

三
年
ご
ろ
と
い
う（

15
）。

土
佐
の
高
知
で
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
万
法
精
理
」（
法
の
精
神
の
こ
と
）、

ベ
ン
サ
ム
、
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
が
よ
く
読
ま
れ
、
訳
書
の
な
い
と
き
は
、
英
語
教
師
に
訳
し
て
も
ら
い

ルソーの「民約論」の公開講義を、官憲によって中止させられたこ
とを報じる『朝野新聞』（明治12・12・19付）の記事
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筆
写
し
て
み
な
で
読
ん
だ
。

「
ル
ソ
ー
の
『
民
約
論
』
は
、
植
木
も
よ
く
読
ん
だ
。
土
佐
で
は
『
民
約
論
』
を
持
た
ん
子
供
は
無
か
っ
た
。
明
治
十
五
年
よ
り
前
の
話
だ
」（
横
山
又
吉
の
談
話
）

注
・
家
永
三
郎
編
『
植
木
枝
盛
選
集
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
62
・
4
．
三
〇
一
頁
）

そ
の
こ
ろ
高
知
で
は
、
俗
曲
〝
民
権
ど
ど
い
つ
〟
が
街
で
歌
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
部
を
つ
ぎ
に
引
い
て
み
よ
う
。

 

　
　
　
　
○

旭あ
さ
ひか
〻
や
く
国く

に

と
は
い
え
ど

　
　
民た

み

の
□不

明

む
り
の
ま
だ
さ
め
ぬ

　
　
　
　
○

己お
の

が
在ざ

い

所し
ょ

の
か
や
ぶ
き
屋や

根ね

も

　
　
か
え
ら

9

9

9

な
い
の
が
自じ

主し
ゅ

の
権

　
　
　
　
○

握に

ぎ
り
拳

こ
ぶ
し

で
ア
ノ
早さ

わ

蕨ら
び

（
芽
を
だ
し
た
ば
か
り
の
わ
ら
び

0

0

0

）
が

　
　
民た

み

の
権け

ん

利り

を
春は

る

の
山や

ま

　
　
　
　
○

野の

邊べ

の
若わ

か

草く
さ

ふ
み
つ
け
ら
れ
て

　
　
萌も

ゆ
る
思お

も

ひ
の
た
え
ま
な
い

注
・『
高
知
新
聞
』（
第
四
六
号
、
明
治
13
・
12
・
12
付
）

高
知
の
民
権
家
・
和
田
稲
積
は
、「
吾
人
之
真
支
配
者
誰
」（
わ
れ
わ
れ
の
真
の
支
配
者
は
誰
か
）
と
題
す
論
説
（『
高
知
新
聞
』
第
二
二
八
号
、
明
治
14
・
11
・
10
付
）

に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
の
説
を
い
く
つ
か
引
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
は
人
に
他
人
の
自
由
を
束
縛
す
る
権
利
が
な
い
こ
と
は
自
明
の
理
だ
と
い
う
。
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又ま

タ
蘆
騷
氏
ノ
説
ニ
曰い

わ

ク
「
夫そ

レ
人
ト
シ
テ
皆
ナ
一
モ
他
人
ヲ
牽
制
ス
ベ
キ
天
然
ノ

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

権9

利9

ヲ
有
ス
ル
理
ナ
シ
」
ト

　
此
ノ
両
説
ノ
如
キ
ハ

　
実
ニ
天
地
ノ
真
理
ニ
適
合
セ
ル
ヿこ

と

火

ヲ
観
ル
ヨ
リ
明
カ
ニ
シ
テ

さ
ら
に
和
田
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
く
。

も
し
帝
王
を
神
の
子
と
し
て
う
や
ま
い
、
民
衆
を
別
の
人
種
と
し
て
い
や
し
む
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
理
に
あ
わ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
帝
王
が
神
の
子
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、

わ
れ
わ
れ
も
ま
た
神
の
子
で
あ
る
、
と
い
え
る
。
帝
王
も
わ
れ
わ
れ
人
民
も
同
一
の
人
間
で
あ
っ
て
、
同
等
の
権
利
を
持
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
帝
王
は
け
っ
し
て
わ
れ
わ

れ
の
真
の
支
配
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

論
者
は
ル
ソ
ー
を
引
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

故ゆ
え

ニ
蘆
騷
氏
ノ
論
ニ
云
フ
「
我
輩
ノ
系
譜
ヲ
検
索
ス
ル
時
ハ

　
或

あ
る
い

ハ
世
界
ノ
帝
王
タ
ル
ヘ
キ

9

9

9

9

9

9

9

9

9

権9

利9

ア
ル
モ
計は

か

ラ
レ
ズ
云
々
」
ト

　
夫
レ
然
リ

　
同
一
種
ノ
人
類
ニ
シ
テ

　
権
利
ニ

於
テ
差
等
ア
ル
ベ
キ
理
ナ
ク

　
又
タ
同
等
ノ
人
類
ニ
シ
テ

　
同
等
ノ
人
類
ヲ
支
配
ス
ル
ノ

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

権0

利
ア
ル

0

0

0

ヿ0

ナ
キ
ハ

0

0

0

　
知
者
ヲ
俟ま

タ
ス
シ
テ
知
ル
ヘ
キ
ナ
リ

和
田
が
用
い
た
原テ

キ
ス
ト文

は
、
高
知
に
お
い
て
早
く
か
ら
流
布
し
て
い
た
、
兆
民
の
未
刊
の
和
訳
「
民
約
論
」
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
と
い
う（

16
）。

エ
ミ
ー
ル
・
ア
コ
ラ
ス
著

小
島
龍
太
郎
訳

　
　
　

『
仏国

　
民
法
提
要

　
契
約
篇

上
　
巻
』（
司
法
省
蔵
版
、
明
治
14
・
12
）
の
な
か
に
、
ル
ソ
ー
が
社
会
の
因
襲
か
ら
脱
し
て
、
人
間
本
来
の
状
態

─
野
蛮
な
風

習
（
無
教
養
、
無
作
法
で
荒
っ
ぽ
い
こ
と
）
を
ほ
め
た
た
え
た
こ
と
に
言
及
し
た
文
章
が
み
ら
れ
る
。

○
ル
ー
ソ
ー
氏
モ
亦ま

た

野や

蠻ば
ん

ノ
風
俗
ヲ
称

し
ょ
う

賛さ
ん

シ
テ

　
之こ

れ

ヲ
結
社
俗
ノ
上
位
ニ
置
キ
タ
リ
ト
雖

い
え
ど

モ
　
畢ひ

っ

竟
き
ょ
う

是こ

レ
当
時
社
会
ノ
風
俗
頽た

い

敗は
い

シ
タ
ル
ヲ
痛つ

う

哭も
く

ス
ル
ニ
（
嘆
き
か
な
し
む
）

僻か
た
よ
りシ

　
遂つ

い

ニ
此こ

の

説せ
つ

ヲ
発
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ

　
人
間
社
会
ノ
根
本
ハ

　
人
間
自
然
ノ
性
ニ
由
ル
ノ
真
理
ヲ
了
知
セ
ル
ニ
至
リ
テ
ハ

　
却

か
え
っ

テ
此
ル
ー
ソ
ー
氏
ニ
如ご

と

ク
者
莫な

キ
ナ
リ

　
法

律
中
契
約
ト
責せ

き

（
義
務
）
ト
ノ
事
ニ
関
シ

　
上
文
ノ
趣
意
ヲ
証

し
ょ
う

徴ち
ょ
うス

レ
ハ

　
則す

な

チ
最
モ
其そ

の

彰
明
ナ
ル
ヲ
見
ル
ヿこ

と

ヲ
得え

可べ

シ

『
近
事
評
論
』（
三
六
八
号
、
明
治
15
・
1
・
13
付
）
に
よ
る
と
、
元
老
院
に
お
い
て
ル
ソ
ー
の
民
約
論
（
原
本
）
が
必
要
に
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
発
注
し
た
が
、
同
国
に
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明治期のルソー受容

お
い
て
も
払
底
し
て
い
る
の
で
、
ア
メ
リ
カ
に
注
文
し
た
と
い
う
。

『
仏
国

　
エ
ミ
ー
ル
・
ア
コ
ラ
ス
著

　
仏
国
法
典
改
正
編
』（
知
新
社
、
明
治
15
・
3
）
は
、
民
主
主
義
に
も
と
づ
い
て
民
法
を
改
正
す
る
こ
と
を
説
い
た
書
で
あ
る
。
訳

者
は
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
で
法
学
士
の
学
位
を
え
た
岸
本
辰
雄
と
内
藤
直
亮
で
あ
る
。
同
書
中
の
エ
ド
ガ
ー
・
キ
ネ
（
一
八
〇
三
〜
七
五
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
・
詩
人
・
政

治
家
）
の
革
命
史
を
論
じ
た
も
の
の
中
に
、
ル
ソ
ー
の
名
が
出
て
く
る
。

宗
教
ハ
第
十
八
世
紀
ニ
於お

い

テ
　
如い

何か

ナ
ル
結
果
ヲ
生
シ
タ
ル
カ
ハ

　
論
理
ト
思
想
ト
ヲ
吐と

露ろ

ス
ル
ニ
鋭え

い

意い

ナ
リ
シ
ル
ー
ソ
ー
氏
其そ

の

人ひ
と

ノ
如ご

と

キ
モ

　
猶な

ホ
且か

ツ
之こ

れ

ヲ
約や

く

言げ
ん

ス
ル
ヲ
肯

が
え
ん

セ
ス
（
承
知
し
な
い
）

原
弥
一
郎
纂
訳
『

欧
米

大
家
　
政
治
格
言
』（
出
版
者

　
大
瀧
清
類
、
明
治
15
・
11
）
は
、
古
今
の
哲
学
者
の
い
ま
し
め
の
こ
と
ば
を
編
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
中
に
ル
ソ
ー

が
た
び
た
び
登
場
す
る
。

「
第
一
章

　
自
由
之
理
」
の
な
か
に

─

○
　
人
民
の
自
由
ハ

　
全
国
公こ

う

同ど
う

ノ
意
志
ニ
因

ち
な
ん

テ
　
限げ

ん

制せ
い

セ
ラ
ル
ベ
シ
…
…
…
…
ル
ー
ソ
ー

「
主
権
并
権
利
」
の
な
か
に
─
─

○
　
主
権
ハ
公
同
ノ
意
志
ノ
発は

っ

顕け
ん

（
あ
ら
わ
れ
）
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非あ

ら

サ
ル
ハ
ナ
シ

　
故ゆ

え

ニ
決
シ
テ
之こ

れ

ヲ
譲

じ
ょ
う

与よ

ス
可べ

か

ラ
ス

　
又ま

た

君
主
ハ
諸

も
の
も
のノ

一
個
ノ
人ひ

と

ノ
集
合
ス
ル
モ
ノ
ニ
非あ

ら

サ
ル

ハ
ナ
シ

　
故
ニ
亦ま

た

之こ

レ
ニ
代か

わ

ル
者も

の

ア
ル
ベ
ラ
カ
ス
…
…
…
…
ル
ー
ソ
ー

○
　
人
民
社
会
ノ
権け

ん

ハ
　
苟

い
や
し

ク
モ
軽け

い

侮ふ

ス
（
あ
な
ど
る
）
ベ
カ
ラ
サ
ル
ノ
権
利
ニ
シ
テ

　
凡ぽ

ん

百ひ
ゃ
く（

い
ろ
い
ろ
）
社
会
ノ
基き

礎そ

ト
為な

ル
ナ
リ

　
盖け

だ

シ
此こ

の

権
利
タ
ル
ヤ

　
天
然
ニ
出
ツ

ル
ニ
非あ

ら

ラ
ズ
シ
テ

　
即

す
な
わ

チ
人じ

ん

為い

ノ
契け

い

約や
く

ニ
因よ

っ

テ
成な

ル
所

と
こ
ろ

ノ
モ
ノ
ト
ス
…
…
…
…
ル
ー
ソ
ー

○
　
民
約
ノ
大た

い

旨し

（
だ
い
た
い
の
意
味
）
ヲ
摘て

き

出し
ゅ
つセ

ン
ト
欲
セ
バ

　
一い

ち

言ご
ん

以も
っ

テ
之こ

れ

ヲ
得え

ベ
シ

　
曰い

わ

ク
我
党
ハ
各そ

れ

々ぞ
れ

其そ
の

身
体
及

お
よ
び

其
権
力
ヲ
共
同
シ

　
公
同
意
志
ニ
頼

た
よ
っ

テ
　
之こ

れ

ヲ
統
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治
シ

　
而

し
こ
う

シ
テ
我
党
ハ
一
体
ノ
分ぶ

ん

肢し

ニ
シ
テ

　
離は

な

ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
…
…
…
…
ル
ー
ソ
ー

「
第
四
章

　
政
理
」
の
な
か
に
─
─

原田潜訳『民約論覆義』（明治16・2）
［筆者蔵］

「国民叢書」中のルソーの『社会契約論』
（1864年刊）の表紙。［筆者蔵］

『読売新聞』（明治18・9・19
付）の原田潜訳『仏

国　民約論
覆義』の広告。
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明治期のルソー受容

○
　
抑

そ
も
そ
も

政
府
ト
ハ
如い

何か

ナ
ル
者も

の

ヲ
指さ

ス
ヤ

　
則

す
な
わ

チ
君
主
ト
臣
民
ト
ノ
中
間
ニ
在あ

っ

テ
　
其そ

の

相
互
ノ
交
通
ヲ
弁べ

ん

理り

シ
（
取
り
あ
つ
か
う
）　
且か

つ

諸
も
ろ
も
ろノ

律り
つ

令れ
い

（
法
律
）
ヲ
施せ

行こ
う

セ
シ
メ

以も
っ

テ
政
権
及お

よ

ビ
民
権
ヲ
保
護
セ
シ
ム
ル
為た

め

ニ
設も

う

ケ
ラ
レ
タ
ル
一い

っ

個こ

ノ
官か

ん

府ぷ

（
官
庁
）
ニ
外ほ

か

ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
…
…
…
…
ル
ー
ソ
ー

○
　
刑
罰
ノ
数か

ず
か
ず々

行お
こ
なハ

ル
ヿこ

と

ハ
　
凡お

よ

ソ
其そ

の

国く
に

ノ
政
治
ニ
於
テ

　
衰す

い

替た
い

陵り
ょ
う
ち遅

　（
も
の
ご
と
が
し
だ
い
に
衰
え
て
ゆ
く
）
ヲ
生
ス
ル
ノ
徴

ち
ょ
う

候こ
う

ナ
リ

　
如い

何か

ナ
ル
罪
人
ト
雖

い
え
ど

モ
　
必

か
な
ら

ス

一い
ち

事じ

モ
善
ナ
ラ
サ
ル
ハ
ナ
シ

　
故ゆ

え

ニ
其
存
シ
テ
危き

難な
ん

ナ
キ

　
能あ

た

ハ
サ
ル
ノ
罪
人
ニ
非あ

ら

サ
レ
バ

　
決
シ
テ
之こ

れ

ヲ
殺
ス
ノ
権
ア
ル
ベ
カ
ラ
ス
…
…
…
…
ル
ー
ソ
ー

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
二
月
、
原は

ら

田だ

潜せ
ん

（
生
没
年
未
詳
、
山
口
県
平
民
、
漢
詩
人
・
政
論
家
・
鷗
盟
社
社
長
）
は
、
中
江
訳
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
ル
ソ
ー

の
『
社
会
契
約
論
』（
全
三
八
九
頁
）
の
完
訳
を
刊
行
し
た
。
題
し
て
『
民
約
論
覆ふ

く

義ぎ

』（
春
陽
堂
蔵
版
）
と
い
う
。
同
書
の
構
成
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

民
約
論
覆
義
自
叙
（
漢
文
に
よ
る
訳
者
の
「
序
」
二
頁
）

例れ
い

言げ
ん

六
則
（
凡
例
─
六
つ
）

屢ル
ー
ソ
ー騷

略
伝
（
ル
ソ
ー
に
関
す
る
小
伝
─
五
〜
一
一
頁
）

民
約
論
覆
義
目
録
（
目
次
─
一
三
〜
一
六
頁
）

翻
訳
の
底
本
と
し
て
用
い
た
版
本
に
つ
い
て
、
訳
者
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
が
、
服
部
訳
の
底
本
と
お
な
じ

─ N
. D

avid 

に
よ
る
解
説
が
つ
い
た
廉
価
本
（
ポ
ケ
ッ

ト
版
）

─ D
ubuisson 

社
刊
で
あ
る
ら
し
い
。
初
版
は
一
八
六
四
年
に
出
て
い
る（

17
）。

「
例
言
六
則
」
に
よ
る
と
、
本
書
の
意
味
は
深
遠
で
は
か
り
知
れ
な
い
と
い
う
。
進
む
べ
き
方
向
が
わ
か
ら
な
い
た
め
、
た
だ
遠
く
を
見
て
い
る
気
が
す
る
と
い
う
。
大

要
（
だ
い
た
い
の
意
味
）
を
欄
外
に
添
え
た
の
は
、
本
来
の
考
え
を
読
者
に
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
を
〝
覆
義
〟
と
い
う
。

原
田
は
原
書
の
冒
頭
の
一
節
を
ど
の
よ
う
に
訳
し
た
か
を
見
て
み
よ
う
。
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国
政
ノ
公
明
正

大
ナ
ル
ハ
各

自
ノ
権
利
ヲ
全

ま
っ
た

ク
シ
（
と
と
の

え
る
）
一
般
ノ

利
益
ヲ
了

り
ょ
う

ス
ル

（
あ
き
ら
か
に

す
る
）
ニ
在あ

リ

非
職
ハ
論
議
ヲ

増
進
ス
ル
所
以

ナ
リ

　
論
議
ハ

政
治
家
ヲ
智
ニ

ス
ル
（
か
し
こ

い
人
）
所
以
ナ

リ
　
其
必
要
ナ

ル
言
ヲ
俟
タ
サ

ル
ナ
リ

民
約
論
覆
義

仏
国

　
　
戎 ジ

ャ
ン
ジ
ャ
ッ
ク

雅
屈
婁ル

ー

騷ソ
ー

　

著

日
本

　
　
原

　
　
田

　
　
濳

　
　
訳

第
一
編

余
カ
見
ル
所
ニ
依
レ
ハ

　
正せ

い
ど
う道

ト
公
益
ト
ハ

　
天
下
ヲ
軽け

い

綸り
ん

（
治
め
と
と
の
え
る
）
ス
ル

ニ
於
テ

　
毫ご

う

（
ご
く
わ
ず
か
）
モ
分
析
ス
ヘ
キ
点
ナ
キ
ヲ
以
テ

　
立
法
ノ
制
立
ヲ
シ
テ

　

其
当
（
正
当
）
ヲ
得
セ
シ
メ

　
公
衆
因よ

っ

テ
以も

っ

テ
（
そ
れ
に
つ
い
て
）
危
疑
ヲ
抱
ク
ヿこ

と

ナ
キ

公
明
正
大
ノ
国
政
ヲ
推
求
ス
ル
（
推
し
き
わ
め
る
）
ニ
当
リ
テ
ハ

　
当ま

さ

ニ
公
衆
各
自
ノ
権

利
ト

　
公
衆
一
般
ノ
利
益
ト
ヲ
併あ

わ

セ
説
カ
サ
ル
ヲ
得
ス

　
斯か

ク
言
ヘ
ハ

　
人
或
ハ
余
ニ
向

ツ
テ
云
ハ
ン

　
子し

（
あ
な
た
）
ハ
帝
王
又
ハ
立
法
者
ノ
職
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ

　
徒

い
た
ず

ラ
ニ
書
ヲ

著
ハ
シ
テ

　
国
政
ヲ
諭さ

と

シ
　
立
法
ヲ
議
ス
ル
ハ

　
其
分
ヲ
踰ゆ

越え
つ

（
の
り
越
え
る
）
シ
タ
ル

モ
ノ
ナ
リ
ト

　
余
ハ
之
ニ
答
ヘ
ン
ト
云
ハ
ン
ト
ス

　
余
カ
帝
王
又
ハ
立
法
者
ノ
職
ニ
ア
ラ

サ
ル
ヿ
ハ

　
言
ヲ
俟
タ
ス
シ
テ
明
カ
ナ
リ

　
己す

で

ニ
余
ハ
帝
王
又
ハ
立
法
者
ノ
職
ニ
ア
ラ
サ

ル
ヲ
以
テ

　
書
ヲ
著
ハ
シ
テ

　
国
政
ヲ
議
シ

　
筆
ヲ
操

あ
や
つ
っテ

　
立
法
ヲ
論
ス
ル
所
以
ナ
リ

　

若
シ
余
ヲ
シ
テ
帝
王
立
法
者
ノ
職
ニ
在
ラ
シ
メ
ハ

　
則
チ
余
カ
為な

サ
ン
ト
欲
ス
ル
所
ハ

　

直
チ
ニ
之
ヲ
行
ヒ
為
ス
ヿ
ヲ
欲
ヒ
サ
ル
所
ハ

　
直
チ
ニ
之
ヲ
㾱
セ
ン
ノ
ミ

　
何
ソ
議
論
ヲ

筆
紙
ニ
訴
ヘ
テ

　
時
日
ヲ
徒
費
セ
ン
ヤ
ト

　
夫そ

レ
余
ハ
自
由
ノ
国
ニ
生
レ
テ

　
君
主
ノ
一

肢
タ
ル
人
民
ナ
リ

　
豈あ

ニ
（
そ
も
そ
も
）
政
事
ニ
参
与
ス
ル
ノ
権
利
ナ
カ
ラ
ン
ヤ

　
然
レ

ト
モ

　
故

こ
と
さ

ラ
ニ
政
事
に
参
与
セ
ス
シ
テ

　
国
ノ
為
メ
ニ
政
事
ヲ
深
察
シ

　
新
理
ヲ
発
見
シ

テ
　
政
事
家
ヲ
シ
テ
公
道
ニ
依
ラ
シ
ム
ル
ノ
義
務
ヲ
尽
ク
シ

　
吾
カ
親
愛
ス
ル
所
ノ
国
家

ノ
利
益
ヲ

　
来
タ
ス
モ
ノ
ナ
レ
ハ

　
仮か

令り

ヒ
余
カ
所
見
ヲ
国
家
ニ
適
用
セ
サ
ル
ニ
モ
関
セ

ス
　
国
家
ニ
取
リ
テ
ハ

　
余
カ
如
キ
モ
ノ
ア
ル
ハ

　
之
ヲ
幸
福
ナ
リ
ト
云
フ
モ
過
言
ニ
ア

ラ
ス
ト
信
ス
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原
田
訳
の
「
第
一
編
」
の
書
き
出
し
に
み
ら
れ
る
「
余
カ
見
ル
所
ニ
依
レ
ハ
」
の
一
文
は
、「
余
若
シ
天
下
ノ
通
義
ニ
従
ツ
テ
」（
服
部
訳
）
と
似
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
箇
所
に
該
当
す
る
原
文
は
な
く
、
原
田
の
説
明
的
加
筆
で
あ
る
。「
公
明
正
大
ノ
国
政
ヲ
推す

い

求き
ゅ
うス

ル
（
根
本
ま
で
考
え
る
）
ニ
当
リ
テ
ハ
」
の
訳
に
近
い
原
文
は
、 

quelque règle d

’adm
inistration légitim

e et sûre

（
正
当
で
確
実
な
何
ら
か
の
政
治
上
の
法
則

─
桑
原
、
前
川
訳
）
で
あ
ろ
う
が
、
原
田
訳
で
は
意
訳
さ
れ
て
い
る
。

服
部
訳
で
は
、「
公
正
確
実
ナ
ル
国
政
ノ
果
シ
テ
之
レ
ア
ル
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
ヲ
推
求
ス
ル
ト
キ
ハ
」
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
文
も
原
田
訳
と
酷
似
し
て
い
る
。「
公
衆
各
自
ノ

権
利
ト

　
公
衆
一
般
ノ
利
益
ト
ヲ
併
セ
説
カ
サ
ル
ヲ
得
ス
」
は
、le droit perm

et avec ce que l

’intérêt prescrit, afin que la justice et l

’utilité ne se trouvent 

point divisées.

（
権
利
が
許
す
こ
と
と
利
害
が
命
ず
る
こ
と
を
、
こ
の
研
究
に
お
い
て
常
に
結
合
す
る
よ
う
努
め
よ
う
）
を
縮
め
、
意
訳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

服
部
訳
で
は
こ
の
部
分
は
、「
余
カ
所
見
ニ
於
テ

　
正
理
ト
公
益
ト
ハ

　
更
ニ
之
レ
ヲ
分
離
ス
ル
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
確
信
ス
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
」
と
な
っ
て
い
る
。

原
田
は justice

（
正
義
、
正
当
性
）
を
「
公
衆
各
自
ノ
権
利
」、utilité

（
公
益
）
を
「
公
衆
一
般
ノ
利
益
」
と
訳
し
て
い
る
。「
斯
ク
言
ハ
ハ

　
人
或
ハ
余
ニ
向
ツ
テ
云
ハ

ン
　
子
ハ
帝
王
ヲ
ハ

　
立
法
者
ノ
職
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ

　
徒
ラ
ニ
書
ヲ
著
ハ
シ
テ

　
国
政
ヲ
論
シ

　
立
法
ヲ
議
ス
ル
ハ

　
其
分
（
本
分
）
ヲ
踰ゆ

越え
つ

シ
タ
ル
モ
ノ
（
お
か
す
）
ナ

リ
ト

　
余
ハ
之
ニ
答
ヘ
ン
ト
云
ハ
ン
ト
ス

　
余
カ
帝
王
ヲ
ハ
立
法
者
ノ
職
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヿ
ハ
言
ヲ
俟
ス
シ
テ
明
カ
ナ
リ
」
の
箇
所
は
、
原
文
の O

n m
e dem

andra si je 

suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non, et que c

’est pour cela que j

’écris sur la politique. 

（
お
ま
え
は
君
主
か
、
そ
れ

と
も
立
法
者
か
、
と
た
ず
ね
る
人
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
政
治
を
論
じ
る
の
で
あ
る
と
答
え
よ
う

─
）

「
斯
く
言
ハ
ハ
」
は
、
説
明
的
加
筆
。
こ
の
あ
と
に
つ
づ
く
訳
文
は
意
訳
で
あ
る
。

こ
の
部
分
の
原
田
訳
は
、
つ
ぎ
に
引
く
服
部
訳
と
き
わ
め
て
似
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

「
斯
ノ
如
キ
説
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ

　
人
之
レ
ヲ
詰
リ
テ
或
ハ
云
ハ
ン

　
子
ハ
素
ヨ
リ
王
公

　
立
法
者
等
ノ
職
ニ
在
ニ
非
ス
シ
テ

　
政
治
上
ノ
著
書
ア
ル
ハ

　
果
シ
テ
如
何
ナ

ル
意
ソ
ト
余
之
レ
ニ
答
テ
云
ハ
ン

　
余
固
ヨ
リ

　
此
等
ノ
職
任
ア
ル
者
ニ
非
ス

　
是
レ
余
カ
之
ヲ
書
キ
筆
ス
ル
所
以
ナ
リ
」

「
己す

で

ニ
余
ハ
帝
王
ヌ
ハ
立
法
者
ノ
職
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
書
ヲ
著
ハ
シ
テ

　
国
政
ヲ
議
シ

　
筆
ヲ
操
テ
立
法
ヲ
論
ス
ル
所
以
ナ
リ

　
若
シ
余
ヲ
シ
テ
帝
王
立
法
者
ノ
職
ニ

在
ラ
ン
シ
メ
ハ

　
則
チ
余
カ
為
サ
ン
ト
欲
ス
ル
所
ハ

　
直
チ
ニ
之
ヲ
行

お
こ
な

ヒ
為
ス
ヿ
ヲ
欲
ヒ
サ
ル
所
ハ

　
直
チ
ニ
之
ヲ
廃
セ
シ
ノ
ミ

　
何
ソ
議
論
ヲ
筆
紙
ニ
訴
へ
テ

　
時
日
ヲ

徒
費
セ
ン
ヤ
ト
」
の
箇
所
は
、
説
明
的
加
筆
。
こ
の
文
章
は
、
服
部
訳
の
「
余
固
ヨ
リ
此
等
ノ
職
任
ア
ル
者
ニ
非
ス

　
是
レ
余
力
之
レ
ヲ
書
ニ
筆
ス
ル
所
以
ナ
リ

　
余
ニ
シ
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テ
若
シ
王
公
立
法
者
ノ
職
任
ニ
ア
ラ
シ
メ
ハ

　
曷

い
ず
く

ン
ソ
又
紙
筆
ニ
言
論
ヲ
徒
費
セ
ン
ヤ
」
を
敷
き
写
し
た
も
の
か
。
原
田
訳
に
対
応
す
る
原
文
は
な
い
。

「
夫そ

レ
余
ハ
自
由
ノ
国
ニ
生
レ
テ

　
君
主
ノ
一
肢
タ
ル
人
民
ナ
リ

　
豈あ

ニ
政
事
ニ
参
与
ス
ル
ノ
権
利
ナ
カ
ラ
ン
ヤ

　
然
レ
ト
モ

　
故

こ
と
さ

ラ
ニ
政
事
ニ
参
与
セ
ス
シ
テ

　
国
ノ

為
メ
ニ
政
事
ヲ
深
察
シ

　
新
理
ヲ
発
見
シ
テ

　
政
事
家
ヲ
シ
テ
公
道
ニ
依
ラ
シ
ム
ル
ノ
義
務
ヲ
尽
ク
シ

　
吾
カ
親
愛
ス
ル
所
ノ
国
家
ノ
利
益
ヲ
来
タ
ス
モ
ノ
ナ
レ
ハ

　
仮
令

ヒ
　
余
カ
所
見
ヲ
国
家
ニ
適
用
セ
サ
ル
ニ
モ
関
セ
ス

　
国
家
ニ
取
リ
テ
ハ

　
余
カ
如
キ
モ
ノ
ア
ル
ハ

　
之
ヲ
幸
福
ナ
リ
ト
云
フ
モ

　
過
言
ニ
ア
ラ
ス
ト
信
ス
」。
こ
の
文
章

は
、
原
文
のN

é citoyen d
’un état libre, et m

em
bre du souverain, quelque faible influence que puisse avoir m

a voix dans les affaires publiques, le droit 

d

’y voter suffit pour m

’im
poser le devoir de m

’en instruire: heureux, toutes les fois que je m
édite sur les gouvernem

ents, de trouver toujours dans 

m
es recherches de nouvelles raisons d

’aim
er celui de m

on pays

（
自
由
な
国
家
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
市
民
と
し
て
生
ま
れ
、
主
権
者
た
る
人
民
の
一
員
と
し
て
、
私
の

発
言
が
公
共
の
政
務
に
お
い
て
ど
ん
な
に
微
力
で
あ
ろ
う
と
、
投
票
権
を
も
つ
と
い
う
だ
け
で
も
、
政
務
を
研
究
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
政
体
に
つ

い
て
考
察
す
る
た
び
に
、
い
つ
も
研
究
の
な
か
で
、
わ
が
祖
国
の
政
体
を
愛
す
べ
き
理
由
を
新
た
に
発
見
す
る
の
は
、
幸
い
な
こ
と
で
あ
る

─
）。

冒
頭
の
「
夫そ

レ
余
ハ
自
由
ノ
国
ニ
生
レ
テ

　
君
主
ノ
一
肢
タ
ル
ノ
人
民
ナ
リ
」
は
、
ま
あ
逐
語
訳
と
し
て
は
よ
し
と
し
て
も
、
こ
の
あ
と
つ
づ
く
訳
文
は
、
だ
い
ぶ
意
訳

さ
れ
て
い
る
。
い
ま
引
い
た
一
節
は
、
服
部
訳
を
参
考
に
し
て
い
る
節
が
あ
る
。

「
夫
レ
不ふ

覇き

自
由
ノ
国
人
ニ
生
レ

　
殊
ニ
君
主
ノ
一
肢
タ
ル
ヲ
得
ル
者
ナ
レ
ハ

　
仮
令
公
事
ノ
上
ニ
於
テ

　
己
レ
カ
意
見
ヲ
採
用
セ
ラ
ル
ヘ
キ
ノ
効こ

う

勣せ
き

ハ
　
殊
ニ
微
々
タ

ル
モ
ノ
ナ
ル
ニ
モ
セ
ヨ

　
其
公
事
ニ
参
与
ス
ル
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ

　
退
ヒ
テ
復ま

た

自
カ
ラ
戒か

い

慎し
ん

（
い
ま
し
め
つ
つ
し
む
）
ヲ
加
ヘ

　
更
ニ
其
国
政
ヲ
深
察
ス
ル
ノ
義
務

ヲ
尽
シ

　
吾
カ
親
愛
ス
ル
所
ノ
郷

き
ょ
う

国こ
く

（
ふ
る
さ
と
）
ニ
資
益
ス
ル
ノ
新
理
ヲ
発
見
ス
ル
ヿ
ア
ラ
ハ

　
亦
何
ノ
幸
福
カ

　
之
レ
ニ
過
ル
モ
ノ
ア
ラ
ン
ヤ
」。

亞（
ア
コ
ラ
ス
）

哥
刺
士
著

　
　
　
　
　
　
　

酒
井
雄
三
郎
、
白
石
時
康
共
訳
『
政
理
新
論
』　

前編
　
巻
之
上
』（
発
兌
元

　
日
新
閣
、
東
洋
館
、
中
外
堂
他
、
明
治
17
・
4
）
は
、É

m
ile A

collas: Les D
roits du P

euple, 

philosophe de la science politique et com
m

entaire de la déclaration des droits de l

’hom
m

e de 1793 
を
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
凡
例
」
に
よ
る
と
、
原
書
は
上
下
二
巻
本
で
あ
り
、
上
巻
は
も
っ
ぱ
ら
政
理
を
説
き
、
下
巻
は
一
七
九
三
年
に
仏
国
の
国
会
が
発
し
た
人
権
告
示
の
令
文
を
注
釈
・
論
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評
し
た
も
の
と
い
う
。
こ
の
「
凡
例
」
の
な
か
に
ル
ソ
ー
の
名
が
出
て
く
る
。
こ
の
『
政
理
新
論
』
に
お
い
て
、
著
者
は
ル
ソ
ー
と
反
対
の
説
を
と
な
え
て
い
る
と
い
う
。

　
ル
ー
ソ
ー
氏
民
約
ノ
説
ヲ
誤
リ
認
メ
テ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

　
善
美
ヲ

0

0

0

尽0

セ
リ
ト
ス
ル
モ
ノ

　
盖
シ
少
カ
ラ
サ
ル
カ
如
シ

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

　「
此
政
0

0-

理0-

新0-

論
ハ
0

0

、
ル
ー
ソ
ー
ノ
説
ト

0

0

0

、
全
ク
反

0

0

0-

対0

ノ0

点0

ニ
出
テ

0

0

0

〻0

…
…
…
…

ア
コ
ラ
ス
氏
著
『
仏
国
民
法
提
要

　
第
六
』（
司
法
省
蔵
版
、
明
治
17
・
6
）
に
も
、
ル
ソ
ー
へ
の
言
及
が
多
数
あ
る
。

又
カ
ン
ト
ノ
書
ニ
曰
ク

　
論
理
上
物
件
ヲ
得
ル
ノ
明

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

証9

ハ9

　
当9

然
衆
意
合
同
ス
ル
ノ
義
ニ
本
ツ
ク

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

　
衆
意
之
ヲ
得
ル
ヲ
欲
セ
サ
レ
ハ

　

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

99

奚な
な
ん

ソ9

物
件
ヲ
得
ン
ヤ
ト

　
是こ

レ
即

す
な
わ
ち

ル
ー
ソ

ー
民
約
ノ
説
ヲ
以よ

っ

テ
　
所
有
権
ノ
本
原
ト
爲な

ス
ノ
誤

あ
や
ま

リ
ニ
陥お

ち

ヰ
ル
者
ナ
リ

　
然し

か

リ
而

し
こ
う
しシ

テ
彼
レ
未ま

タ
ル
ー
ソ
ー
ノ
本
意
ヲ
詳

つ
ま
び
らカ

ニ
セ
ス

服
部
訳
が
刊
行
さ
れ
た
五
年
後

―
『
政
理
叢
談
』
に
、
兆
民
の
漢
文
訳
「
民
約
訳
解
」（
第
二
巻
第
六
章
ま
で
、
二
十
六
回
）
が
分
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
兆
民
は

原
書
の
「
章
」
に
従
っ
て
訳
し
た
も
の
で
な
く
、
章
の
構
成
そ
の
他
は
改
変
し
て
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
原
典
と
訳
稿
の
章
立
て
を
対
応
さ
せ
て
一
覧
表
し
た
の
が
、
つ
ぎ
に
引

く
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

原
典
『
社
会
契
約
論
』
の
構
成

兆
民
の
『
民
約
訳
解
』
の
構
成

　
第
一
編

　『
民
約
訳
解
巻
之
一
』
民
約
一
名
原
政

第
一
章

　
第
一
編
の
主
題

第
一
章

　
本
巻
の
詩
趣

第
二
章

　
最
初
の
社
会
に
つ
い
て

第
二
章

　
家
族

第
三
章

　
最
強
者
の
権
利
に
つ
い
て

第
三
章

　
強
者
の
権

第
四
章

　
奴
隷
状
態
に
つ
い
て

第
四
章

　
奴
隷

第
五
章

　
常
に
最
初
の
約
束
に
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

第
五
章

　
終つ

い
に
約
を
以
て
国
本
（
国
の
根
本
）
と
為な

さ
ざ
る
可べ

か
ら
ず

第
六
章

　
社
会
契
約
に
つ
い
て

第
六
章

　
民
約
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第
七
章

　
主
権
者
に
つ
い
て

第
七
章

　
君き

み

（
天
子
）

第
八
章

　
社
会
状
態
に
つ
い
て

第
八
章

　
人
世

第
九
章

　
土
地
に
つ
い
て

第
九
章

　
土
地

　
第
二
編

　『
民
約
訳
解
巻
之
二
』

第
一
章

　
主
権
は
譲
り
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

第
一
章

　
君
権
は
以
て
人
に
仮か

す
可
か
ら
ず

第
二
章

　
主
権
は
分
割
で
き
な
い
こ
と

第
二
章

　
君
権
は
以
て
人
に
分
か
つ
可
か
ら
ず

第
三
章

　
一
般
意
志
は
誤
り
得
る
か

第
三
章

　
衆
志
も
亦
た
錯

ま
じ
わ

る
こ
と
（
ま
ち
が
え
る
こ
と
）
有
る
か

第
四
章

　
主
権
の
限
界
に
つ
い
て

第
四
章

　
君
権
の
限
界

第
五
章

　
生
と
死
の
権
利
に
つ
い
て

第
五
章

　
人
を
生
殺
す
る
の
権

第
六
章

　
法
に
つ
い
て

第
六
章

　
律
例
（
法
律
）

注
・
山
田
博
雄
著
『
中
江
兆
民

　
翻
訳
の
思
想
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
株
式
会
社
、
平
成
21
・
11
）
よ
り
。

ル
ビ
と
（

　
　
）
内
は
引
用
者
に
よ
る
。

中
江
兆
民
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
後
、
仏
学
塾
に
お
い
て
至し

理り

（
き
わ
め
て
正
し
い
道
理
）
と
し
て
、
さ
か
ん
に
民
権
と
か
自
由
主
義
を
説
く
一
方
で
、
ル
ソ
ー
の
民
約

論
を
祖
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
二
月
か
ら
仏
学
塾
出
版
会
よ
り
、
月
に
二
、
三
回
、『
政
理
叢
談
』（
の
ち
に
『
欧
米
政
理
叢
談
』
と
改
題
）
と

題
す
る
雑
誌
を
発
行
し
、
欧
米
諸
大
家
の
法
律
・
政
治
・
経
済
・
哲
学
に
つ
い
て
の
翻
訳
を
掲
載
し
た
。
こ
の
雑
誌
は
、
二
年
後
の
明
治
十
七
年
（
一
八
七
九
）
廃
刊
と
な

っ
た
。
仏
学
塾
は
し
だ
い
に
民
権
論
の
源
泉
、
一
種
の
政
治
的
ク
ラ
ブ
的
性
格
を
お
び
て
い
っ
た
（
幸
徳
秋
水
「
兆
民
先
生
」）。

短
命
に
お
わ
っ
た
こ
の
雑
誌
に
、
兆
民
は
ル
ソ
ー
の
「
社
会
契
約
論
」
の
漢
訳
「
民コ

ン
ト
ラ
ソ
シ
ア
ル

約
訳
解
」
を
、
第
二
号
（
明
治
15
・
2
）
か
ら
連
載
し
た
。
こ
れ
は
ル
ソ
ー
の
著
述

の
真
正
の
翻
訳
（
正
訳
）
と
い
う
よ
り
、
意
訳
に
ち
か
い
も
の
で
あ
っ
た
。
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兆民の漢訳「民約訳解」

「
民
約
訳
解
」
は
、
鈔
訳
で
あ
り
、
原
著
の
前
半
部
分

─
第
二
編
第
六
章
（D

u C
ontrat Social, ou Principes du D

roit P
olitique. Livre second, C

hapitre V
I

）

ま
で
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

訳
者
緒
言
（
は
し
が
き
）
に
よ
る
と
、
ル
ソ
ー
の
こ
の
本
は
、
当
時
の
政
治
を
全
力
を
あ
げ
て
攻
撃
し
、
人
民
に
権
利
（
こ
こ
で
は
人
民
の
自
由
権
の
う
ち
、
と
く
に
参

政
権
の
意
）
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
う
。
ル
ソ
ー
の
民
約
論
は
発
想
が
き
わ
め
て
深
遠
、
表
現
も
ひ
じ
ょ
う
に
遠
ま
わ
し
で
あ
る
の
で
、
理
解
に
苦
し
む

と
い
う
。
わ
た
し
（
訳
者
）
は
蚤そ

う

歳さ
い

（
若
い
と
き
）
か
ら
こ
の
本
を
読
む
こ
と
を
好
み
、
長
い
期
間
を
経
て
、
よ
う
や
く
何
か
得
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
っ
た
、
と
い
う
。

つ
ぎ
に
兆
民
訳
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、「
第
四
章

　
奴
隷
」
を
た
た
き
台
と
し
て
、
具
体
的
に
原
文
と
つ
き
合
わ
せ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
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右
の
よ
み
く
だ
し
文

（
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
）

ふ
せ
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（
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
）

ふ
せ

注
・『
中
江
兆
民
全
集

　
1
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
58
・
12
）
よ
り
。

現
代
語
訳

　
　
第
四
章

　
奴
隷

ひ
と
は
み
な
平
等
で
、
貴
賤
の
区
別
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
力
が
権
力
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
と
す
れ
ば
、
道
理
に
合
し
た
権
威
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
者

は
、
相
互
に
約
束
を
す
る
こ
と
以
外
に
何
の
方
法
も
な
い
。

グ
ロ
チ

（
テ
ィ
）ウ

ス
は
、
ま
た
、「
ひ
と
が
も
し
自
分
か
ら
そ
の
権
利
を
棄
て
、
他
人
の
命
令
に
従
い
た
い
と
願
う
な
ら
、
誰
が
こ
れ
を
ふ
せ
ぐ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
て

み
れ
ば
、
一
国
の
人
民
が
み
ず
か
ら
権
利
を
棄
て
、
君き

み

を
い
た
だ
い
て
そ
の
命
令
に
従
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
い
け
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
言
う
。

こ
の
言
葉
は
、
意
味
が
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
ま
ず
、
棄
て
る
と
い
う
文
字
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
。
い
っ
た
い
、
い
わ
ゆ
る
棄
て
る
と
い
う
の
は
、
あ
た
え
る
こ

と
で
あ
る
の
か
、
ま
た
は
売
る
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
考
え
て
み
る
と
、
ひ
と
の
奴
隷
と
な
る
者
は
自
分
を
あ
た
え
る
の
で
は
な
く
、
自
分
を
売
る
の
で
あ
る
。

衣
食
が
足
り
な
い
こ
と
に
苦
し
ん
で
、
他
人
に
向
か
っ
て
自
分
を
売
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
人
民
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
人
民
が
自
分
を
売
っ
て
臣
下
と
な
る
の
か
、
わ

た
し
は
理
解
で
き
な
い
。
い
っ
た
い
、
君
主
な
る
も
の
は
臣
に
養
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
臣
を
養
う
も
の
で
は
な
い
。
ラ
ブ
レ
ー
（
フ
ラ
ン
ス
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
代
表
的

人
文
主
義
者
）
が
こ
う
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。「
君
主
の
生
活
の
仕
方
は
、
き
わ
め
て
費
用
の
か
か
る
も
の
で
あ
る
」。
あ
あ
、
臣
下
た
る
者
は
、
す
で
に
一
身
を
さ
さ
げ
て

君
主
に
奉
仕
し
な
が
ら
、
な
お
ま
た
そ
の
財
産
の
す
べ
て
を
提
供
す
る
！
そ
う
な
る
と
、
何
が
残
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

注
・『
日
本
の
名
著

　
36

　
中
江
兆
民
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和
45
・
1
）
よ
り
。
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漢
訳
、
そ
の
よ
み
く
だ
し
文
、
現
代
語
訳
を
原
文
（
フ
ラ
ン
ス
文
）
と
つ
き
合
せ
て
み
る
と
、
兆
民
訳
は
逐
語
訳
で
は
な
く
、
全
体
の
意
味
を
く
み
取
っ
て
訳
し
た
、
い

わ
ゆ
る
意
訳

0

0

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
文
頭
の
「
人
咸
相
等
、
無
レ
有
二
貴
賤
一
、」（
人
み
な
相
い
等
し
、
貴
賤
あ
る
こ
と
無
し
）
一
つ
と
っ
て
も
、
こ
れ
に
相
当
す
る
文
章

は
原
文
の
ど
こ
に
も
な
く
、
こ
の
一
文
は
私
意
的
に
添
え
た
も
の
で
あ
る
。
兆
民
はdroit

（
権
利
）
を
「
威い

権け
ん

」
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
の
漢
語
の
い
み
は
威
光
と
権
力

で
あ
る
。
か
れ
は liberté

（
自
由
）
を
「
権け

ん

」（
他
か
ら
犯
さ
れ
な
い
力
）
と
訳
し
て
い
る
。

兆
民
が
翻
訳
に
際
し
て
用
い
た
版
本
は
、D

u C
ontrat Social 

の
一
七
七
二
年
版
（
原
著
初
版
［
一
七
六
二
］
の
偽
版
の
再
刊

─
八
折
判
の
単
行
本（

18
））

と
の
こ
と
で
あ

る
。渡

辺
嘉
重
纂
訳
『

欧
米

大
家
　
教
育
格
言
并
列
伝
』（
東
京
金
松
堂
、
常
陽
柳
旦
堂
、
明
治
20
・
1
）
は
、
古
今
の
欧
米
の
大
家
が
教
育
に
関
し
て
発
言
し
た
金
言
と
か
れ
ら
の

略
伝
を
し
る
し
た
も
の
で
あ
る
。
収
録
さ
れ
て
い
る
人
物
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ロ
ッ
ク
、
ベ
イ
コ
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ペ
ル
タ
ロ
ッ
チ
、
ル
ソ
ー
、
カ
ン
ト
、
ミ
ル
、

ゲ
ー
テ
な
ど
二
十
六
名
で
あ
る
。
第
十
篇
は
ル
ソ
ー
の
項
目
で
あ
り
、
ま
ず
「
ル
ー
ソ
ー
氏
ノ
略
伝
」（
九
五
〜
一
〇
一
頁
）
が
く
る
。

ジ
ャ
ン
、
ジ
ャ
ッ
ク
、
ル
ー
ソ
ー
氏
ハ

　
瑞
西
国
ノ
人
ナ
リ

　
紀
元
千
七
百
十
二
年
ヲ
以も

っ

テ
　
ゼ
子
ー
ブ
府
ニ
生
ハ

　
父
ハ
時
計
ヲ
製せ

い

ス
ル
ヲ
業

ぎ
ょ
う

ト
シ

　
家い

え

甚は
な
はタ

貧ま
ず

シ
　
氏し

幼ヨ
ウ

ニ

シ
テ
師し

ニ
就つ

キ
テ
教

お
し
え

ヲ
受う

ク
ル
ノ
資

も
と
で

ナ
ク

　
唯た

だ

好こ
の

ン
テ
稗は

い

史し

小
説
ノ
類る

い

ヲ
読よ

ム
（
後
略
）

ル
ソ
ー
の
格
言
は
十
一
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
引
く
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

○
　
凡お

よ

ソ
学
問
上
最も

っ
とモ

緊き
ん
よ
う要

ト
ス
可べ

キ
者も

の

ハ
　
事じ

物ぶ
つ

ヲ
見み

ル
ニ
在あ

リ

○
　
宗
教
ハ
政
治
ノ
機
械
ナ
リ

○
　
感
得
ノ
力
ハ

　
童ど

う

蒙も
う

（
こ
ど
も
）
ニ
於お

い

テ
尤

も
っ
と
も

著
い
ち
じ
るシ
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『
国
民
之
友
』（
第
一
号
、
明
治
20
・
2
）
の
「
雑
録
」
は
、
中
江
兆
民
の
『
革
命
前
法
朗
西
二
世
紀
事

　
全
』
を
書
評
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
な
か
に
ル
ソ
ー
の
名
が
出

て
く
る
。雖し

か
り
と
い
へ
ど
も

然
若も

し
吾ご

人じ
ん

を
し
て
少す

こ

し
く
望の

ぞ

む
所

と
こ
ろ

を
陳の

へ
し
め
は

　
独ひ

と

り
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ウ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
ル
ー
ソ
ー
等
ノ
処し

ょ

士し

（
在
野
の
人
物
）
横お

う

議ぎ

（
勝
手
に
議
論
や
批
評

を
す
る
）
を
記し

る

す
る
に
止

と
ど
ま

ら
す
、
…
…

『
国
民
之
友
』（
第
四
号
、
明
治
20
・
5
）
の
「
特
別
寄き

書し
ょ

」（「
第
十
九
世
紀
の
文
明
を
諭さ

と

す
（
明
ら
か
に
す
る
）」）
の
な
か
に
、
ル
ソ
ー
の
名
が
二
度
ほ
ど
出
て
く
る
。

ル
ー
ソ
ー
は
汽
車
に
搭と

う

し
て
諸
国
を
周
遊
せ
し
者
に
あ
ら
ず
…
…
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
ル
ー
ソ
ー
、
ヂ
デ
ロ
ー
、
コ
ン
ド
ル
セ
ー
の
諸
名
士
出
る
こ
と
を
微か

つ
せ
ず

『
米
国

　
ウ
イ
ル
ソ
ン
氏

　
著

日
本

　
富
塚
玖
馬

　
　
　
訳
　
仏
国
革
命
史
論
』（
発
行
者

　
福
田
栄
造
、
明
治
21
・
3
）
は
、
君
主
専
制
を
脱
し
て
、
共
和
政
治
の
騒
乱
を
つ
く
り
だ
し
た
、
十
八
世
紀
の
一

大
事
件

─
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
論
じ
た
書
物
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
に
民
約
論
の
著
者
ル
ソ
ー
の
こ
と
が
出
て
く
る
。

「
る
ー
そ
ー
」
氏
ハ

　
民
約
論
ヲ
著

あ
ら
わ

シ
　
人
ヲ
シ
テ
人
生
天
然
ノ
權
利
及
ビ
人じ

ん

爵し
ゃ
く（

人
か
ら
与
え
ら
れ
る
栄
誉
）
ノ
何
物
タ
ル
ヲ
請
求
セ
シ
ム
（
研
究
さ
せ
る
）

『
国
民
之
友
』（
第
二
二
号
、
明
治
21
・
5
）
の
「
イ
ン
ス
ピ
ー
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
な
か
に
、
ル
ソ
ー
の
名
が
二
度
ほ
ど
登
場
す
る
。
記
者
に
よ
る
と
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ン
（
天
来
の
妙
想
）
と
は
、
人
の
思
想
や
感
情
が
絶
頂
に
達
し
た
と
き
の
こ
と
で
、
こ
の
と
き
人
や
世
間
を
お
ど
ろ
か
す
と
い
う
。
人
が
方
々
を
旅
行
す
る
の
は
、
妙
想

を
得
る
た
め
で
あ
る
。

　
ル
ー
ソ
ー
嘗か

つ
て
其そ

の

懺ざ
ん

悔げ

書
に
記し

る

し
て
曰い

わ

く

実じ
つ

に
行こ

う

旅り
ょ
う（

旅
行
）
は
我わ

れ
を
し
て
、
我
が
思
想
を
鼓こ

舞ぶ

発は
っ

揮き

せ
し
め
た
り
、
…
…
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而し
こ
うし

て
英
国
現げ

ん

今こ
ん

文
学
の
大
家
ジ
ョ
ン
、
モ
ル
レ
ー
氏
（
一
八
三
八
〜
一
九
二
三
、
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
党
政
治
家
、
伝
記
作
家

─
引
用
者
）
の
如
き
は
、
ル
ー
ソ
ー
が
従
来
欧

州
の
億
万
の
人
心
に
放
火
し
た
る

　
一
点
の
火
種
は
総す

べ
て
此こ

の
行あ

ん

脚ぎ
ゃ

中
の
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
よ
り
得
た
る
者
な
り
と
云
へ
り

『
国
民
之
友
』（
第
二
三
号
、
明
治
21
・
6
）
の
「
特
別
寄
書
」
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
（
一
七
四
六
〜
一
八
二
七
、
ス
イ
ス
の
教
育
改
革
者
）
の
志
操
行
状
を
論
じ
た
文
章

が
あ
り
、
こ
の
な
か
に
ル
ソ
ー
の
名
が
出
て
く
る
。

彼か

れ
ル
ー
ソ
ー
の
エ（

エ
ミ
ー
ル
）

マ
イ
ル
に
於お

い

て
　
大

お
お
い

に
得
る
と
こ
ろ
有
り

　
而

し
こ
う

し
て
ル
ー
ソ
ー
の
議
論
は

　
之こ

れ

を
ロ
ッ
ク
の
哲
学
に
得
た
る
も
の
な
り

　
ロ
ッ
ク
（
一
六
三
二
〜
一
七
〇
四
、

イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者

─
引
用
者
）
の
学
識

　
已す

で

に
一
世
を
睥へ

い

睨げ
い

し
（
横
目
で
に
ら
む
）　
二
百
年
来ら

い

諸
家
の
宗そ

う

師し

（
師
匠
）
と
す
る
所
ろ
な
り

　
其そ

の

教
育
論
は

　
則

す
な
わ

ち
ル
ー
ソ
ー

教
育
論
中
の
少
年
エ
マ
イ
ル
を
生

し
ょ
う

し
　
エ
マ
イ
ル
の
住
家
と
な
り

　
エ
マ
イ
ル
の
遊ゆ

う

戯ぎ

場じ
ょ
うと

な
り

　
エ
マ
イ
ル
が
自
由
の
空
気
を
呼
吸
し
て

　
天
然
の
才
能
を
発
表
し
た
る
乾け

ん

坤こ
ん

（
天
地
）
と
な
れ
り

『
政
論
』（
創
刊
号
、
明
治
21
・
6
）
の
「
雑
報
」（「
頼
も
し
き
哉か

な

仏
国
の
政
治
」）
の
な
か
に
、
ル
ソ
ー
の
教
育
論
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
同
人
の
名
が
何
度
も
出
て
く

る
。
ル
ソ
ー
の
教
育
論
の
要
諦
は
、
や
さ
し
い
教
授
法
を
採
り
、
人
び
と
を
し
て
天
性
を
ま
っ
と
う
し
、
そ
の
自
然
の
才
能
を
発
揮
さ
せ
る
に
あ
っ
た
。

「
ル
ー
ソ
ー
」
の
議
論

　
今こ

ん

日に
ち

よ
り
之こ

れ

を
見
れ
ば

　
議
す
べ
き
欠
典マ

マ

も
有
る
べ
し
と
（
中
略
）

「
ル
ー
ソ
ー
」
が
「
エ
ミ
ー
ル
」
に
於お

い

て
　
少
年
に
告
げ
「
往ゆ

け
よ
潮
流
に
反
対
し
て

　
往ゆ

け
よ
而

し
こ
う

し
て
恰

あ
た
か

も
正
路
に
達
す
る
を
得
ん
」
と
言
ひ
し
は

　
過
激
な
る
に
似
た
れ
と

も
　
事
情
に
適
中
し
た
る
苦
言
と
謂い

ふ
べ
し

　「
ル
ー
ソ
ー
」
の
意
に
以お

も
え為

ら
く

　
凡お

よ

そ
教
育
に
は
先
つ
児
童
の
性
質
如い

何か
ん

を
考
察
せ
さ
る
可べ

か

ら
ず

『
女
学
雑
誌
』（
第
一
四
〇
号
、
明
治
21
・
12
）
の
「
社
説
」

─
「
将
来
の
日
本
人
民

─
家
庭
の
母
」
の
な
か
に
、
ル
ソ
ー
が
出
て
く
る
。
記
者
に
よ
る
と
、
人
は
幼

稚
園
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
知
っ
た
ら
、
つ
ぎ
に
家
庭
教
育
に
つ
い
て
知
る
べ
き
と
い
う
。
家
庭
と
は
小
さ
い
幼
稚
園
だ
と
い
う
。
そ
こ
に
ひ
じ
ょ
う
に
親
切
な
保
母
が

い
る
が
、
こ
れ
を
〝
母
〟
と
い
う
。
幼
稚
園
の
大
切
な
る
こ
と
を
知
る
も
の
は
、
家
庭
教
育
の
大
切
な
る
こ
と
を
知
る
べ
し
、
と
。

ロ
ウ
ソ
ウ
曰い

わ

く
　「
子
供
を
し
て
有あ

り

の
ま
ま
に
生
長
せ
し
む
れ
ば

　
彼
等
は
其そ

の

母は
は

を
以も

っ

て
自
身
を
創つ

造く

り
た
る
の
神
な
り
と
思
ふ
べ
し
」
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『
女
学
雑
誌
』（
第
一
六
七
号
、
明
治
22
・
6
）
の
「
社
説
」

─
「
英
雄
豪
傑
」
の
な
か
に
、
ル
ソ
ー
の
名
が
み
ら
れ
る
。
記
者
に
よ
る
と
、
英
雄
豪
傑
の
か
た
ち
は
い

ろ
い
ろ
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
知
恵
と
人
徳
を
も
っ
て
時
流
に
逆
う
者
の
こ
と
を
い
う
、
と
の
べ
て
い
る
。

故ゆ
え

に
彼か

の
カ
ー
ラ
イ
ル
が
云い

へ
り
し
如ご

と

く
、
或

あ
る
い

は
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
予
言
と
な
り
、
ダ
ン
テ
、
シ
エ
ク
ス
ピ
ア
の
詩し

と
な
り
、
ル
ー
テ
ル
、
ノ
ッ
ク
ス
の
改
革
と
な
り
、
ジ
ョ
ン
ソ

ン
、
ロ（

ル
ソ
ー
）

ウ
ソ
ウ
、
バ
ー
ン
ズ
の
文
字
と
な
り
、
ク
ロ
ム
エ
ル
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
王
と
な
り
て
現あ

ら

は
る
ゝ
と
あ
ら
ん

人
が
欲
す
る
も
の
は
、
恋
と
名
（
名
声
）
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
ら
が
手
に
入
る
と
得
意
と
な
り
、
そ
れ
ら
を
失
な
う
と
失
意
の
人
と
な
る
。
世
間
の
人
の
ほ
と
ん
ど
は

失
意
の
ひ
と
で
あ
る
。
人
は
失
意
の
苦
し
み
か
ら
ぬ
け
出
る
に
は
、
悟さ

と

り
を
ひ
ら
く
し
か
な
い
。

『
国
民
之
友
』（
第
五
五
号
、
明
治
22
・
7
）
の
「
得
意
と
失
意
」
に
、
解
脱
者
ル
ソ
ー
が
出
て
く
る
。

　
ル
ー
ソ
ー
は
悟
れ
り
、
バ
イ
ロ
ン
は
悟
れ
り
、
平
賀
源
内
は
悟
れ
り
、
彼
等
は
名
を
棄す

て
た
り
、
彼
等
は
恋
を
棄
て
た
り
、
彼
等
は
自
ら
礼
節
の
外
に
立
て
り
、
彼
等
は
酒
を
被お

ほ

む
れ
り
、
世
を
侮

あ
な
ど

れ
り
、
絶
叫
せ
り
、

万
国
歴
史
全
書
の
第
七
編
に
あ
た
る
坪
谷
善
四
郎
著
『
仏
蘭
西
史

　
全
』（
博
文
館
蔵
版
、
明
治
22
・
8
）
は
、「
テ
ー
ロ
ル
氏
ノ
仏
蘭
西
史
、
グ
ー
ド
リ
ツ
チ
氏
ノ
仏
蘭

西
史
ニ
拠
リ
」、
か
た
わ
ら
諸
書
を
参
考
に
し
て
著
わ
し
た
フ
ラ
ン
ス
史
で
あ
り
、
上
古
代
か
ら
第
三
共
和
政
治
ま
で
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
中
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
な
ら

ん
で
何
度
か
ル
ソ
ー
の
名
が
出
て
く
る
。
民
権
家
と
し
て
の
ル
ソ
ー
、
か
れ
の
論
法
の
特
徴
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
発
動
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
。　

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
ノ
万
法
精
理
ノ
二
書
ハ
、
大

お
お
い

ニ
君
主
専
制
ノ
非ひ

ヲ
諭
シ
テ
、
民
権
自
由
ノ
説
ヲ
発
揮
シ
、
而

し
こ
う

シ
テ
有
名
ナ
ル
民
権
家
ル
ー
ソ
ー
、
ノ
民
約
論
ノ
著
一ひ

と

ト
タ
ビ
出

テ
ゝ
、
士し

大た
い

夫ふ

（
紳
士
）
庶
民
ニ
至
ル
マ
デ
、
其そ

の

説せ
つ

ノ
奇き

ナ
ル
ヲ
愛
シ
…
…
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ル
ー
ソ
ー
ノ
論
述
ス
ル
所
ハ
、
斬ざ

ん

新し
ん

奇き

抜ば
つ

ニ
し
て

、
而

し
こ
う
し
て

能よ

ク
読
者
ヲ

し
て

感
奮
興こ

う

起き

セ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
、
此こ

の

人ひ
と

書し
ょ

ヲ
著あ

ら

ス
ヤ
、
始

は
じ
め

ヨ
リ
確か

く

然ぜ
ん

貫
徹
ス
ル
所
ノ
意
見
ア
ル
ニ
ア
ラ
ズ
、

唯た

ダ
物
ニ
触ふ

レ
、
事こ

と

ニ
感か

ん

シ
、
随

し
た
が
っテ

思
想
ヲ
生
ジ
、
随
テ
之
ヲ
写

う
つ
す

ス
ガ
如
シ

是こ
こ

ニ
於お

い

テ
積
年
ノ
憂う

っ

憤ぷ
ん

堪た

へ
難が

た

ク
、
加く

わ

フ
ル
ニ
ル
ー
ソ
ー
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
等
ノ
、
自
由
民
権
ノ
説
流
行
シ
、
米
国
ノ
建
国
ハ
人
民
ニ
独
立
ノ
元げ

ん

気き

ヲ
惹

じ
ゃ
っ

起き

セ
シ
メ
、
其そ

の

情
一

時
ニ
破
裂
シ
テ
、
竟つ

い

ニ
一
千
七
百
八
十
九
年
以
來
ノ
大
革
命
ヲ
惹
起
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ナ
リ
（
三
二
三
〜
三
三
三
頁
）

谷
本
富と

め
り（

一
八
六
七
〜
一
九
四
六
、
明
治
・
大
正
期
の
教
育
学
者
）
に
よ
る
と
、
教
育
に
は
個
人
教
育
と
国
家
教
育
（
治
国
平
天
下
を
旨
と
す
る
教
育
）
が
あ
る
と
い
う
。

『
学
林
』（
第
一
〇
号
、
明
治
23
・
7
）
は
、
論
説
「
国
家
教
育
と
は
何
ぞ
や
」
を
掲
載
し
た
。
こ
の
中
に
ル
ソ
ー
が
出
て
く
る
。

　
ル
ー
ソ
ー
、
及お

よ

び
其
シ
ヤ
ン
、
ピ
ー
ヤ
も
亦ま

た

　
国
家
教
育
に
付つ

い

て
論
せ
り
。
特と

く

に
ル
ー
ソ
ー
が
「
エ
ミ
ル
」
を
出
版
し
た
る
翌
年
に
、
ラ
シ
ヤ
ロ
ト
ア
ー
の
公

お
お
や
けに

せ
る
国
民
教
育

論
の
如ご

と

き
は
、
大

お
お
い

に
仏
国
教
育
の
上
に
影
響
す
る
所
あ
り
と
す
。
実じ

つ

に
仏
国
革
命
の
主
唱
者
等
は
、
貴
族
の
専せ

ん

恣し

な
る
（
き
ま
ま
な
）
教
育
を
廃
し
て
、
教
育
を
国
家
の
掌

つ
か
さ
どる

所
と

な
し
、
上
下
一
般
普
通
に
、
教
育
の
恩
惠
に
浴よ

く

す
へ
き
も
の
な
り
と
信し

ん

し
た
り
し
な
り
。

『
文
学

評
論
　
志
か
ら
み
草
紙
』（
明
治
23
・
10
）
に
載
っ
た
「
文
海
の
藻も

屑く
ず

」
は
、
文
学
者
の
表
現
方
法
の
あ
や
ま
り
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
中
に
ル
ソ
ー
が
出

て
く
る
。か

く
い
ひ
て
ル
ウ
ソ
オ
、
ラ
シ
イ
ヌ
、
ユ
ウ
ゴ
オ
な
ど
に

　
語
法
の
過

あ
や
ま
りあ

り
し
を
引
き
て
、
大
家
は
語
法
に
拘

か
か
わ

ら
ず
と
い
へ
り
。

（
中
略
）
而し

か

れ
ど
も
古
今
の
語
法
を
併

な
ら
べ

棄す
て

て
む
と
は
せ
ず
、
ル
ウ
ソ
オ
等
の
如
き
大
家
に
語
法
の
過

あ
や
ま
りあ

り
し
も
過
は
過
な
り

0

0

0

0

0

。

『
い
ら
つ
め
』（
第
七
九
号
、
明
治
24
・
2
）
の
「
玉

ぎ
ょ
く

屑せ
つ

一い
っ

函か
ん

」（
す
ぐ
れ
た
詩
文
を
収
め
た
箱
）
の
中
に
、
小
説
家
と
し
て
の
ル
ソ
ー
が
登
場
す
る
。

恩お
ん

が
へ
し
は
是ぜ

非ひ

為な

す
べ
き
こ
と
、
之こ

れ

を
望の

ぞ

む
こ
と
は
不
道
理
（
小せ

う

説せ
つ

家か

る
ウ
そ
オ
）。
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『
亜
細
亞
』（
第
三
二
号
、
明
治
25
・
2
）
の
「
鋼こ

う

」（
お
お
も
と
）
に
、「
我
国
の
仏フ

ラ
ン
ス

蘭
西
学
」
と
題
す
る
論
説
が
あ
り
、
こ
の
な
か
に
ル
ソ
ー
の
名
が
み
ら
れ
る
。

書
籍
不ふ

充
じ
ゅ
う

分ぶ
ん

　
遠
洋
万ば

ん

里り

の
我
国
に
あ
る
も
の
訳
書
を
以も

っ

て
研
究
す
る
の
苦
心
思
ひ
半な

か

ば
に
過
ぐ
る
も
の
あ
り
、
英
学
を
修
む
も
の
〻
談だ

ん

を
聞
く

　
シ
エ
ク
ス
ピ
ヤ
ー
、
ミ
ル

ト
ン
の
人
と
為な

り
説
き
て
モ
ン
デ
ス
キ
ユ
ー
、
コ
ル
ネ
ー
ユ
の
性
行
を
審

つ
ま
び
らか

に
せ
ず

　
独
逸
学
を
修
む
る
も
の
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
詳

つ
ま
び
ら
かに

し
て

　
オ
ル
ト
ラ
ン
、
ル
ー
ソ
ー
の

卓た
く

論ろ
ん

（
す
ぐ
れ
た
議
論
）
を
知
ら
ず
、

北
村
透と

う

谷こ
く

（
一
八
六
八
〜
一
八
九
四
、
明
治
期
の
評
論
家
、
詩
人
）
は
、『
評
論
』（
第
一
三
号
、
明
治
26
・
9
）
に
「
兆
民
居
士
安い

づ

く
に
か
あ
る
」
を
発
表
し
、
明
治
二

十
六
年
（
一
八
九
三
）
秋
以
降
、
実
業
家
に
転
身
し
た
か
つ
て
の
フ
ラ
ン
ス
派
の
自
由
主
義
、
民
主
主
義
思
想
の
鼓こ

吹す
い

者
中
江
兆
民
を
惜
し
ん
だ
。

多
く
の
仏
学
者
中
に
於お

い

て
ル
ー
ソ
ー
、
ボ
ル
テ
ー
ル
の
深
刻
な
る
思
想
を
咀そ

嚼し
ゃ
くし

、
之
を
我
が
邦
人
に
伝
へ
た
る
も
の
兆
民
居
士
を
以
て
最
も
と
す
。「
民
約
篇
」
の
飜
譯
は
彼

の
手
に
因よ

り
て
完
成
せ
ら
れ
、
而

し
こ
う

し
て
仏
国
の
狂
暴
に
し
て

　
鬱う

つ

怏お
う

た
る
（
心
が
ふ
さ
ぐ
）
精
神
も
亦ま

た
、
彼
に
因
り
て
明
治
の
思
想
の
巨き

ょ

籠か
ご

中
に
投
げ
ら
れ
た
り
。
彼
は
思
想
界

の
一
漁
師
と
し
て
漁
獲
多
か
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
社
會
は
彼
を
以
て
一
部
の
思
想
の
代
表
者
と
指し

目も
く

せ
し
に
（
指
さ
し
て
見
る
）、
何
事
ぞ
、
北
海
に
遊
商
し
て
、
遠
く
世せ

外が
い

（
別

世
界
）
に
超
脱
す
る
と
は
。

渋
江
保
の
『
哲
学
大
意

　
全
』（
博
文
館
、
明
治
27
・
2
）
は
、
初
学
者
の
た
め
に
、
ス
ペ
ン
サ
ー
や
バ
ッ
ク
ス
そ
の
他
の
諸
書
を
参
考
に
し
て
著
し
た
西
洋
哲
学
の
大

要
を
し
る
し
た
も
の
だ
が
、
附
録
に
近
代
哲
学
の
諸
派
の
系
譜
が
あ
り
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ボ
ル
テ
ー
ル
と
な
ら
ん
で
ル
ソ
ー
の
名
が
み
ら
れ
る
（
一
七
六
頁
）。

仏
国
ノ
ロ
ッ
ク
派

　
　
ル
ー
ソ
ー

　
　
　
　
　
　
実
験
派
ニ
属
ス
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わ
が
国
最
初
の
ル
ソ
ー
の
小
伝
は
、『
評
論
新
聞
』（
第
九
〇
号
、
明
治
9
・
5
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
簡
単
で
要
を
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
明
治
二
十
年

代
後
半
に
な
る
ま
で
、
ま
と
も
な
ル
ソ
ー
伝
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
。
が
、『
史
海
』（
第
三
一
号
、
明
治
27
・
2
）
は
、
金
蹉
跎
（
不
詳
）
に
よ
る
「
ジ
ャ
ン
、
ジ
ャ
ッ
ク
、

ル
ソ
ー
」
を
掲
載
し
た
。

こ
れ
は
当
時
と
し
て
は
、
く
わ
し
い
伝
記
（
二
段
組
で
三
四
〜
六
四
頁
）
で
あ
る
。
十
八
世
紀
の
汚
濁
腐
敗
し
た
社
会
に
生
ま
れ
た
ル
ソ
ー
は
、
や
が
て
社
会
を
改
革
す

る
必
要
を
感
じ
、
誤
信
迷
想
や
族
閥
を
破
壊
し
、
四
民
（
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
人
）
を
平
等
に
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
。

ジ
ャ
ン
、
ジ
ャ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
（Jean J

マ

マ

aeques R
ousseau

）
は
千
七
百
十
二
年
（
以
下
皆
千
七
百
の
三
字
を
略
す
）
六
月
廿
八
日
瑞ス

イ
ス西

ゼ
子
バ
（
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
）
に
生
る
、

家
元
と
パ
リ
ー
の
書
肆
な
り
し
が
、
二
百
年
前
今
の
市
の
創
設
に
際
し
て
移
り
住
む
、
久
し
か
ら
ず
し
て
新
教
大お

お
いに

此
地
に
拡
ま
り
、
其
家
亦ま

た

之こ
れ

を
信
じ
て
歴
代
変
え
ず
、
父
は
イ

サ
ク
（Isaac

）
と
云
ひ
、
同
胞
十
五
人
あ
り
て
、
其
親
よ
り
は
多
く
遺
産
を
受
け
ず
、
時
計
製
造
を
職
と
す
、
母
は
市
の
宣
教
師
ベ
ル
ナ
ル
（B

ernard

）
の
女
（
む
す
め
）
に
し

て
、
名
を
シ
ュ
ザ
ン
ナ
ー
（Susannah

）
と
云
ふ
、
質
朴
柔
和
に
し
て
怡

よ
ろ
こ
ばし

げ
な
る
女
な
り
し
が
、
ジ
ャ
ッ
ク
生
る
ゝ
時
難
産
の
為
に
死
せ
り
、
ジ
ャ
ッ
ク
自
ら
記
し
て
曰
く
「
母

は
余
が
為
に
命
を
失
へ
り
、
余
が
生
れ
は
不
幸
の
始

は
じ
ま
りな

り
」
と
、
生
れ
し
時
生せ

い

死し

の
程
覚お

ぼ

束つ
か

な
か
り
し
に
、
纔

わ
ず
か
にに

此
世
の
人
と
な
り
、
父
の
妹
に
親
切
に
養
育
せ
ら
れ
し
も
、

え
い

弱じ
ゃ
く

多た

病び
ょ
うに

し
て
精
神
も
確

た
し
か

な
ら
ざ
り
き
、

『
史
海
』（
第
一
三
号
、
明
治
27
・
2
）
に
載
っ
た
「
スマ

マ

テ
ー
ル
夫
人
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
派
の
先
駆
と
な
っ
た
女
流
文
学
者
ス
タ
ー
ル
夫
人
（
一
七
六
六
～
一
八

一
七
）
に
つ
い
て
論
じ
た
文
章
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
ル
ソ
ー
が
出
て
く
る
。
彼
女
が
最
初
に
著
し
た
も
の
が
、
ル
ソ
ー
論
で
あ
っ
た
と
い
う
。

夫
人
が
最
初
に
世
に
公
に
し
た
る
述
作
は

　
ジ
ャ
ン
、
ジ
ャ
ッ
ク
、
ル
ー
ソ
ー
（Jean Jacques R

ousseau

）
の
性
質
及
び
其
著
書
に
対
す
る
評
論
な
り
、
此
の
評
論
一ひ

と
た
ひ

世
に
出
づ
る
や
、
忽

た
ち
ま

ち
巴
里
の
紙
価
を
貴た

か

か
ら
し
め
た
り
、
人ひ

と

己お
の

れ
の
尊
崇
す
る
人
物
を
評
論
す
る
時
は

　
往
々
過か

誉ほ
う

濫ら
ん

賞し
ょ
うに

陥お
ち

る
の
弊へ

い

あ
り
、
而

し
こ
う

し
て
此
弊
は
特
に
年
少
記
者
に

多
く
見
る
所
な
る
が
、
夫
人
の
ル
ー
ソ
ー
に
対
す
る
評
論
も
亦ま

た

此
弊
を
免ま

ぬ

か
れ
ざ
り
き
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バ
ッ
ハ
と
な
ら
ん
で
後
期
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の
巨
匠
ヘ
ン
デ
ル
（
一
六
八
五
～
一
七
五
九
）
の
愛
読
書
の
一
つ
は
、
ル
ソ
ー
の
著
作
で
あ
っ
た
、
と
『
自
由
基
督
教
』（
第

三
巻
第
七
号
、
明
治
27
・
3
）
の
「
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ド
、
フ
ォ
ン
、
ヘ
ン
デ
ル
⑷
」
に
あ
る
。

彼
が
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ヒ
に
在あ

る
際さ

い

　
好
み
で
読
み
し
著
者
を
挙あ

ぐ
れ
ば
、
シ
ェ
ー
キ
ス
ヒ
ア
、
プ
ラ
ト
ン
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ウ
。
ヂ
デ
ロ
、
ル
ソ
ー
等
に
指し

を
屈く

っ

せ
ざ
る
べ
か
ら

ず
。
其そ

の

他た

バ
ウ
ク
ス
レ
ー
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
シ
ャ
フ
テ
ス
ブ
リ
ー
も
亦ま

た

好こ
の

み
た
る
も
の
ゝ
中
に
数か

ぞ

え
ら
る
べ
く
や
あ
ら
ん
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
国
家
は
す
な
わ
ち
、
我わ

れ

な
り
、
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
専
横
主
義
が
そ
の
頂
上
に
達
し
た
の
は
、
十
八
世
紀
の
中
葉
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
圧
制

へ
の
怨え

ん

さ
の
声
が
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
革
命
の
大
雷
雨
に
よ
っ
て
、
い
ち
ど
こ
れ
を
掃は

き
清
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。『
国
民
之
友
』（
第
二
三
八
号
、
明
治
27
・
10
）
の
「
フ

リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
、
シ
ル
レ
ル
」
の
中
に
、
ル
ソ
ー
の
名
が
出
て
く
る
。

自
由
の
呻
声

9

9

9

9

9

（
う
め
き
）
は
既
で
に
諸
方
に
動
き
始
め
た
り

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

　
ル
ー
ソ
ー
其
社
会
契
約
説
を
以
て

　
漸

よ
う
や

く
佛
蘭
西
王
国
の
基
礎
が
転て

ん

覆ぷ
く

し
つ
ゝ
あ
り
。

日
本
人
は
古
今
末
ぞ
う
の
文
明
開
化
に
驚
が
く
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
ル
ネ
サ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
発
見
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
三
た

び
お
ど
ろ
い
た
。
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
十
八
世
紀
は
、
偽
善
・
虚
飾
・
虚
偽
・
不
誠
実
の
時
代

―
仮
面
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
な
か
で
、
悪
し
き
政

治
や
制
度
、
な
ら
わ
し
を
非
難
し
喝か

っ

破ぱ

し
た
（
説
き
破
っ
た
）
の
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
や
ボ
ル
テ
ー
ル
や
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
。

『
太
陽
』（
第
一
二
号
、
明
治
27
・
12
）
の
「
韻
文
に
就
て
」
は
、
島
崎
藤
村
が
執
筆
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
な
か
に
ル
ソ
ー
が
出
て
く
る
。
か
れ
に
よ
る
と
、
ル
ソ
ー
は

革
命
的
思
想
家
の
ほ
か
、
音
楽
家
と
し
て
の
一
面
が
あ
っ
た
と
い
う
。
藤
村
は
ル
ソ
ー
が
母
語
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
フ

ラ
ン
ス
語
は
詩
と
音
楽
に
適
さ
な
い
の
は
、
な
め
ら
か
す
ぎ
る
の
に
原
因
が
あ
る
ら
し
い
。

自
然
に
帰
れ
と
い
ふ
ル
ウ
ソ
オ
は

　
隠
れ
も
な
き
革
命
的
の
思
想
家
に
し
て

　
又
音
楽
家
な
り
き
。
ル
ウ
ソ
オ
の
説
に
依よ

れ
ば
、
仏
蘭
西
の
言
語
は

　
極き

わ

め
て
不
完
全
な
る
も
の

な
り
。
仏
蘭
西
に
は
国
民
の
音
楽
と
称
す
べ
き
も
の
な
く
、
も
し
有
り
と
す
れ
ば

　
極
め
て
悪
し
き
も
の
な
り
と
い
へ
り
。
常
に
真
理
の
機
関
た
る
こ
と
を
誇
れ
る
仏
語
な
れ
ど
も
、
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残
念
な
が
ら
詩
と
音
楽
と
に
適
せ
ず
と
い
へ
り
。

彼
は
国
民
の
音
楽
の
基
礎
を
言
語
の
上
に
置
き
、
音
楽
に
要
す
る
言
語
の
四
要
素
を
挙あ

げ
て
、
仏
語
は
平へ

い

滑か
つ

に
過
ぎ

　
流

り
ゅ
う

暢ち
ょ
うに

過
ぎ
て

　
遠
く
以イ

タ
リ
ア

太
利
語
に
及
ぼ
ず
と
な
し
、
音

節
の
美
妙
な
る
「
ア
ク
セ
ン
ト
」
の
明
瞭
な
る
母
音
の
力
あ
る
旋
律
に
適
し
た
る
は

　
以
太
利
語
の
特
色
な
り
と
い
へ
り
。
よ
し
や
ル
ウ
ソ
オ
を
以
て

　
器
楽
と
歌
楽
と
を
混
ぜ
り

と
の
非
難
を
免
か
れ
ず
と
な
す
も
、
猶な

お

其そ
の

自
国
の
言
語
に
対
し
て

　
極
め
て
透
明
な
る
観
察
を
有
せ
し
こ
と
は
疑
ふ
べ
か
ら
ず
。

ル
ウ
ソ
オ
徒

い
た
ず

ら
に
す
ね
た
り
と
罵

な
な
ど

る
は
あ
や
ま
ち
な
り
。
吾ご

人じ
ん

（
わ
れ
わ
れ
）
は
彼
が
天
才
の
明め

い

鏡き
ょ
う（

眼
力
）
に
対
し
て
、
何な

故ぜ

に
仏
国
は
詩
に
敗
れ
た
る
や
の
疑
問
を
解
し
得

た
り
。
仏
語
の
純
粋
な
る
旋
律
に
適
せ
ざ
る
こ
と
は

　
明

あ
き
ら

か
な
る
事
実
な
り
と
い
へ
り
。
仏
語
の
「
ア
ク
セ
ン
ト
」
に
乏
し
く
し
て

　
凡す

べ

て
の
韻
語
に
力
な
き
は
隠
れ
も
な
き
と
な

り
と
い
へ
り
、

『
国
学
院
雑
誌
』（
第
八
号
、
明
治
28
・
6
）
の
「
国
文
学
の
将
来
」（
坪
内
逍
遥
述
）
に
、
ル
ソ
ー
の
こ
と
が
出
て
く
る
。

社
会
の

0

0

0

圧0

制0

、
即
ち
悪
習
俗
の
最
も
甚

は
な
は
だし

か
り
し
仏
国
に
於
て
は
、
此
の
般は

ん

（
こ
の
た
ぐ
い
）
の
論
難
も
竟つ

い

に
其そ

の
極
頂
に
達
せ
り
。
彼
の
『
万
法
精
理
』
に
悪
制
度
を
説
破
し 

　
“Persian Letters

” 

に
悪
習
慣
を
罵ば

倒と
う

せ
し
モ
ン
テ
ス
キ
ウ
嘲

ち
ょ
う

難な
ん

家か

（
あ
ぜ
け
り
非
難
す
る
人
）
の
大
王
と
称

し
ょ
う

せ
ら
れ
て

　
後
の
大
破
裂
の
緒ち

ょ

を
発お

こ

せ
し
ヺ
ル
テ
ー
ル
の
徒
は

　
孰い

ず

れ
も
ロ
ッ
ク
を
愛
読
せ
し
論
客
に
し
て

　
明
に
当
社
会
の

0

0

0

0

勁け
い
て
き敵

（
つ
よ
い
敵
）
な
り
き
、
若も

し
く
は
『
民
約
説
』
に
一
世
を
震し

ん

蕩と
う

し
（
ゆ
り
動
か
す
）、『
新
エ
レ
ナ
』
に
鋭
く

醜
俗
を
諷ふ

う

刺し

せ
し
ル
ー
ソ
ー
、System

 de la N
ature 

を
著あ

ら

は
し
（
後
略
）

悪
制
度
は
悉

こ
と
ご
とく

破
壊
す
べ
し
、
所し

ょ

詮せ
ん

（
つ
ま
る
と
こ
ろ
）
大
改
革
は

　
必
要
な
り
と
い
ふ
結
論
生
じ
た
り
。
彼か

の
革
命
の
煽せ

ん

動ど
う

者し
ゃ

と
し
て
知
ら
れ
た
る
ヺ
ル
テ
ー
ル
及
び
ル
ー
ソ

ー
の
二
人
が
、
バ
ス
チ
ル
破
壊
前
に
み
ま
か
り
な
が
ら
、
共
に
大
革
命
の
方
に
旦た

ん

夕せ
き

に
（
ふ
だ
ん
）
逼せ

ま

れ
る
を
予
言
し
て
逝ゆ

り
し
を
も
て
も
、
此
の
潮
流
の
転て

ん

々て
ん

急き
ゅ
うな

り
し
を
断
定

す
る
に
足
る
な
り
。

『
帝
国
文
学
』（
明
治
28
・
8
）
の
「
論
説
」
に
、
高
山
樗ち

ょ

牛ぎ
ゅ
う（

一
八
七
一
～
一
九
〇
二
、
明
治
期
の
評
論
家
）
の
「
人
世
の
価
値
及

お
よ
び

厭え
ん

世せ
い

主
義
（
承

し
ょ
う

前ぜ
ん

）」
が
あ
り
、
こ

の
な
か
に
、
ル
ソ
ー
の
名
が
た
び
た
び
出
て
く
る
。
厭
世
主
義
と
は
、
い
ま
の
人
生
や
世
界
に
失
望
し
、
こ
れ
を
い
や
が
る
態
度
を
い
う
。
樗
牛
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て

い
る
。

ル
ソ
ー
の
説
に
よ
る
と
、
歴
史
は
む
か
し
に
さ
か
の
ぼ
る
に
つ
れ
て
、
人
間
の
徳
義
（
道
徳
上
の
義
務
）
と
純
潔
（
け
が
れ
が
な
い
こ
と
）
を
見
る
。
ま
た
有
為
の
人
物
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は
世
に
う
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
す
く
な
く
、
ど
う
で
も
よ
い
人
間
が
社
会
に
の
さ
ば
っ
て
い
る
。
学
問
に
し
て
も
、
人
品
や
道
徳
を
高
め
る
真
の
学
問
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、

遊ゆ
う

惰だ

（
あ
そ
び
お
こ
た
る
）
の
資も

と

に
し
か
な
ら
ぬ
、
末ま

つ

技ぎ

（
未
熟
な
技
術
）
し
か
栄
え
な
い
。
人
間
が
作
り
あ
げ
た
文
化
は
、
社
会
を
堕
落
さ
せ
、
人
性
（
人
の
本
来
の
性

質
）
を
く
さ
ら
せ
る
。

道
徳
の
上う

え

よ
り
論
じ
た
る
歴
史
的
厭
世
主
義
は

　
主
と
し
て
ル
ー
ソ
ー
の
唱と

な

へ
し
所

と
こ
ろ

に
し
て

　
前
世
紀
の
後
半
期
に
は

　
盛

さ
か
ん

に
欧
州
大
陸
に
行
は
れ

　
仏
蘭
西
革
命
の
一
原
因
を

も
作

つ
く
ら

せ
る
も
の
な
り
（
中
略
）

ル
ー
ソ
ー
が
是
説
は

　
全
く
根こ

ん

拠き
ょ

無
き
に
は
非あ

ら

ず
　
而し

か
も
単
に
事
物
の
半
面
の
み
を
見
た
る
に
過す

き
ず

　
文
化
漸よ

う
やく

進
み

　
社
会
の
組
織
漸
く
複
雑
と
な
る
に
随

し
た
が

ひ
　
単
純
た

る
古
代
に
於お

い

て
見
る
べ
か
ら
ざ
り
し
諸
種
の
悪
徳
の
生
じ
来
り
し
と
は

　
洵

ま
こ
と

に
ル
ー
ソ
ー
が
言げ

ん

に
違た

が

は
ず

『
青
山
評
論
』（
第
六
〇
号
、
明
治
28
・
10
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
マ
ダ
ム
、
デ
ー
、
ス
タ
ー
ル
（
接
前
号
）」
の
な
か
に
、
ル
ソ
ー
が
出
て
く
る
。

之こ
れ

に
反
し
て
人
間
情
体
の
必
要
的
傾
向
は
、
完
全
に
達
せ
ん
と
す
る
に
あ
り
と
せ
ば
、
之
れ
戦
を
基
督
教
に
挑の

ぞ

み
て
、
ル
ー
ソ
ー
に
同
す
る
も
の
な
り
、
当
時
ル
ー
ソ
ー
の
説

　

大お
お
いに

行
は
れ
、
人
心
を
風
靡
し
、
一
世
を
驚

き
ょ
う

動ど
う

し
た
る
時
な
り
け
れ
ば
、
其そ

の

思
想
は
即

す
な
わ

ち
国
民
の
思
想
な
り
き

『
名
家
談
叢
』（
第
二
号
、
明
治
28
・
10
）
に
、
藤ふ

じ

代し
ろ

禎て
い

輔す
け

（
一
八
六
八
～
一
九
二
七
、
明
治
・
大
正
期
の
ド
イ
ツ
文
学
者
）
の
口
述
筆
記
「
ル
ー
ソ
ー
の
話
」（
小
話
）

が
載
っ
て
い
る
。
藤
代
は
、
民
権
主
義
や
社
会
平
等
主
義
を
提
唱
し
た
ル
ソ
ー
の
こ
と
を
、「
日
本
に
も
随
分
聞
え
た
人
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
藤
代
は
こ
の
口
述
の

な
か
で
、
ル
ソ
ー
の
自
伝
の
な
か
か
ら
、
お
も
し
ろ
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ひ
ろ
っ
て
、
語
っ
て
い
る
。

ル
ソ
ー
は
気
に
入
っ
た
も
の
が
あ
る
と
、
他
人
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
そ
の
も
の
を
買
う
金
が
な
く
て
も
、
ど
う
し
て
も
手
に
入
れ
た
く
な
る
と
い
う
。
精
神
病
学

で
い
う
と
こ
ろ
の
“
窃
盗
狂
”
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
精
神
の
ほ
う
が
狂
っ
て
い
る
兆
候
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
も
う
一ひ

と

つ
は

　
余よ

程ほ
ど

世
の
中
に
容い

れ
ら
れ
な
い
人
で
あ
る
の
で
、
何
し
ろ
仏
蘭
西
に
居お

つ
て
、
信
仰
自
由
の
こ
と
を
唱と

な

へ
て
、
宗
教
に
も
反
対
を
す
る
し
、
民
権
自
由
、
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社
会
平
等
の
主
義
を
唱
へ
て
、
政
府
に
も
反
対
を
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
反
対
者
が
非
常
に
多
く
つ
て
、
国
会
で
も
其
の
著
書
を
焼
い
て
志
ま
ふ
な
ど
と
云
ふ
や
う
な
譚

は
な
し

で
、
そ
ん

な
逆
境
に
陥

お
ち
い

つ
た
の
で
、
予か

ね

て
幾い

く

ら
か
精
神
病
の
方
の
傾

か
た
む
きが

あ
る
所
に
、
今い

ま

言
ふ
通
り
世
の
中
の
虐
待
を
受
け
た
の
で
、
大
変
陰
気
に
な
つ
て
、
始
終
心
配
ば
か
り
し
て
居お

つ
た
、

遂つ
い

に
は
誰
で
も
疑
ふ
や
う
に
な
つ
て
来
た
、
矢や

張は
り

精
神
病
の
方
に
追
跡
妄
想
と
云
ふ
の
が
あ
る
の
で
す
。

『
帝
国
文
学
』（
第
二
巻
第
一
号
、
明
治
29
・
1
）
の
「
論
説
」
に
、「
近
世
の
思
潮
を
論
す
」
と
題
す
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
な
か
に
ル
ソ
ー
の
こ
と
が
引
き
あ
い
に
出

さ
れ
て
い
る
。

仏
蘭
西
に
於お

い

て
は

　
全

ま
っ
た

く
反
対
の
結
果
を
起お

こ

せ
り
、
ル
ソ
ー
の
自
然
に
反か

え

れ
と
云い

ふ
声
は

　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
等
の
声
と
合
し
て

　
全

ま
っ
た

く
社
会
的
の
運
動
と
な

れ
り
、

古
来
多
く
の
哲
学
者
の
頭
脳
を
な
や
ま
し
た
も
の
は
、
人
生
の
目
的
で
あ
っ
た
。
人
生
の
目
的
と
は
、
幸
福
を
う
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
定
見
の
よ
う
で
あ
る
。

が
、
何
を
も
っ
て
幸
福
か
と
い
う
疑
問
が
残
っ
て
い
る
。
世
間
の
多
く
は

―
富
有
、
快
楽
、
名
誉
、
威
権
、
権
力
、
学
術
上
の
進
歩
を
も
っ
て
幸
福
と
考
え
る
。

『
婦学

　
裏
錦
』（
第
四
三
号
、
明
治
29
・
5
）
の
論
説
「
人
生
の
目
的
」
の
な
か
に
、
生
活
の
意
義
を
説
い
た
文
章
が
あ
り
、
そ
こ
に
ル
ソ
ー
の
言
説
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

仏
人
ル
ー
ソ
ー
嘗か

っ

て
「
エ
ミ
ー
ル
」（É

m
ile,

…
…
）
と
題
す
る
著
作
中
に
、
生
活
の
真
意
義
を
述
べ
て
い
ふ
。「
生
活
す
と
は
呼こ

吸き
う

す
る
の
謂い

ひ

に
あ
ら
ず
。
生
活
の
真
意
義
は
勤き

ん

労ら
う

な
り
。
換

く
わ
ん

言げ
ん

す
れ
ば
、
生
活
と
は
我
等
の
四
支し

五
官く

わ
んを

運う
ん

用よ
う

し
、
我
等
の
才さ

い

能の
う

を
活

く
わ
つ

用よ
う

し
、
凡す

べ

て
の
機き

く

関わ
ん

を
し
て
其そ

の

用
を
な
さ
し
む
る
に
あ
り
。
最さ

い

良り
や
うの

生
活
を
な
せ
る
人
と
は
、

最
長
命
の
人
を
い
ふ
に
あ
ら
ず
し
て
、
生
命
の
真
意
義
を
最
も
よ
く
か
な
へ
る
生
活
を
な
し
と
げ
た
る
者
を
い
ふ
」
と
。

ま
た
同
誌
（
第
四
五
号
、
明
治
29
・
7
）
の
論
説
「
年
若
の
婦
人
に
告
ぐ
」
は
、
婦
女
子
が
よ
む
べ
き
本
と
し
て
、
高
尚
か
つ
優
美
な
書
物
を
え
ら
ぶ
こ
と
を
勧
め
、
聖

書
を
愛
読
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
、
と
忠
告
し
て
い
る
。
他
の
本
は
よ
ま
な
く
て
よ
い
か
ら
、
聖
書
だ
け
は
つ
ね
に
誦

し
ょ
う

読ど
く

（
音
読
）
せ
よ
、
と
い
う
。
か
の
ル
ソ
ー

も
威
光
が
あ
っ
て
お
ご
そ
か
な
聖
書
を
う
や
ま
っ
た
と
い
う
。
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明治期のルソー受容

又
仏
の
ル
ー
ソ
ー
は
、「
わ
れ
爾

な
ん
じ

に
告
白
す
、
聖
経
の
威ゐ

厳げ
ん

が
わ
れ
を
敬け

い

服ふ
く

せ
し
む
る
を
は
、
正ま

さ

に
福
音
書
の
純
潔
が
そ
の
感
化
を
我わ

が

心
情
に
及
ぼ
す
が
如ご

と

し
。

峰
是
三
郎
訳
『
教
育
指
針
』（
博
文
館
、
明
治
29
・
11
）
に
、
ル
ソ
ー
小
伝
（
二
五
三
～
二
五
五
頁
）
が
掲
げ
て
あ
る
。

○
ル
ウ
ソ
ー

瑞ス
イ
ス西

ノ
哲
学
者
ニ
シ
テ
、
能
弁
家
ト
著
述
家
ト
ヲ
以も

っ

テ
顕け

ん

著ち
ょ

ナ
リ
。
千
七
百
十
二
年
ゼ
ネ
バ
ニ
生
ル
。
母
ハ
賢
女
ノ
誉ほ

ま

レ
高
カ
リ
シ
モ
、
氏
ノ
尚な

お

乳
児
タ
リ
シ
ト
キ
永え

い

訣け
つ

（
死

別
）
シ
、
其そ

の

訓
育
チ
受
ケ
サ
リ
シ
ハ
惜お

し

ム
ヘ
シ
。
父
ハ
時
計
職
工
ナ
リ
シ
ガ
、
軍
人
ト
争
論
シ
、
難な

ん

ヲ
他
ニ
避さ

ク
ル
ニ
際さ

い

シ
、
氏
ヲ
伯
父
ニ
托た

く

シ
タ
リ
。
是こ

こ

ニ
於お

い

テ
、
十
四
五
歳
ノ

頃
ハ
彫
刻
者
ノ
従
弟
ト
ナ
リ
シ
モ
、
使
役
ノ
苛か

酷こ
く

ナ
ル
ニ
耐た

ヘ
難が

た

ク
、
二
年
ノ
後
脱だ

っ

奔ぽ
ん

シ
テ
各か

く

処し
ょ
うニ

流
離
シ
、
或

あ
る
い

ハ
貴
族
ノ
家
ニ
寄き

寓ぐ
う

シ
テ

　
給
仕
ト
ナ
リ
、
或
ハ
音
楽
教
師
ト
ナ

リ
シ
モ
、
多
ク
ノ
子
弟
ヲ
得
ル
ヿこ

と

能あ
た

ハ
ズ
、
加く

わ

フ
ル
ニ
、
氏
ハ
幼
時
ヨ
リ
憂ゆ

う

鬱う
つ

性
ヲ
帯お

ヒ
、
神
経
過
敏
ナ
ル
為た

め

　
其
激
ス
ル
ト
キ
ハ

　
往
々
発
狂
ニ
均ひ

と

シ
キ
観か

ん

ア
リ
、
千
七
百
四
十

一
年
（

三
十

才

）
音
楽
上
ニ
就つ

い

テ
発
見
ス
ル
所
ア
リ
シ
カ
ハ
、
名
誉
ヲ
博は

く

セ
ン
タ
メ
、
巴パ

里リ

ノ
学
士
会
院
ニ
到い

た

リ
テ
、
之こ

れ

ヲ
朗
読
セ
シ
モ
、
擯は

い

斥せ
き

サ
レ
テ
一
層
ノ
窮
境
ニ
沈
ミ

　
又ま

た

モ

ヤ
公
使
館
ノ
書
記
ト
ナ
レ
リ
。

斯か

ク
逆
境
ノ
ミ
ニ
遭そ

う

遇ぐ
う

セ
シ
故ゆ

え

、
千
七
百
五
十
三
年
（

四
十

二
才
）
人
間
不
平
均
ノ
原
因
ニ
就つ

い

テ
一
書
ヲ
著

あ
ら
わ

シ
、
社
会
ノ
虐
飾
ヲ
論
破
シ

　
平
等
ノ
運
命
ヲ
主
張
ス
ル
ニ
至い

た

リ
シ
モ
、

全ま
っ
たク

其
身
ノ
逆
境
ヨ
リ
出
テ
タ
ル
ナ
リ
。
然し

か

レ
ド
モ
当
時
ハ
既す

で

ニ
一
大
哲
学
家
将は

タ
文
学
者
ト
シ
テ
、
其そ

の

身
ヲ
立
テ
、
諸
国
ヲ
歴
遊
ス
ル
ニ
至
リ
シ
ガ

　
殊こ

と

ニ
氏
ノ
名
ヲ
不ふ

朽き
ゅ
うニ

伝

ヘ
タ
ル
ハ
、
懺さ

ん

悔げ

録ろ
く

ノ
著
述
是こ

れ

ナ
リ
、
此こ

の

書し
ょ

ハ
氏
ノ
自
伝
ニ
シ
テ
、
一
種
ノ
小
説
ト
シ
、
又ま

た

ハ
哲
学
ノ
論
文
ニ
モ
見
ル
ヘ
ク

　
実
ニ
空
前
ノ
傑
作
タ
リ
。
千
七
百
七
十
八
年
六
十
七

歳
ニ
シ
テ
死
ス

『
国
民
之
友
』（
第
三
四
四
号
、
明
治
30
・
4
）
に
、
赤
龍
山
人
（
不
詳
）
に
よ
る
短
歌
が
掲
載
さ
れ
、
ル
ソ
ー
の
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。

　
　
ジ
ヤ
ン 

ジ
ヤ
ン
ク
、
ル
ー
ソ
ー
の
短
歌

　
　
　
　
情
死
者
の
墓

　
　
　
　
千
七
百
七
十
年
六
月
情
死
せ
る
も
の
に
就つ

い

て



（54）195

両
情
人
此こ

の

下し
た

に
横
は
る
。
彼
等
は
互

た
が
い

の
為た

め
に
活い

き
、
彼
等
は
互

た
が
い

の
為
め
に
死
す
。
法
律
は

0

0

0

謐や

や
す
ら

き0

。
単
純
な
る
信
仰
は
見
る
に
大
罪
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

以も
も
っ

て
し
0

0

、
情
感
は
賛
歎
す

0

0

0

0

0

0

、
而し

し
こ
う

し
て
道
理
は

0

0

0

0

0

沈
黙
0

0

す
。

和
田
三さ

ぶ

郎ろ
う

（
一
八
七
二
～
一
九
二
六
、
明
治
・
大
正
期
の
新
聞
記
者
、
中
国
革
命
援
助
者
）
は
、
高
知
の
ひ
と
で
あ
る
。
明
治
学
院
神
学
部
に
学
ん
だ
の
ち
、
明
治
三
十

年
（
一
八
九
七
）
郷
里
で
『
土
陽
新
聞
』（『
高
知
新
聞
』
の
前
身
、）
の
記
者
と
な
っ
た
。
の
ち
上
京
し
、
板
垣
退
助
の
秘
書
を
へ
て
宮
崎
滔
天
ら
と
革
命
評
論
社
を
創
立

し
、
孫
文
ら
の
革
命
運
動
を
声
援
し
た
。
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
中
国
を
遊
行
中
に
病
い
を
え
、
帰
国
し
た
翌
年
亡
く
な
っ
た
。
享
年
五
十
五
歳
。

『
関
西
青
年
』（
第
二
号
、
明
治
30
・
9
）
に
載
っ
た
論
説
「
仏
国
革
命
の
於
け
る
文
学
の
影
響
」
は
、
同
人
が
執
筆
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
中
に
人
民
の
主
権
や
権
利
を

説
き
、
社
会
の
改
造
を
唱
導
し
た
ル
ソ
ー
の
こ
と
が
出
て
く
る
。

　
ル
ー
ソ
ー
は
千
七
百
十
二
年
生
る
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
よ
り
少
き
こ
と
廿
三
年
、
ボ（

ボ
ル
テ
ー
ル
）

ル
テ
ヤ
よ
り
少
き
こ
と
十
八
年
。
其そ

の

人
物
、
性
行
、
識
見
に
於
て
は
ボ
ル
テ
ヤ
に
比
し
て
更
に

奇
絶
、
壮
絶
、
快
絶
な
る
も
の
あ
り
。
年
五
十
に
し
て
其
多
年
の
薀う

ん

蓄ち
く

た
る
民
約
篇
及
び
「
エ
ミ
ー
ル
」
を
著
は
し
て
、
盛
名
欧
米
の
天
地
に
轟

と
ど
ろ

け
り
。

　
ル
ー
ソ
ー
は
此
二
書
に
よ
り
て
果
し
て
何
を
教
へ
ん
と
す
る
乎や

。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ル
ー
ソ
ー
の
舞
台
は
開
か
れ
た
り
、
渠か

れ

は
時
代
の
為た

め

に
前
人
の
未
だ
嘗か

っ

て
道
破
せ
ざ
る
、
人
類
社
会
の
改
造
に
関
す
る
大
問
題
を
捉
へ
来
り
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
右
手
に
民
約
論
を
提
げ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
左
手
4

4

に4

「
エ
ミ
ー
ル

4

4

4

4

」
を
振
ひ

4

4

4

、
屹
然
と
し
て
欧
州
の
野
に
立
ち

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
地
球
の
表
面
に
社
会
を
成
せ
る
人
類
に
向
つ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、「
来
れ
我
れ
汝
を
救
は
ん

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」
と
叫
ふ
也

4

4

4

4

。
渠
は
「
エ
ミ
ー
ル
」
に

於
て
完
全
な
る
個
人
を
求
め
、
民
約
論
に
於
て
完
全
な
る
社
会
を
示
し
ぬ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
仏
国
革
命
は
社
会
の
不
平
等
を

4

4

4

4

4

4

4

医4

治
せ
ん
が
為
に
起
れ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
人
類
の
欠
乏
を
補
は
ん
が
為
に
起
れ
り
、

而し
こ
うし

て
「
仏
国
革
命
は
ル
ー
ソ
ー
に
於
て
其そ

の

福
音
を
見
出
し
ぬ
」。

曰い
わ

く
、
主
権
は
人
民
に
あ
り

5

5

5

5

5

5

5

5

。
曰
く
、
万
民
の
権
利
は
平
等
均
一
也

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

。
曰
く
、
社
会
は
個
人
の
契
約
に
よ
り
て
成
る
も
の
也

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

。
曰
く
、
政
治
に
於
て
も
教
育
に
於
て
も

　
干か

ん

渉し
ょ
うは

す
べ
て
宴え

ん

あ
つ
て
益
な
し
。
曰
く
、
教
育
は
自
然
に
率ひ

き

ふ
て
自
然
を
導
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
曰
く
何
、
曰
く
何
と
、
渠
の
言
ふ
所
は
悉

こ
と
ご
とく

新
奇
な
る
真
理
に
非あ

ら

ざ
る
は
な
し
、
是こ

こ

に

於
て
仏
蘭
西
人
民
は

　
ル
ー
ソ
ー
に
酔よ

へ
り
。
ル
ー
ソ
ー
は
新
の
仏
国
人
民
の
偶
像
と
な
れ
り
。
渠か

れ
ら等

は
曩さ

き

に
ボ
ル
テ
ヤ
に
払
ひ
た
る
よ
り
も

　
更
に
多
く
の
尊
敬
と
聴

ち
ょ
う

従じ
ゅ
う（

聞
き

従
う
）
と
を
以も

っ

て
ル
ー
ソ
ー
に
向
ひ
ぬ
。
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明治期のルソー受容

『
帝
国
文
学
』（
第
三
巻
第
一
〇
号
、
明
治
30
・
10
）
の
論
説
「
水
の
詩
趣
」
に
、
ス
イ
ス
の
景
色
の
紹
介
者
と
し
て
ル
ソ
ー
の
こ
と
が
出
て
く
る
。

　
ク
ロ
プ
ス
ト
ツ
ク
（
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク

―
一
七
二
四
～
一
八
〇
三
、
ド
イ
ツ
の
詩
人
）
が

　
佳か

人じ
ん

才
子
（
文
才
の
す
ぐ
れ
た
人
）
一
時

の
選
を
集
め
て
風
雅
の
舟
遊
を
催も

よ

ふ
し
「
チ
ユ
ル
ヘ
ル
湖
」
の
一
篇
を
吟ぎ

ん

せ
し
は

　
瑞
西
の
湖
上
に
非あ

ら

す
や

　
バ
イ
ロ
ン
が
そ
の
「
巡
礼
篇
」
を
草そ

う

せ
し
も

　
ル
ウ
ソ
オ
が
そ
の
始は

じ

め
て
瑞
西
の
風
光
を
世
に
紹
介
し
た
り
と
謂い

ふ

『
家
庭
雑
誌
』（
第
一
〇
巻
第
一
一
〇
号
、
明
治
30
・
11
）
の
史
談
「
ト
ル
ス
ト
イ
家
の
家
庭
教
育
（
上
）」
を
執
筆
し
た
の
は
、
徳
富
蘆ろ

花か

（
一
八
六
八
～
一
九
二
七
、

明
治
・
大
正
期
の
小
説
家
）
で
あ
る
。
蘆
花
の
こ
の
記
事
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
屈
指
の
文
豪
ト
ル
ス
ト
イ
（
一
八
二
八
～
一
九
一
〇
）
の
家
庭
教
育
の
一
班
を
の
べ
た
も
の
で

あ
り
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
文
学
上
の
著
作
や
宗
教
上
の
議
論
を
紹
介
し
た
も
の
で
は
な
い
。

ト
ル
ス
ト
イ
は
、
な
る
べ
く
子
供
を
自
由
に
、
自
然
に
近
づ
か
せ
て
育
て
る
の
を
根
本
と
し
、
ル
ソ
ー
の
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
も
と
づ
い
で
家
庭
教
育
を
お
こ
な
っ
た
と
い

う
。

子こ

供ど
も

の
家
庭
教
育
に
就つ

い

て
は
、
翁

お
き
な

（
ト
ル
ス
ト
イ
の
こ
と
）
も
余よ

程ほ
ど

考か
ん
がへ

た
の
で
、
根こ

ん

本ぽ
ん

の
主
義
は
ル
ツ
サ
ウ
の
「
エ
ミ
ー
ル
」
に
基

も
と
づ

い
て
、
併し

か

し
時じ

処し
ょ

位い

（
時
と
所
）
の
必
要

で
大だ

い

分ぶ

斟し
ん

酌し
ゃ
くを

加
へ
ま
し
た
。
畢ひ

っ

竟け
う

成な

る
丈だ

け

　
人
為
の
制せ

い

限げ
ん

を
省は

ぶ

ひ
て

　
子
供
を
自じ

由い
う

に
自
然
に
発は

っ

達た
つ

さ
す
る
は
、
翁
の
家
庭
教
育
の
第
一
義
で
す
。

『
東
京
茗め

い

渓け
い

会
雑
誌
』（
第
一
八
一
号
、
明
治
31
・
2
）
の
論
説
に
お
い
て
、
谷
本
富
は
「
る
つ
そ
ー
ノ
『
え
み
ー
る
』
ニ
就
キ
テ
」
を
載
せ
て
い
る
。
が
、
同
人
が
勝
手

に
ル
ソ
ー
の
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
つ
い
て
、
学
者
ぶ
っ
て
語
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ハ
リ
ス
と
い
う
海
外
の
研
究
者
の
説
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
「
自
然
に
帰

れ
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
谷
本
に
よ
る
と
、“
自
然
”
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
教
育
は
、
自
然
に
従
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
ん
に
ち
だ

れ
も
疑
は
な
い
に
し
て
も
、
ル
ソ
ー
の
説
く
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
ば
か
り
か
、『
エ
ミ
ー
ル
』
の
な
か
に
は
往
々
に
し
て
矛
盾
し
て
い
る
所
が
あ
る
と
い
う
。

長
田
秋

し
ゅ
う

濤と
う

（
一
八
七
一
～
一
九
一
五
、
劇
作
家
・
仏
文
学
者
）
は
、
英
仏
に
留
学
し
、
法
律
や
演
劇
を
研
究
し
、
フ
ラ
ン
ス
事
情
に
通
じ
て
い
た
。
明
治
六
年
（
一
八

七
三
）
か
ら
パ
リ
の
日
本
公
使
館
に
勤
め
、
の
ち
内
務
省
に
移
っ
た
。
帰
国
後
は
政
界
や
実
業
界
、
演
劇
界
で
活
躍
し
た
。『
太
陽
』（
第
四
巻
第
一
三
号
、
明
治
31
・
6
）
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に
載
っ
た
「
巴
里
繁は

ん

昌
じ
ょ
う

記
　
一
」
は
、
同
人
の
執
筆
記
事
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
に
パ
リ
の
パ
ン
テ
オ
ン
（
偉
人
た
ち
を
合ご

う

祀し

す
る
霊
廟
）
に
葬
ら
れ
た
ル
ソ
ー
の
こ
と

が
出
て
く
る
。

之こ

れ
よ
り
二
三
歩
を
進す

ゝ

め
る
と
、「
バ
ン
テ
ヲ
ン
」
の
伽が

藍ら
ん

（
寺
院
の
建
物
）
の
前
に
出
る
、
賞

し
や
う

牌は
い

に
掲
げ
る A

ux grands hom
m

es de la patrie

（
愛
国
の
大
家
に
迄
）
の
六

字じ

は
、
厳け

ん

然ぜ
ん

と
異い

様や
う

の
光
彩
を
放
つ
て
居
る
、
此こ

の

伽が

藍ら
ん

の
中
に
葬
ら
れ
る
も
の
は
、
国こ

く

葬そ
う

せ
ら
る
ゝ
者
に
限か

ぎ

る
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
、
ユ
ゴ
ー
、
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
、
ル
ー
ソ
ー
、
ヴ
ヲ

ル
テ
ー
ル
、
ル
ナ
ン
、
の
大
家
此
堂
下
に
眠
ら
ざ
る
は
な
い
、
…
…

前
田
長

ち
ょ
う

太た

（
生
没
年
不
詳
、
哲
学
者
・
キ
リ
ス
ト
教
学
者
）
は
、
著
者
と
し
て
『
女
徳
の
養
成
』『
西
洋
武
士
道
』『
基
督
伝
』
な
ど
が
あ
り
、
訳
書
と
し
て
は
フ
ラ
ン

ス
人
宣
教
師
リ
ギ
ョ
ー
ル
の
も
の
を
多
く
手
が
け
た
。
前
田
の
小
冊
子
『
一
年
有
半
の
哲
学
と
万ば

ん

世せ
い

不ふ

易え
き

の
哲
学
』（
三
才
社
、
明
治
34
・
12
、
全
三
二
頁
）
は
、
中
江
兆

民
の
著
書
『
一
年
有
半
』
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
兆
民
の
こ
の
本
は
哲
学
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
く
、
西
洋
の
思
想
に
和
服
を
着
せ
た
も
の
と
い
う
。「
序
」
の
な
か

に
ル
ソ
ー
の
名
が
出
て
く
る
。

頃け
い

者し
ゃ

（
ち
か
ご
ろ
）
知
友
来
り
問
ふ
、『
続
一
年
有
半
』
を
読
め
る
や
、
曰い

わ

く
読
め
り
、
問
ふ
、
説せ

つ

如い

何か
ん

、
曰
く
文
筆
は
あ
り
、
哲
理
は
な
し
、
友
曰い

ふ
、
然し

か

れ
ど
も
世よ

之こ
れ

を
中

江
先
生
の
哲
学
と
称
す
、
余
曰
く
、
否い

な

、
是こ

れ
単た

だ
欧
想
の
和
服
せ
る
も
の
ゝ
み
、
而し

か

も
欧
州
一
部
の
唯
物
論
者

　
就

な
か
ん
ず
く中

ウ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
ル
ー
ソ
ー
、
カ
バ
ニ
ス
一い

っ

輩ぱ

の
思
想
に

先
生
一
流
の
（
独
特
の
）
邦
文
を
着
服
せ
し
め
た
も
の
の
み
、
豈あ

に

他ほ
か

あ
ら
ん
や
、
若も

し

之こ
れ

を
哲
学
と
云
ふ
を
得
べ
く
ん
ば
、
人ひ

と

皆み
な

哲
学
を
能よ

く

せ
ん
、
余よ

の
如ご

と

き
浅
学
菲ひ

才さ
い

も
　
尚な

お

且か
つ

之こ
れ

を
能よ

く

せ
ん
、
友
曰
ふ
、
請こ

ふ
試

こ
こ
ろ

み
ん
か
、
曰い

わ

く
諾だ

く

、
一
夜
に
し
て
稿こ

う

成な

る
、
即

す
な
わ
ち

是こ

れ
。

前
田
長
太
の
著
述
と
し
て
は
、
ほ
か
に
『
西
洋
文
学
評
論

　
ル
ー
ソ
ー
及
其
文
学
』（
三
才
社
、
明
治
35
・
2
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
の
（
上
）
は
伝
記
、（
下
）
は
評
論
に

な
っ
て
い
る
。
本
書
は
明
治
期
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
の
生
涯
と
作
品
を
ま
と
め
て
紹
介
し
た
唯
一
の
も
の
で
あ
る
（
全
四
〇
頁
）。

「
緒
言
」
に
よ
る
と
、
ル
ソ
ー
の
名
は
一
時
日
本
人
の
あ
い
だ
で
言
い
は
や
さ
れ
、
民
約
論
の
著
者
と
し
て
、
自
由
平
等
の
主し

ゅ

唱し
ょ
うと

し
て
誰
知
ら
ぬ
者
が
な
か
っ
た
と
い

う
。
中
に
は
“
東
洋
の
ル
ソ
ー
”（
中
江
兆
民
の
こ
と
）
を
も
っ
て
、
自
ら
任
ず
る
者
す
ら
あ
っ
た
と
い
う
。
奇
を
追
い
、
新
を
ほ
こ
る
は
人
情
の
つ
ね
で
あ
る
。
い
ま
や
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ル
ソ
ー
の
名
は
、
忘
却
の
墓
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
。
東
洋
の
ル
ソ
ー
そ
の
人
も
ま
た
、
一
つ
ぼ
の
骨
と
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
（上）
の
ル
ソ
ー
の
伝
記
に
お
い
て
は

―
、

㈠
　
幼
時
の
ル
ソ
ー

　
㈡

　
彫
刻
師
の
弟
子
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
㈢

　
不
幸
児
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
㈣

　
放
浪
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
㈤

　
従
僕
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
㈥

　
神
学
生
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
㈦

　
音
楽
師
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
㈧

　
家
庭
教
師
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
㈨

　
風
流
社
会
の
ル
ソ
ー

　
㈩

　
書
記
生
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
�

　

艶
福
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
�

　
良
人
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
�

　
親
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
�

　
ヂ
デ
ロ
の
親
友
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
�

　
犬け

ん

儒じ
ゅ

（
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
キ
ニ
ク

学
派
）
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
�

　
隠い

ん

君く
ん

子し

（
世
を
さ
け
て
か
く
れ
住
む
賢
者
）
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
�

　
著
作
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー

　
�

　
晩
年
の
ル
ソ
ー

―
な
ど
に
つ

い
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　
（下）
の
評
論
に
お
い
て
は

―
、

ル
ソ
ー
の
生
涯
、
不
遇
、
性
格
、
勢
力
、
主
義
、
哲
学
文
章
、
不
平
等
論
、
民
約
論
、
ヘ
ロ
イ
ー
ズ
、
教
育
論
、
さ
ん
げ
録
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

著
者
の
結
論

―
道
徳
の
見
地
か
ら
み
る
と
、
ル
ソ
ー
は
、
一
大
詭
弁
者
。
そ
の
謬

び
ょ
う

見け
ん

（
ま
ち
が
っ
た
意
見
）
は
危
険
で
あ
る
。
そ
の
影
響
は
不
吉
で
あ
る
。
哲
学
者
と

し
て
観
た
ば
あ
い
、
ル
ソ
ー
は
系
統
的
な
学
問
の
あ
る
人
で
は
な
い
。
人
と
し
て
観
た

ば
あ
い
、
野
心
に
み
ち
、
感
情
は
は
げ
し
く
、
と
て
も
人
の
モ
デ
ル
に
は
な
れ
な
い
。

日
本
人
の
な
か
に
ル
ソ
ー
を
崇
拝
し
、
こ
れ
に
私
淑
す
る
者
が
い
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
け
っ
し
て
名
誉
の
話
で
は
な
い
。
ル
ソ
ー
を
一
種
の
人
物
と
し
て
考
え
る
者
が
世

間
に
多
い
の
は
、
か
れ
の
奇
行
や
文
章
力
の
た
め
で
な
く
、
そ
の
革
命
的
思
想
や
破
壊

的
言
論
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
�

　
晩
年
の
ル
ソ
ー
」

―
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文

章
で
お
わ
っ
て
い
る
。

氏
は
晩
年
に
至い

た

り
、
少
し
く
居
に
安
ず
る
を
得
た
れ
ど
も
、
顧

か
え
り
みて

其そ
の

往お
う

時じ

を
追
想
す

れ
ば
、
屡し

ば

々し
ば

世
人
と
怨え

ん

を
構か

ま

へ
（
う
ら
み
を
買
う
）、
屡
々
友
人
と
親
を
破
り
、
恩
主

に
は
放
逐
せ
ら
れ
、
先
輩
に
は
嘲
笑
せ
ら
れ
、
然
れ
ど
も
其そ

の

志
こ
こ
ろ
ざ
し

屈
辱
せ
ら
れ
て
益

本邦初のルソーの研究書（前田長太著『ルーソー及
其文學』明治35・2）。［早稲田大学中央図書館蔵］
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す
鋭
、
其
気
挫ざ

屈く
つ

せ
ら
れ
て
益

ま
す
ま

す
激

は
げ
し

、
常
に
以お

も
え為

ら
く
天
下
の
人
皆
我
を
仇

き
ゅ
う

敵て
き

視
す
と
て
、
快
々
と
し
て
楽
ま
ず
、
其
多
感
の
性
情
と
空く

う

妄も
う

の
想
像
と
は
、
世
人
の
己
を
容い

れ
ざ
る

事
を
一
層
不
幸
視
せ
し
め
、
殆
ど
発
狂
し
て
死
せ
り
、
時と

き

実じ
つ

に
一
千
七
百
七
十
八
年
七
月
三
日
な
り
、
其
死
に
就
き
て
は
諸
説
定
ま
ら
ず
、
或
は
曰
く
、
毒
手
に
罹か

か

れ
り
と
、
或
は

曰
く
単
に
病
死
せ
る
な
り
と
、
或
は
父
曰
く
自
殺
せ
る
に
至
れ
り
と
、
最
後
の
説
最
も
真
に
近
き
が
如
し
、
氏
の
行こ

う

径け
い

（
行
動
）
と
又
其
失
望
に
徹
し
て
も

　
其そ

の
し
か然

る
可べ

き
を
見
る

べ
き
な
り
。

大
瀬
甚
太
郎
（
一
八
六
五
～
一
九
四
四
、
明
治
か
ら
昭
和
期
の
教
育
学
者
）
が
著
し
た
『
続

　
欧
州
教
育
史
』（
成
美
堂
、
明
治
40
・
12
）
の
「
第
一
章

　
仏
国
に
於
け

る
国
家
教
育
の
起
源
」
に
、
ル
ソ
ー
の
名
が
出
て
く
る
。
ル
ソ
ー
の
影
響
下
に
あ
っ
た
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
（
一
七
五
八
～
九
四
、
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
期
の
政
治
家
）
は
、

―
宗
教
に
関
し
て
は
ル
ソ
ー
の
考

か
ん
が
えを

採と

り
　
児
童
十
二
歳
に
至
る
ま
で
は
之こ

れ

を
談か

た

ら
ず

　
唯た

だ

一
般
的
道
徳
の
み
を
数
へ
、
其
の
理
性
の
発
達
を
待
ち

　
自
ら
其
の
正
当
と
考
ふ
る
宗

派
を
選
択
す
る
に
至
ら
し
む
べ
し
と
規
定
せ
り

と
い
う
。

岡
村
司つ

か
さ（

一
八
六
六
～
一
九
二
二
、
明
治
・
大
正
期
の
民
法
学
者
）
の
『
思
想
小
史
』（
有
斐
閣
書
房
、
明
治
41
・
1
）
の
「
附
録
」
に
、「
ル
ソ
ー
の
懺
悔
録
を
読
む
」

の
講
演
筆
記
が
の
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
内
外
論
叢

　
臨
時
増
刊
』（
第
二
巻
第
六
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
再
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

諸
君
、
私
は
ル
ー
ソ
ー
の
懺
悔
録
を
読
む
と
題
し
て
、
ル
ソ
ー
の
伝
記
、
其そ

れ
に
就つ

い

て
私
の
所
感
を
述
べ
様よ

う

と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
私
の
演
説
は
零れ

い

砕さ
い

な
る
（
ひ
じ
ょ
う
に
乏

し
い
）
事
実
を
述
べ
、
其そ

れ
に
就つ

い

て
の
所
感
を
述
べ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
敢あ

え

て
一
貫
の
原
則
に
基

も
と
づ

き
た
る
大
議
論
が
あ
る
譚わ

け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
殊こ

と

に
準
備
が
甚

は
な
は

だ
不
十
分
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
話
が
必
す
混
雑
す
る
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
其そ

の
辺へ

ん

は
宜よ

ろ

し
く
聴
収
を
願
ひ
ま
す
。

　
ル
ー
ソ
ー
は
御
承
知
の
如
く

　
空
前
の
大
思
想
家

　
大
哲
人
で
あ
る
。
其
の
人
が
一
代
の
間
極き

わ

め
て
轗か

ん

軻か

不ふ

遇ぐ
う

、
憂
愁
不
平
を
以
て
身
を
終
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
死
ん
で
か

ら
後
に

　
其
の
人
の
言
葉
が
世
に
用
ひ
ら
れ
て

　
所い

わ
ゆ
る謂

仏
蘭
西
の
大
革
命
と
云
ふ
も
の
は

　
実
に
此
の
人
の
頭
か
ら
出
た
の
で
あ
り
ま
す
。
所い

わ
ゆ
る謂

民
約
論
も
云
ふ
も
の
が
動
機
と
な

つ
て
、
そ
れ
か
ら
空
前
の
大
革
命
、
驚

き
ょ
う

天て
ん

動ど
う

地ち

の
大
騒
乱
を
惹

じ
ゃ
っ

起き

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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私
は
平へ

い

生ぜ
い

（
ふ
だ
ん
）
人
世
に
於
て
あ
ん
な
見
事
な
こ
と
は
な
い
と
思
う
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
全

ま
っ
た

く
ル
ー
ソ
ー
の
極ご

く
小
さ
な
頭
か
ら
出
た
と
云
ふ
こ
と
を
考
へ

る
時
に
は
、
思
想
の
勢
力
と
云
ふ
も
の
は

　
実
に
雄
大
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
考
へ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
懺
悔
録
は
即

す
な
わ

ち
其
の
自
叙
伝
で
あ
り
ま
し
て
、
ル
ー
ソ
ー
が
自
ら
自
分
の

こ
と
を
書
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
自
叙
伝
こ
そ
は

　
真
に
空
前
絶
後
で
あ
つ
て
、
世
界
稀ま

れ

に
有あ

る
所
の
書
物
で
あ
り
ま
す
。
ル
ー
ソ
ー
自
ら
其
の
序
文
に
云
つ
て
居
る
の
で
あ

り
ま
す
、
前
に
古
人
な
く
後
に
模
倣
者
な
し
。
此
の
書
を
読
む
に
果
し
て
さ
う
で
あ
る
、
前
に
さ
う
云
ふ
者
が
あ
つ
た
こ
と
も
知
り
ま
せ
ん
し
、
其そ

の
後ご

之こ
れ

と
同
じ
様
な
こ
と
を
書

く
者
は
蓋け

だ

し
無
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。

中
江
篤
介
の
遺
稿
集
『
兆
民
文
集
』（
日
高
有
倫
堂
、
明
治
42
・
10
）
に
、「
ル
ー
ソ
ー
の
小
伝
」（
二
一
九
～
二
二
六
頁
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
曰
く

―

　
ル
ー
ソ
ー
は
一
千
七
百
十
二
年
六
月
二
十
八
日
を
以も

っ

て
瑞
西
ジ
ェ
ネ
ー
ヴ
に
生
る
。
父
は
名
を
イ
ザ
ッ
ク
と
曰
ふ
。
本も

と
法
朗
西
人
な
り
。
時じ

機き

（
時
計
）
を
製
す
る
こ
と
を
業

ぎ
ょ
う

と
し
て
略ほ

ぼ
書
典
に
渉わ

た

り
。
慧え

い

敏び
ん

に
し
て
気き

義ぎ

有
り
。
事
に
遇あ

ひ
激
揚
し
て
自
か
ら
禁
ず
る
こ
と
能あ

た

は
ず
。
故ゆ

え

を
以も

っ

て
行こ

う

履り

動や
や

も
す
れ
ば
中
道
に
合
す
る
を
能
は
ず
。
母
は
ベ
ル
ナ

ー
ル
と
曰い

ひ
、
新
教
僧
の
女
に
し
て
婉え

ん

麗れ
い

愛
す
可べ

く
、
小
心
謹
信
に
し
て
情
意
極
て
摯し

厚こ
う

な
り
。
ル
ー
ソ
ー
を
産う

み
て
即

す
な
わ

ち
没
せ
り
。
ル
ー
ソ
ー
生
れ
て
神
経
過
敏
に
し
て
体た

い

機き

虚

弱
な
り
。
此
れ
其
終
身
病

び
ょ
う

痾あ

（
持
病
）
に
苦
み
、
並

な
ら
び

に
心し

ん

思し

（
こ
こ
ろ
）
を
困

こ
ま
ら

し
め
て
二
者
の
憂

う
れ
い

の
殆
ん
ど
相
下
ら
ざ
る
を
致
せ
し
所
以
な
り
。
史
家
往
々
云
ふ
。
ル
ー
ソ
ー
幼

児
よ
り
感
慨
の
情
極
て
熾

さ
か
ん

に
し
て
、
自み

ず

か
ら
収
束
す
る
を
能あ

た

は
ず
。

若も

し
其そ

の

父ち
ち

を
し
て

　
早
く
其そ

の

児こ

に
誨お

し

ゆ
る
に

　
理
義
の
言
を
以
て
す
る
を
知
ら
し
め
ば
、
或
は
少
く
其
激
発
憤ふ

ん

迅じ
ん

の
気
を
抑お

さ

ゆ
る
を
得
て
、
児こ

も
亦ま

た

長
ず
る
に
随

し
た
が

ひ
、
漸ぜ

ん

次じ

に
自

ら
兢

き
ょ
う

修し
ゅ
うす

る
に
習
ひ
（
い
ま
し
め
を
守
っ
て
修
業
す
る
）、
以も

っ

て
明
哲
に
し
て
身
を
保
つ
こ
と
を
得
た
ら
ん
。
ル
ー
ソ
ー
の
父
此こ

こ

に
慮

お
も
ん
ば
から

ず
し
て
、
六
歳
の
童

わ
ら
べ

を
し
て

　
唯た

だ

日
々
に

稗は
い

史し

（
小
説
）
を
読
ま
し
め
て
、
ル
ー
ソ
ー
又
夙

つ
と
に

慧び
ん

に
し
て

　
能よ

く
稗
史
を
了
解
し
、
楽

た
の
し

み
て
誦
読
し
て

　
釈す

つ
る
を
能
は
ず
。
是こ

こ

に
於お

い

て
隠
然
自
ら
斯こ

の

現
社
会
の
外そ

と

に
於お

い

て
、

別
に
自

み
ず
か

ら
一
種
空
華
の
境
界
を
打
成
す
る
に
至
れ
り
。
此
習
一
た
び
成
り
し
よ
り
、
ル
ー
ソ
ー
終
身
自み

ず
から

此
境
界
を
脱
す
る
と
能
は
ず
し
て
、
現
社
会
の
制
度
、
及
び
人
ボ
ル
テ
ー

ル
に
ま
さ
る
者
有
り
。
ル
ー
ソ
ー
も
亦ま

た

是こ
の

歳と
し

七
月
三
日
を
以も

っ

て
没ぼ

っ

せ
り
。

こ
の
小
伝
は
漢
文
調
が
つ
よ
い
ば
か
り
か
、
兆
民
の
造
語
が
多
く
、
よ
み
に
く
い
文
章
で
あ
る
。

安
倍
能よ

し

成し
げ

（
一
八
八
三
～
一
九
六
六
、
大
正
・
昭
和
期
の
教
育
者
・
哲
学
者
。
の
ち
一
校
校
長
、
学
習
院
長
）
の
論
著
『
欧
州
倫
理
思
想
史
』（
杉
本
梁
江
堂
、
明
治
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42
・
10
）
は
、
東
西
の
倫
理
思
想
の
全
体
像
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
な
か
で
ル
ソ
ー
の
倫
理
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章

　
ル
ー
ソ
ー
（
一
七
一
二
―
一
七
七
八
）

ル
ー
ソ
ー
の
倫
理
は

　
謂い

は
ゆ
る
感
情
的
倫
理
説

9

9

9

9

9

9

で
あ
る
。
曩さ

き

に
エ
ル
ヹ
シ
ユ
ス
一
派
の
徒と

は
　
利
益
主
義
の
倫
理
を
唱と

な

へ
て
、
一い

っ

切さ
い

道
徳
上
の
法
則
を
利
益
の
計
算
、
商
量
と

い
ふ
こ
と
か
ら
の
み
割
り
出
さ
う
と
し
た
か
ら
、
お
の
づ
か
ら
知
識
と
い
ふ
も
の
が
重
ん
ぜ
ら
る
る
傾
向
が
強
か
つ
た
の
で
あ
る
。
ル
ー
ソ
ー
は
い
た
く
こ
の
唯ゆ

う

知ち

的て
き

傾
向
に
反
抗

し
て
以お

為も

へ
ら
く
、
道
徳
は
利
益
の
何
た
る
か
を
知
識
し
、
打
算
し
て
行
ふ
こ
と
に
あ
る
。

文
化
文
明
の
人
為
の
習
俗
に
汚
さ
れ
ざ
る

　
無む

垢く

純
し
ゅ
ん

樸ぼ
く

な
る
自
然
の
ま
ま
の
感
情
こ
そ

　
行
為
の
唯
一
の
指
導
者
な
れ
と
。
彼
れ
は
、
吾
人
は
皆
生
ま
れ
な
が
ら
に

　
自
然
に

正
義
仁
愛
の
念
を
有
し
て
ゐ
る
ゆ
ゑ
、
此
等
の
指
示
に
さ
へ
従
う
て
行
へ
ば

　
誤
り
は
な
い
と
説
い
た
。
ル
ー
ソ
ー
は
又ま

た

其そ

の
謂い

ふ
所

と
こ
ろ

の
感
情
を

　
良
心
9

9

又
は
理
性
9

9

な
ど
と
も
名
づ

け
て
ゐ
る
。

要
す
る
に
、
彼
れ
が
感
情
的
倫
理
を
唱と

な

へ
出
だ
し
て

　
当
時
の
仏
国
維
新
期
の
唯
知
的
倫
理
に
反
対
し
た
趣

お
も
む

き
は
、
ち
や
う
ど
英
国
の
倫
理
思
想
界
に
於お

い
て

　
知
識
説
と
感
情

説
と
の
対
峙
を
反は

ん

覆ぷ
く

し
た
や
う
な
も
の
で
、
何
等
特
殊
の
新
思
想
を
開
発
し
た
所
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
に
入
つ
て
か
ら

　
実
験
哲
学
の
鼻び

祖そ

と
称
へ
ら
れ
た
コ
ン
ト

倫
理
説
が

　
仏
国
倫
理
史
上
明
ら
か
に
一
異
彩
を
放
つ
て
ゐ
る
。

片か
た

上が
み

伸の
ぶ
る（

一
八
八
四
～
一
九
二
八
、
明
治
・
大
正
期
の
評
論
家
、
ロ
シ
ア
文
学
者
）
は
、
愛
媛
県
の
ひ
と
で
あ
る
。
母
校
の
早
稲
田
で
教
鞭
を
と
る
か
た
わ
ら
、『
早
稲

田
文
学
』
の
記
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
か
れ
は
『
早
稲
田
文
学
』（
明
治
43
・
3
）
に
、
論
説
「
ル
ソ
ー
の
人
物
」（
一
～
二
六
頁
）
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
ル
ソ
ー
の
人
と

な
り
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
文
章
は
平
明
で
あ
り
、
よ
み
や
す
い
。

　
　
　
　
　
一

ル
ソ
ー
は
一
七
一
二
年
六
月
二
十
八
日
ジ
ェ
子
ヷ

（
ヴ
）

の
時
計
屋
に
生
れ
た
。
彼
の
母
は
そ
の
産
の
為
め
に
死
ん
だ
。
ル
ソ
ー
自
か
ら
記
し
て
、「
自
分
の
誕
生
は
自
分
の
不
仕
合
せ

の
初
め
で
あ
つ
た
」
と
言
つ
て
ゐ
る
。
而

し
こ
う

し
て
、
彼
は
一
七
七
八
年
七
月
二
日
エ
ル
ム
ノ
ン

ー
ユ
の
田
舎
の
寓ぐ

う

処し
ょ

で
卒
中
の
為
め
に
死
ん
だ
。
一
説
に
は
ピ
ス
ト
ル
で
自
殺
し
た

の
だ
と
も
い
ふ
、
ル
ソ
ー
は
よ
く
自
分
の
身
の
上
を
不
幸
と
か
不
運
と
か
言
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
彼
に
し
て
は

　
さ
う
思
ふ
の
も
満ま

ん

更ざ
ら

無
理
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
彼
の
生
涯

は
、
彼
の
常
に
夢
想
し

　
渇
望
し
た
や
う
な
仕し

合あ
わ

せ
な
安
楽
な
生
涯
で
は
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
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ル
ソ
ー
の
生
涯
を
最
も
よ
く
識し

る
こ
と
の
出
来
る
も
の
は
、
彼
が
イ
ギ
リ
ス
に
ゐ
た
五
十
四
五
歳
の
頃
か
ら
、
書
き
初
め
た
、
そ
の
一
生
の
『
告
白
』
で
あ
る
。
こ
の
書
に
は
晩

年
の
こ
と
は
書
い
て
な
い
。
ま
た
随ず

い

分ぶ
ん

様
々
の
事
実
の
間
違
ひ
な
ど
も
あ
る
さ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
等ら

に
拘か

か

は
ら
ず
、
私
は
こ
の
書
か
ら
ル
ソ
ー
の
人
物
性
行
を
最
も
よ
く

識
る
こ
と
が
出
来
る
と
信
ず
る
。
彼
の
学
説
を
知
る
べ
き
様さ

ま

々ざ
ま

の
著
述
よ
り
も
、
私
が
最
も
深
い
興
味
を
覚
え
る
も
の
は

　
こ
の
一
冊
十
二
巻
の
『
告
白
』
で
あ
る
。

金
子
馬う

ま

治じ

（
一
八
七
〇
～
一
九
三
七
、
明
治
か
ら
昭
和
期
の
哲
学
者
、
文
芸
評
論
家
。
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
［
筑
水
］）
は
、『
早
稲
田
文
学
』（
明
治
43
・
4
）
に
「
主
観
の

悶も
だ
え」

と
題
す
る
小
論
を
発
表
し
た
。
こ
の
な
か
に
ル
ソ
ー
が
登
場
す
る
が
、
か
れ
が
こ
の
時
期
に
ル
ソ
ー
を
取
り
あ
げ
た
の
は
、
そ
の
痛
切
な
警
告
や
忠
告
が
、
二
十
世
紀

の
こ
ん
に
ち
そ
の
意
義
を
新
た
に
し
、
普
及
さ
る
べ
き
運
命
を
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
潮
（
合
理
主
義
・
批
判
的
情
を
も

っ
て
困
襲
、
迷
信
、
伝
統
を
打
破
し
、
人
間
性
の
尊
重
を
主
張
し
た
）
に
反
抗
し
て
立
っ
た
。
こ
の
思
潮
は
、
主
知
的
、
客
観
的
傾
向
を
極
端
ま
で
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ル
ソ
ー
は
「
当
時
の
主
知
生
活

―
す
な
わ
ち
主
観
の
中
心
に
ふ
れ
な
い
外
的
生
活
は
、
い
か
に
し
て
も
真
の
人
間
生
活
と
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
」。

明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
七
月
、
天
皇
が
没
し
て
明
治
と
い
う
年
号
は
お
わ
り
、
大
正
と
改
元
し
た
。
こ
の
年
は
“
ル
ソ
ー
生
誕
二
〇
〇
年
”
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
、
六
月
二
十
八
日
売
文
社
長
・
堺
利
彦
（
一
八
七
〇
～
一
九
三
三
、
明
治
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
社
会
主
義
者
）
の
肝
い
り
で
、
東
京
神
田
淡
路
町
の
料
亭
「
多た

賀か

羅ら

亭
」（
神
田
区
淡
路
町
一
ノ
一
、
経
営
者
・
小
谷
部
末
吉（

19
））

に
四
〇
名
ほ
ど
の
有
志
が
あ
つ
ま
り
、
午
後
五
時
か
ら（

20
）記

念
晩
さ
ん
会
を
ひ
ら
い
た
。
参
加
者
の
う
ち
の
著
名

人
と
し
て
は
、

―

三
宅
雪
嶺

　
　
伊
藤
痴
遊

　
　
福
本
日
南

内
田
魯
庵

　
　
生
田
長
江

　
　
片
山
伸

福
田
英
子

　
　
山
口
孤
剣

　
　
荒
畑
寒
村

白
柳
秀
湖

　
　
大
杉
栄

　
　
　
高
畠
素
之

な
ど
が
い
た
。
会
費
は
無
料
で
あ
っ
た
。
岩
崎
革
也
（
一
八
六
九
～
一
九
四
三
、
明
治
か
ら
昭
和
期
の
社
会
主
義
者
、
家
は
代
々
酒
造
業
を
営
む
旧
家
、
大
地
主
）
が
、
近
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親
の
法
事
を
は
ぶ
い
て
寄
付
し
た
金
で
賄

ま
か
な

わ
れ
た（

21
）。

　

控
室
の
片
す
み
に
は
、
英
・
独
・
仏
・
日
四
ヵ
国
語
の
ル
ソ
ー
の
著
、
訳
書
な
ど
数
十
冊
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
晩
さ
ん
会
が
お
わ
っ
て
か
ら
、「
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会

館
」（
神
田
美
土
代
町
）
に
お
い
て
、
夜
七
時
か
ら
ル
ソ
ー
記
念
講
演
会
が
ひ
ら
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
仏
国
大
革
命
の
精
神
的
点
火
者
と
な
り
た
る
ジ
ャ
ン
、
ジ
ャ
ッ
ク

ル
ソ
ー
の
誕
生
二
百
年
記
念
会
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』〔
明
治
45
・
6
・
29
付
〕）
が
そ
れ
で
あ
る
。

開
会
の
辞
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
島
米べ

い
ほ
う峰

（
一
八
七
五
～
一
九
四
九
、
明
治
・
大
正
期
の
仏
教
運
動
家
。
龍
谷
大
、
哲
学
館
に
ま
な
ぶ
）

演
題 

　
　「
新
し
き
ル
ソ
ー
」
…
…
…
…
…
…
…
…
高
島
米
峰

　
　
　
　 

「
文
明
史
上
の
ル
ソ
ー
の
地
位
」
…
…
…
生
田
長
江

　
　
　
　 

「
教
育
史
上
の
ル
ソ
ー
」
…
…
…
…
…
…
樋
口
勘
次
郎

　
　
　
　 

「
天
民
の
自
覚
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
福
本
日
南

　
　
　
　 

「
ル
ソ
ー
と
現
代
」
…
…
…
…
…
…
…
…
三
宅
雪
嶺

　
　
　
　 

「
二
十
世
紀
の
ル
ソ
ー
」
…
…
…
…
…
…
堺
利
彦

講
演
会
の
ほ
う
は
、
聴
衆
か
ら
金
一
〇
銭
の
入
場
料
を
と
っ
た
。（
当
時
、
米
一
升
は
二
〇
銭
し
た（

22
））。

会
場
は
立
錐
の
余
地
の
な
い
ほ
ど
の
大
盛
況
で
あ
り
、
約
五
〇
〇

名
ほ
ど
の
聴
衆
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
講
演
者
は
い
ず
れ
も
文
壇
知
名
の
士
で
あ
っ
た
か
ら
、
人
が
あ
つ
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

会
場
の
ま
わ
り
に
は
、
百
名
ほ
ど
の
警
官
が
待
機
し
て
い
た
。
開
会
の
辞
の
な
か
で
高
島
米
峰
は
、

―
本
会
は
い
わ
ゆ
る
危
険
思
想
を
宣
伝
助
長
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
、
前
置
き
を
の
べ
た
の
ち
、
婉
曲
な
る
こ
と
ば
を
用
い
て
、
危
機
一
髪
的
な
演
説
を
し
た
。
す
る
と
血
気
盛
ん
な
聴
衆
か
ら
拍
手
が
お
こ
っ
た
り
、

―
大
胆
に
や
れ
！
遠
慮
す
る
な
！

と
い
っ
た
怒
声
が
上
っ
た（

23
）。
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つ
い
で
生
田
、
樋
口
、
福
本
、
三
宅
ら
も
、「
激げ

き

越え
つ

な
る
思
想
を
か
く
す
に
、
皮
肉
な
る
文
句
を
も
っ
て
」
講
演
し
た
。
さ
い
ご
に
警
視
庁
の
い
わ
ゆ
る
危
険
人
物

0

0

0

0

で
あ

る
堺
利
彦
が
、
定
評
が
あ
る“
札ふ

だ

付つ
き

演
説
”
を
お
こ
な
っ
て
、
若
者
ら
の
血
を
わ
か
し
た
。
講
演
会
は
午
後
十
一
時
す
ぎ
無
事
散
会
し
た
。

当
日
、『
万

よ
ろ
ず

朝
ち
ょ
う

報ほ
う

』
の
社
長
・
黒
岩
周
六
（
涙
香
）（
一
八
六
二
～
一
九
二
〇
、
明
治
・
大
正
期
の
批
評
家
、
翻
訳
家
）
は
、
こ
の
催
し
に
は
用
事
の
た
め
欠
席
し
た
が
、

早
速
「
婁ル

騒ソ
ー

誕
生
二
百
年
」
と
題
す
る
論
説
を
の
せ
た
（
明
治
45
・
6
・
28
）。
黒
岩
は
ル
ソ
ー
の
「
民
約
論
」
に
ふ
れ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

社
会
契
約
論
は
『
民み

ん

約や
く

篇へ
ん

』
と
題
し
て
、
日
本
で
は
、
故こ

中な
か

江え

兆て
う

民み
ん

居こ

士じ

が
翻
訳
し
た
、
是こ

れ
は
殆

ほ
と
ん

ど
民み

ん

主し
ゅ

主〳
〵

義ぎ

、
共

き
ょ
う

和わ

政せ
い

治じ

主し
ゅ

義ぎ

の
経け

い

典て
ん

の
如ご

と

く
に
云い

は
れ
、
彼か

れ
の
死し

後ご

に

盛さ
か
んに

な
つ
た
仏
国
の
華
命
論
者
な
ど
は

　
彼
れ
を
神
様
の
様や

う

に
崇あ

が

む
る
に
至い

た

つ
た
。
其そ

の
余よ

響き
い
うが

今こ
ん

日に
ち

ま
で
伝

つ
た
は

つ
て
居ゐ

る
の
で
あ
る

ま
た
こ
の
「
民
約
論
」
は
、
誤
謬
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
が
、
砂
の
な
か
に
金
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
真
理
の
光
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。

『
万
朝
報
』
に
黒
岩
の
論
説
が
の
っ
た
翌
日
、『
東
京
日
々
新
聞
』（
明
治
45
・
6
・
29
付
）
は
、
松
井
松よ

う

翁お
う

（
一
八
七
〇
～
一
九
三
三
、
明
治
・
大
正
期
の
劇
作
家
。『
早

稲
田
文
学
』
の
創
刊
の
と
き
、
編
集
に
従
事
し
た
）
が
、
先
年
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
に
あ
る
ル
ソ
ー
島
を
訪
れ
た
と
き
見
学
し
た
、「
ル
ソ
ー
記
念
像
」
に
関
す
る
談

話
筆
記
を
掲
載
し
た
。

こ
の
時
期
、
ル
ソ
ー
が
社
会
主
義
者
や
新
聞
等
に
よ
っ
て
顧
み
ら
れ
、
取
り
あ
げ
ら
れ
た
に
は
、
何
ら
か
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
の
催
し
の
裏
に
政
治
的
、

社
会
的
事
由
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
人
は
社
会
の
中
で
生
ま
れ
、
そ
の
な
か
で
否
応
な
し
に
暮
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
社
会
と
契
約
を
む
す
ん
だ
こ
と
は
な
い
。

人
は
社
会
を
便
利
な
も
の
と
し
て
考
え
、
暗
黙
の
う
ち
に
服
従
し
て
生
き
て
い
る
。
黒
岩
に
よ
る
と
、
今
日
の
社
会
は
、
ほ
と
ん
ど
我
慢
で
き
な
い
ほ
ど
個
人
を
圧
迫
し
て

い
る
と
い
う
。
こ
の
時
期
、
生
活
難
は
た
か
ま
り
、
個
人
の
自
由
や
独
立
は
だ
ん
だ
ん
浸し

ん

潤じ
ゅ
んさ

れ
て
き
て
い
た
。

当
時
の
社
会
主
義
者
は
、
社
会
を
自
由
的
相
互
団
体
と
み
な
し
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
改
め
て
ル
ソ
ー
の
こ
と
を
喧け

ん

伝で
ん

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
主
義
や
社
会
政
策

を
覚
醒
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
講
演
者
が
ル
ソ
ー
の
「
民
約
論
」
に
ふ
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
社
会
の
根
元
（
お
お
も
と
）
の
条
理
と
共
鳴
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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と
も
あ
れ
、
ル
ソ
ー
記
念
晩
さ
ん
会
と
記
念
講
演
会
は
、
社
会
主
義
者
の
会
合
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
（『
日

本
及
日
本
人
』（
五
八
五
号
、
明
治
45
・
7
＝
大
正
元
・
7
）。

『
日
本
及
日
本
人
』（
三
宅
雪
嶺
、
井
上
円
了
ら
政
教
社
の
同
人
に
よ
っ
て
、
明
治
二
十
一
年
〔
一
八
八
八
〕
四
月

創
刊
さ
れ
た
。
西
欧
主
義
に
反
発
し
、
国
粋
主
義
を
主
張
し
た
雑
誌
で
あ
り
、
昭
和
二
十
年
〔
一
九
四
五
〕
廃
刊
）

の
五
八
五
号
（
大
正
元
・
7
）
に
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
。

ル
ソ
ー
の
片へ

ん

鱗り
ん

…
…
…
…
…
加
藤
拓
川

ル
ソ
ー
と
其
の
立
論
…
…
…
磯
部
四
郎

畸き

偉い

人じ
ん

ル
ソ
ー
…
…
…
…
…
不ふ

繋け
い

舟し
ゅ

「
ル
ソ
ー
の
片
鱗
」
は
、
ル
ソ
ー
の
多
面
性
と
波
瀾
に
富
ん
だ
人
生
と
代
表
作
、
さ
ら
に
戒
め
と
な
る
言
葉
な
ど

に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

一
代
の
驕

き
ょ
う

児じ

（
お
ご
り
た
か
ぶ
っ
た
）
ル
ソ
ー
は
、
哲
学
者
と
し
て
、
政
論
家
と
し
て
、
文
学
者
と
し
て
、
教
育
家

と
し
て
、
既す

で

に
二
百
年
の
定
論
あ
り
。
今い

ま

更さ
ら

後こ
う

生せ
い

（
来
世
）
の
贅
評
を
容い

る
ゝ
の
余
地
な
し
と
雖

い
え
ど

も
、
余
は
其
景
慕
者

の
一
人
と
し
て
、
其
著
書
の
愛
読
者
の
一
人
と
し
て
、
敢あ

て

て
政
教
社
の
為た

め

に
一い

ち

言ご
ん

す
。

ル
ソ
ー
夙つ

と

に
遊
冶
子
と
な
り
、
彫
刻
の
職
工
と
な
り
、
従
僕
と
な
り
、
楽
人
と
な
り
、
水
泳
教
師
と
な
り
、
ゴ
ロ
ツ

キ
的
老
書
生
と
な
り
、
若
後
家
の
情

じ
ょ
う

郎ろ
う

（
情
夫
）
と
な
り
、
詩
人
と
な
り
、
外
交
官
と
な
り
、
最
後
に
二
十
年
前
の
悪

縁
に
よ
り
て

　
旅
亭
の
一
賤せ

ん

婢ぴ

と
偕か

い

老ろ
う

を
契ち

ぎ

り
た
る
如ご

と

き
（
仲
よ
く
年
を
と
る
約
束
を
す
る
）、
小
説
的
一
生
の
波
瀾

は
当
時
の
俗ぞ

く

海か
い

を
震
動
せ
し
め
た
り
。
智
慮
の
深
き
彼
が
如
く
、
意
思
の
堅
き
彼
が
如
く
、
自
信
の
強
き
彼
が
如
く
、

人
情
に
通
ず
る
彼
が
如
く
し
て
、
其そ

の

素そ

行こ
う

の
放
漫
な
る
こ
と
此こ

の
如ご

と

き
は
、
如い

何か
ん

と
い
ふ
も
の
あ
れ
ど
も
、
彼か

れ

余あ
ま

り
に

憂ゆ
う

世せ
い

の
念
に
切
に
し
て
、
一
身
の
瑣さ

事じ

を
顧こ

慮り
ょ

す
る
の
遑

い
と
ま

な
か
り
し
な
り
、
且か

つ

偽
善
を
憎に

く

み
　
天て

ん

真し
ん

を
愛
す
る
彼
の
本

松井松翁の談話筆記「ルーソーの碑」を掲載した『東京日々新聞』（明治45・6・29付）
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領
は

　
遺
憾
な
く
そ
の
行
事
に
顕あ

ら

は
れ
、
却

か
え
っ

て
後
世
識
者
の
崇
敬
を
享う

け

る
に
至い

た

れ
り
。

ル
ソ
ー
の
作
物
は

　
ヂ
ジ
ョ
ン
翰
林
院
の
懸
賞
に
応お

う

じ
た
る
、
学
芸
論
と
不
平
等
論
あ
り
、
一
世
を
風ふ

う

靡び

し
て
革
命
の
経け

い

典て
ん

と
な
り
た
る
『
民
約
論
』
あ
り
、
其そ

の

晩
作
『
懺ざ

ん

悔げ

記き

』
は

　
死
後
始は

じ
めて

世
に
出
で
全
欧
の
紙
価
を
貴た

か
ら
し
め
た
り
、
小
説
に
は
ジ
ュ
リ
ー
あ
り
、
脚
本
に
は
ナ
ル
シ
ー
ス
あ
り
、
其
他
余
が
未
読
の
書
亦ま

た

多
し
と
雖

い
え
ど

も
、
彼
一
代
の

傑
作
と
し
て
は
特
に
エ
ミ
ー
ル
（
教
育
論
）
を
推お

す
。

「
ル
ソ
ー
と
其
の
立
論
」
は
、
誕
生
・
漂
浪
・
上
京
・
妻
帯
・
初
登
場
・
独
立
・
迫
害
・
性
行
・
著
述
・
自
由
民
権
説
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

か
れ
の
著
述
の
特
徴
と
議
論
の
組
み
立
て
方
、
そ
の
著
作
を
読
む
に
あ
た
っ
て
の
注
意
点
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

▲
ル
ソ
ー
の
著
述

4

4

4

4

4

4

　
ル
ソ
ー
の
総す

べ

て
の
立
論
は

　
社
会
に
重お

も

き
を
置お

い
て
居い

な
い
。
何い

時つ

も
自
己
よ
り
打
算
し
て
る
、
故ゆ

え

に
其そ

の
著
書
を
読
む
に
当
つ
て
も

　
先ま

づ
彼
れ
の
偽ぎ

人じ
ん

、

性
行
を
研
究
し
て
か
ら
で
な
い
と
余よ

程ほ
ど

危
険
で
あ
る
、
い
き
な
り
其そ

の
著
書
を
読
ん
で

　
如い

何か

に
も
愉
快
な
も
の
で
あ
る
、
か
く
あ
る
べ
し
な
ど
の
考
へ
を
持
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
彼

れ
の
文
字
は
彼
の
境
遇
が
生
ん
だ
の
で
あ
つ
て
、
秩
序
あ
る
国
家
に
は
容い

れ
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
。

「
畸
偉
人
ル
ソ
ー
」
は
、
文
明
や
専
制
政
治
を
の
ろ
い
、
自
由
民
権
を
主
張
し
、
開
発
主
義
の
教
育
論
を
唱
導
し
、
赤
裸
々
に
己
れ
を
告
白
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
八

世
紀
中
葉
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
そ
の
名
を
と
ど
ろ
か
し
た
、
ル
ソ
ー
の
一
風
変
っ
た
生
涯
を
素
描
し
た
も
の
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
は
其そ

の
核
心
に
於お

て
は
理
想
家
で
あ
つ
た
、
然し

か

し
彼
の
理
想
家
た
る
や
、
純
粋
の
理
智
や
想
像
の
み
に
よ
つ
て
動
か
さ
れ
ず
に
、
其
の
夢
想
と
幻
影
と
は
、
い
つ
も
感
覚

性
を
土
台
と
し
て
働
ら
い
て
居
た
。
従
つ
て
彼
を
思
考
家
と
見
れ
ば
、
頗

す
こ
ぶ

る
当ま

と

が
外
れ
る
、
彼
の
人
格
は
又
た
凡す

べ

て
矛
盾
を
以も

っ

て
満
た
さ
れ
て
居い

た
。

『
帝
国
文
学
』（
第
一
八
巻
第
七
号
、
大
正
元
・
7
）
に
「
ル
ッ
ソ
オ
の
家
庭
及
其
少
年
時
代
」
が
の
っ
た
が
、
こ
れ
は
表
題
ど
お
り
の
内
容
の
記
事
で
あ
る
。
が
、
ル
ソ

ー
の
病
理
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
父
親
は
酒
の
み
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
で
あ
っ
た
こ
と
。
子
ど
も
時
代
の
ル
ソ
ー
は
健
康
で
あ
っ
た
が
、
か
れ
は

先
天
的
に
膀
胱
が
畸
形
で
あ
っ
た
。
興
味
を
ひ
く
の
は
、
ル
ソ
ー
の
性
欲
の
発
動
に
関
し
て
で
あ
る
。
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か
れ
は
性
的
に
は
早
熟
で
あ
っ
た
。
青
年
の
こ
ろ
性
欲
の
興
奮
に
た
え
ら
れ
ず
、
あ
る
静
か
の

場
所
で
、
通
行
す
る
婦
人
に
じ
ぶ
ん
の
し
り

0

0

を
見
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
か
れ
は
色
情
狂

―
露

出
狂
に
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
新
仏
教
』（
大
正
元
・
8
）
は
、
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
六
月
二
十
八
日

―
、
東
京

都
神
田
美
土
代
町
の
「
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会
館
」
で
開
催
さ
れ
た
「
ル
ソ
ー
記
念
講
演
会
」
に
お

け
る
三み

宅や
け

雪せ
つ

嶺れ
い

（
一
八
六
〇
～
一
九
四
五
、
明
治
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
評
論
家
）
の
講
演
の

大
要
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
題
し
て
「
仏
国
革
命
の
点
火
者
ル
ソ
ー
」
と
い
う
。
三
宅
が
ル

ソ
ー
に
つ
い
て
語
っ
た
話
の
骨
子
は

―
、
一

　
誕
生
二
百
年
記
念
、
二

　
死
後
の
ル
ソ
ー
、
三

　『
民
約
論
』
と
憲
法
制
定
、
四

　
教
育
改
革
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
、
五

　
赤
裸
々
主
義
、
六

　

自
由
党
と
改
進
党
、
七

　
人
物
の
評
価
な
ど
で
あ
る
。

席
上
、
三
宅
は
開
口
い
ち
ば
ん
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
を
し
た
の
ち
、
つ
ま
ら
な
い
人
物
と
し
て
の
ル
ソ
ー
の
偉
ら
さ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
め
く
く
っ
た
。

今
日
（
六
月
二
十
八
日
）
は
ル
ソ
ー
の
誕
生
記
念
日
で
あ
る
。
而し

か

も
二
人
の
ル
ソ
ー
の
記
念
日
で
あ
る
。
一
人
は
ジ
ャ
ン
、
ジ
ャ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
の
記
念
日
、
他
の
一
人
は
画え

書か
き

き
と
し
て
の
ル
ソ
ー
の
記
念
日
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
、
ジ
ャ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
に
就つ

い

て
は

　
縦た

と
い令

世
に
如い

何か

な
る
議ぎ

論ろ
ん

が
あ
る
に
し
て
も
、
兎と

に
角か

く

彼
の
如
き
歴
史
的
人
物
を
記
念
す
る

の
は
当
然
で
あ
る
。
唐か

ら

金か
ね

（
青
銅
）
の
腐く

さ

つ
た
の
を
高こ

う

麗ら
い

焼や
き

だ
な
と
云い

つ
て

　
骨
董
を
イ
ジ
繰あ

や

つ
て
日
を
送
つ
て
居
る
に
は
勝ま

さ

つ
て
居
る
。
今こ

ん

日に
ち

は
如い

何か

な
る
時
代
で
あ
る
か
、
毎

日
朝
夕
に
米
の
相
場
が
上
つ
た
り
下
つ
た
り
し
て

　
大
騒
ぎ
を
し
て
居い

る
で
は
無な

い
か
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

世
に
偉え

ら

い
と
云い

ふ
の
は

　
一い

っ

体た
い

何ど

う
云
ふ
者
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
六む

つ
か
し
い
事
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
ツ
マ
ら
ん
人
間
で
あ
る
と
し
て
も
、
歴
史
上
ル
ソ
ー
程
の
影
響
を
後の

ち

の
社

会
に
及
ぼ
し
た
者
が
あ
る
か
…
無
い
か
。
ル
ソ
ー
よ
り
も
モ
ッ
ト
、
ツ
マ
ら
ん
人
間
で
も
今
日
記
念
会
な
ど
を
や
る
者
が
幾
ら
も
あ
る
。
下く

だ

ら
ん
と
云い

つ
て
も
、
さ
う
ツ
マ
ら
ん
の

で
無
い
か
も
知
れ
ん
、
仏
教
の
方
で
は
因い

ん

果が

と
云い

ふ
事こ

と

を
云
ふ
、
因

ち
な
み

に
縁
が
加
つ
て
果か

を
生
ず
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
ル
ソ
ー
が
ツ
マ
ら
無
く
つ
て
も
、
縁
が
加
れ
ば
非
常
な
革

命
な
ど
が
起
る
の
で
あ
る
。

エ
ラ
く
な
ら
無な

い
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
ル
ソ
ー
が
危
険
で
あ
る
か
、
プ
ル
タ
ー
ク
が
危
険
で
あ
る
か
、
ツ
マ
ら
ん
と
か
ツ
マ
ら
な
い
と
か
は

　
後の

ち

の
判
断
に
依よ

る
の
で
あ
る
、

三宅雪嶺
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尤も
っ
とも

往お
う
お
う々

（
し
ば
し
ば
）
間ま

違ち
が

つ
た
判
断
も
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
伝で

ん

を
読
む
と
、
誰
で
も
ル
ソ
ー
位

く
ら
い

に
は
行
け
さ
う
に
も
思
は
れ
る
。
一
葉
女
史
に
手
紙
を
出
す
位
は
（
樋
口
勘
次
郎

君
の
自
白
に
対
し
て
、
先
生
は
お
人
が
悪
い
）
い
け
さ
う
で
あ
る
。
堺
君
の
書
い
た
も
の
は
余よ

程ほ
ど

え
ら
い
様
で
あ
る
が
、
実
際
逢
つ
て
見
る
と
ツ
マ
ら
ん
男
で
あ
る
。
能よ

く
牢
へ
打

ち
込
ま
れ
た
り
す
る
、
ツ
マ
ら
ん
け
れ
ど
も
、
堺

さ
か
い

君
は
案
外
仕
事
を
す
る
、
何
時
も
護
衛
兵
の
様
に
何
か
ク
ツ
付
い
て
居
る
（
警
察
の
尾
行
0

0

が
つ
い
て
い
る
意

―
引
用
者
）。
大た

い

概が
い

の
者
だ
と
ヘ
タ
ば
つ
て
了し

ま

ふ
、
…
そ
れ
で
斯こ

う
云
ふ
会
を
起
す
の
は
誰
で
あ
る
か
…
、
堺
君
は
是こ

れ

か
ら
大

お
お
い

に
ツ
マ
ラ
無
く
す
る
か
、
そ
れ
と
も
又ま

た

ツ
マ
る
様よ

う

に
な
る
か
、
分わ

か

ら
ん
。

ル
ソ
ー
は
ツ
マ
ら
ん
様
で
あ
る
が
、
彼
れ
だ
け
の
事
を
し
た
の
で
あ
る
。
大
人
物
に
な
る
が
エ
ラ
い
の
か
、
何
う
か
、
何
も
知
れ
な
い
者
で
エ
ラ
い
人
物
が
あ
る
か
も
知
ら
ん
。

同
誌
に
は
、
も
う
一
つ
「
ル
ソ
ー
と
ニ
イ
チ
エ
」
と
い
う
小
論
が
載
っ
て
い
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ニ
ー
チ
ェ
（
一
八
四
四
～
一
九
〇
〇
、
ド
イ
ツ
の

哲
学
者
）
は
、
十
九
世
紀
の
ル
ソ
ー
と
評
さ
れ
る
と
い
う
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
と
、
人
に
と
っ
て
「
宇
宙
」
を
第
一
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
、「
我
」
も
ま
た
最
大

の
存
在
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
は
宇
宙
の
主
人
公
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
人
＝
主
人
主
義
は
、
ル
ソ
ー
の
民
約
論
の
中
心
思
想
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ

れ
は
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
中
心
思
想
で
あ
る
と
い
う
。

『
コ
ン
ト
ラ
、
ソ
シ
ャ
ル
』（
ル
ソ
ー
の
『
民
約
論
』）
に
曰い

ふ
、
各
個
人
は
彼
れ
自
身
に
絶
対
の
主
人
公
で
あ
る
。
彼
れ
に
取
り
て
正
当
の
法
律
と
云
ふ
は

　
唯た

だ

彼
の
個
人
の
意

志
の
み
で
あ
る
。
彼
れ
に
し
て
承
諾
せ
ず
ん
ば

　
彼
れ
の
上
に
一
切
の
威い

権け
ん

（
威
光
と
権
力
）
を
加
へ
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
と
、
即

す
な
わ

ち
是
『
人ひ

と

の
我わ

れ

』
を
宇
宙
第
一
の
存
在
と
見

て
を
る
こ
と
が
明
か
で
あ
ら
う
。

ニ
イ
チ
エ
は
『
ツ
ア
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
に
語
ら
し
め
て
曰
ふ
、
我わ

れ

は
宇
宙
第
一
の
存
在
で
あ
る
。
宇
宙
に
於
て

　
我
ほ
ど
大
い
な
る
勢
力
を
有
す
る
も
の
が
あ
ら
う
乎や

。
我
が
意
志

（
即

す
な
わ

ち
勢
力
意
志
）
は

　
吾
人
の
最
大
の
存
在
で
あ
る
と
、
ニ
イ
チ
エ
が
十
九
世
紀
の
ル
ー
ソ
ー
と
評
せ
ら
る
ゝ
所ゆ

え
ん以

の
一

ひ
と
つ

は
茲こ

こ

に
あ
る
。

吉
田
熊く

ま

次じ

（
一
八
七
四
～
一
九
六
四
、
明
治
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
教
育
学
者
）
は
、
山
形
県
の
ひ
と
で
あ
る
。
教
育
の
目
的
は
、
社
会
的
人
物
の
育
成
に
あ
る
、
と

主
唱
し
た
。『
東
亜
之
光
』（
大
正
元
・
8
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
ル
ソ
ー
の
教
育
主
義
の
源げ

ん

由ゆ
う

」
は
、
吉
田
が
ル
ソ
ー
の
教
育
思
想
の
由
来
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
約
言
す
れ
ば
、
ル
ソ
ー
の
教
育
思
想
の
み
な
も
と
は
、
か
れ
の
人
格
の
反
映
だ
と
い
う
。
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彼
は
彼
自
身
、
極
端
な
る
我わ

が

儘ま
ま

者も
の

で
あ
り
、
勝
手
気き

侭ま
ま

な
る
人
物
で
あ
つ
た
。
故ゆ

え

に
彼
の
理
想
は
、
自
己
の
気
侭
を
通
す
に
在
る
。
彼
の
性
格
は
個
人
主
義
を
主
張
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
彼
は
、
自
己
の
感
情
の
満
足
を
措お

い
て
、
尊

た
っ
と

ぶ
べ
き
も
の
あ
る
こ
と
を
理
解
し
得え

ざ
る
人
物
で
あ
る
。
彼
は
、
何
事
に
拘

か
か
わ

ら
ず

　
自
己
の
欲
す
る
所
を
行
つ
て
、
何
等
の
制せ

い

肘ち
ゅ
う（

干
渉
）
を
も
、
他
よ
り
受
け
ざ
ら
ん
こ
と
を
欲
せ
し
が
故ゆ

え

に
、
お
の
づ
か
ら
自
然
主
義
を
主
張
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
又ま

た

同
様
の
理
由
に
基

も
と
づ

い
て
、
自
由
主
義
を
主
張
せ
ざ
る
を

得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
斯か

く
考
へ
来
れ
ば
、
ル
ソ
ー
の
教
育
思
想
の
源
由
は
、
一
に
彼
の
性
格
に
在
り
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
の
性
格
は
、
先
天
的
条
件
（
遺
伝
関
係
）
と
後
天
的
条
件
（
境
遇
お
よ
び
教
育
）
に
つ
く
ら
れ
た
、
と
説
い
て
い
る
。

同
誌
に
は
、
も
う
一
つ
「
文
学
者
と
し
て
の
ル
ッ
ソ
―
」
と
い
う
小
論
が
載
っ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
生
誕
二
百
年
に
あ
た
る
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
の
文
壇
は
、
か

れ
に
つ
い
て
の
議
論
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
ル
ソ
ー
を
政
論
家
、
教
育
者
と
し
て
観
察
す
る
傾
向
が
つ
よ
く
、
文
学
者
と
し
て
見
た
も
の
は
少
な

い
と
い
う
。

記
者
（
浅
野
利
三
郎
）
は
、
ま
ず
ル
ソ
ー
の
学
説
に
お
け
る
文
学
に
関
係
あ
る
部
分
の
大
要
を
の
べ
、
つ
い
で
そ
の
ロ
ー
マ
ン
主
義
（
隣
国
ド
イ
ツ
に
お
い
て
発
表
し

た
）
と
の
関
係
を
論
じ
た
。

ル
ッ
ソ
ー
は
単
純
な
る
政
論
家
ま
た
は
教
育
学
者
の
み
で
な
く
し
て
、
強
烈
深
遠
な
る
理
想
を
具そ

な

へ
た
文
学
者
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
そ
の
学
説
及
び
思
想
は

　
直
ち
に
文
芸
上
の

浪
漫
主
義
と
な
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
か
れ
の
学
説
の
一
世
を
風ふ

う

靡び

し
た
の
も
、
ま
た
こ
の
文
学
者
的
素
質
の
与あ

ず

つ
て
大
な
る
効
果
を
有
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
を
得
な
い
の
で

あ
る
。

そ
れ
ま
で
わ
が
国
で
発
表
に
な
っ
た
ル
ソ
ー
の
『
告
白
』
は
、
抄
訳
と
か
大
要
の
紹
介
で
あ
っ
た
が
、
は
じ
め
て
同
書
の
完
訳
が
刊
行
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
広
告
が

『
東
京
日
々
新
聞
』（
大
正
元
・
9
・
27
付
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
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『東京日々新聞』（大正元・9・27付）に掲載された石川戯庵
訳『ルツソオ懺悔録』の広告。

同
紙
は
そ
の
三
日
後
（
大
正
元
・
9
・
30
）、
こ
ん
ど
は
ル
ソ
ー
の
肖
像
を
入
れ
て
、
ふ
た
た
び
広
告
を
の
せ
た
。

『東京日々新聞』（大正元・9・30
付）に再掲載された石川戯庵訳

『ルツソオ懺悔録』の広告。
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広
告
文
に
よ
る
と
、
世
界
近
代
の
思
想
は
、
直
接
間
接
に
ル
ソ
ー
の
洗
礼
を
う
け
て
い
る
と
い
う
。
ル
ソ
ー
は
い
っ
さ
い
の
覊き

絆は
ん

束そ
く

縛ば
く

を
脱
し
て
、
自
由
に
考
え
、
自
由

に
行
動
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
た
。
本
書
は
ル
ソ
ー
の
自
由
奔
放
な
る
思
索
の
あ
と
を
赤
裸
々
に
告
白
し
た
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
自
分
の
影

を
発
見
す
る
。
世
の
精
神
的
に
病
む
ひ
と
、
迷
う
ひ
と
、
解
放
や
新
し
い
生
活
を
望
む
ひ
と
は
、
本
書
に
よ
っ
て
そ
の
針
路
を
定
め
よ
、
と
あ
る
。

訳
者
の
石
川
弘ひ

ろ
し（

戯ぎ

庵あ
ん

）（
生
没
年
不
詳
）
は
、
和
歌
山
の
ひ
と
で
あ
る
。
の
ち
に
新
宮
高
等
女
学
校
の
校
長
に
な
っ
た
。
明
治
三
十
四
、
五
年
（
一
九
〇
二
、
一
九
〇

三
）
年
ご
ろ
、
東
京
高
等
師
範
学
校
の
地
歴
科
を
出
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
（
一
八
二
五
～
一
九
一
〇
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
）
の
薫
陶
を
う
け
た
午
込
矢
来

町
に
住
む
杉
田
義
雄
の
塾
で
ま
な
ん
だ
。
こ
の
杉
田
と
い
う
先
生
は
、
生
涯
の
大
部
分
を
一
介
の
講
師
と
し
て
す
ご
し
、
一
高
、
外
国
語
学
校
、
学
習
院
な
ど
で
教
鞭
を
と

っ
た
（
佐
藤
良
雄
「
ル
ソ
ー
と
石
川
戯
庵
」『
社
会
学
論
叢

―
Ｊ
・
Ｊ
・
ル
ソ
ー
生
誕
二
五
〇
年
記
念
特
集
号
』
所
収
、
昭
和
37
・
12
）。

『
ル
ッ
ソ
オ
懺
悔
録
』（
大
日
本
図
書
株
式
会
社
、
大
正
元
・
9
）
は
、「
前
篇
」
と
「
後
篇
」
か
ら
成
る
二
巻
本
で
あ
る
。「
訳
者
例
言
」
に
よ
る
と
、
原
書
（
仏
文
）
の

ほ
か
、
英
独
の
翻
訳
を
参
照
し
て
訳
し
た
と
い
う
。
訳
稿
を
二
度
も
改
め
、
五
年
の
歳
月
を
費
し
て
完
成
し
た
。「
前
篇
」
に
は
、
上
田
敏
、
森
林
太
郎
ら
が

　「
序
文
」
を

寄
せ
て
い
る
。

上
田
敏
の
序
文
の
冒
頭
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ジ
ァ
ン
・
ジ
ァ
ッ
ク
・
ル
ッ
ソ
オ
は
近
代
思
想
の
一
大
源
泉
で
あ
る
。
政
治
、
道
徳
、
文
芸
、
其そ

の

他た

現
代
文
明
の
各
方
面
に
深
大
な
る
感
化
を
与あ

た

へ
て
、
今
な
ほ
其そ

の

余
響
を
曳ひ

い

て
ゐ
る
こ
と
は
、
隠
れ
も
な
い
事
実
で
あ
つ
て
、
東
洋
諸
国
の
覚か

く

醒せ
い

に
つ
い
て
も
、
こ
の
天
才
の
思
想
が
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
動
機
を
供
給
し
た
こ
と
は
、
後
世
の
史
家
が
必
ら
ず

注
意
す
る
所
で
あ
ら
う
。

而し
こ
うし

て
か
れ
一
生
の
述
作
い
づ
れ
も
皆
世
界
の
人
心
に
影
響
し
て
ゐ
る
が
、
就

な
か
ん
ず
く中

、
こ
の
「
懺
悔
録
」
は
天
下
の
一
大
奇
書
、
近
世
文
学
の
名
著
で
あ
つ
て
、「
新
エ
ロ
イ
ズ
」

よ
り
も
「
民
約
論
」
よ
り
も
「
エ
ミ
イ
ル
」
よ
り
も
、
永
く
百
代
に
愛
読
せ
ら
る
可べ

き
文
字
で
あ
る
。
時と

き

恰あ
た
かも

ル
ッ
ソ
オ
生
誕
二
百
年
に
際
し
、
石
川
君
が
仏
蘭
西
の
原
文
よ
り
、

寸す
ん

毫ご
う

の
省

し
ょ
う

略り
ゃ
くも

無
く
、
こ
の
名
著
を
国
語
に
翻
訳
し
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
明
治
文
壇
の
一
大
事
業
で
あ
る
と
い
ふ
も
過
言
で
は
無
い
。

森
鷗
外
も
か
っ
て
ル
ソ
ー
の
『
懺
悔
録
』（『
告
白
』）
の
一
部
を
訳
し
、
そ
れ
を
森
田
思
軒
が
計
画
し
た
『
訳
府
』
と
い
う
雑
誌
の
初
号
に
の
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
雑
誌
は
世
に
出
な
か
っ
た
か
ら
原
稿
も
返
っ
て
き
た
と
い
う
。
こ
ん
に
ち
ま
で
同
書
の
鈔
訳
本
や
摘
訳
が
雑
誌
に
の
せ
ら
れ
て
き
た
が
、
ど
れ
も
み
な
取
り
立
て
て
い

う
ほ
ど
の
も
の
で
な
い
と
い
う
。
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し
か
し
、
石
川
訳
は
唯
一
の
完
本
で
あ
り
、
推
賞
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
鷗
外
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

私
は
此こ

の

本ほ
ん

が
世
間
に
出
て

　
多
く
真し

ん

摯し

な
る
読
者
を
誘さ

そ

ふ
こ
と
を
願
ふ
も
の
で
あ
る
。
俗ぞ

く

論ろ
ん

が
或
は
こ
れ
を
危
険
な
書
だ
と
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
併し

か

し
ル
ッ
ソ
オ
の
書
が
危
険

な
ら
、
カ
ン
ト
の
書
も
危
険
で
あ
ら
う
。
さ
う
な
る
と
新
し
い
文
芸
も
新
し
い
哲
学
も
一
切
排は

い

斥じ
ょ

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
そ
ん
な
俗
論
を
憚

は
ば
か

つ
て
（
お
そ
れ
て
）
ゐ
る
こ
と

は
出
来
な
い
。

石
川
訳
の
冒
頭
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
で
は
じ
ま
る
。
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『
芸
文
』（
京
都
文
学
会
、
大
正
元
・
11
）
に
、「
誤

あ
や
ま

ら
れ
た
る
ル
ソ
ウ
」（
細
田
枯こ

萍へ
い

筆
）
と
い
う
小
論
が
掲
載
さ
れ
た
。
ル
ソ
ー
は
た
し
か
に
偉
大
な
思
想
家
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
が
、
一
個
人
と
し
て
見
た
と
き
、
い
ま
わ
し
い
人
間
、
背
徳
者
、
二
重
人
格
者
、
狂
言
者
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
人
間
性
ゆ
え
に
、
か
れ
は
人
か
ら
そ
し

ら
れ
、
悪
口
を
言
い
ふ
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
に
た
い
し
て
は
き
誉
半
ば
す
る
の
で
あ
る
が
、
記
者
に
よ
る
と
、
ル
ソ
ー
の
欠
点
を
知
っ
た
う
え
で
、
か
れ
の
一
生

を
考
え
た
と
き
、
れ
ん
び
ん
の
情
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
。

△ J

ジ
ャ
ン

ean J

ジ

ャ

ッ

ク

acques R

ル

ソ

ー
ousseau 

が
一
個
人
と
し
て
は
、
極き

わ

め
て
厭い

と

う
べ
き
性
格
の
人
で
あ
つ
た
と
云い

ふ
事こ

と

は
、
久

ひ
さ
し

い
以
前
か
ら
の
問
題
で
あ
つ
た
。
つ
ま
り
彼
は
思
想
家
と
し
て

は
、
一
代
に
卓
越
し
た
巨
人
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
其そ

の

私
生
活
に
於お

い

て
は
人
と
し
て
凡す

べ

の
悪
徳
を
盡つ

し
た
、
極
め
て
忌い

む
べ
き
道
徳
上
の
不
具
者
で
あ
つ
た
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

一
　
中
江
兆
民
と
フ
ラ
ン
ス
。

兆
民
は
、
大
蔵
卿
・
大
久
保
利
通
（
一
八
三
〇
～
七
八
）
へ
の
直
訴
が
効
あ
っ
て
、「
律
学
（
法
律
）」
修
業
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
れ
は
岩

倉
使
節
団
の
一
行
（
留
学
生
五
九
名
を
ふ
く
む
）
と
と
も
に
、
明
治
四
年
十
一
月
十
二
日
（
一
八
七
一
・
一
二
・
二
三
）
横
浜
を
出
帆
し
、
十
二
月
六
日
（
一
八
七
二
・

一
・
一
五
）
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
到
着
し
た
。
こ
こ
で
か
れ
は
全
権
一
行
と
別
れ
る
と
、
大
雪
の
な
か
を
大
陸
横
断
鉄
道
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
目
ざ
し
、
や
が
て

ア
メ
リ
カ
最
大
の
こ
の
都
市
か
ら

　
海
路
大
西
洋
を
渡
り
フ
ラ
ン
ス
に
む
か
っ
た
。

兆
民
が
パ
リ
に
到
着
し
た
の
は
、
明
治
五
年
一
月
十
一
日
（
一
八
七
二
・
二
・
一
九
）
の
こ
と
だ
っ
た
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
普
仏
戦
争
に
よ
る
敗
戦
と
労
働
者
に
よ

っ
て
樹
立
し
た
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
革
命
政
府
（
一
八
七
一
年
三
月
一
八
日
～
五
月
二
十
八
日
ま
で
つ
づ
い
た
）
に
よ
る
内
乱
と
に
よ
っ
て
荒
れ
は
て
て
い
た
。
兆
民
が

フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
し
た
の
は
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
四
月
二
十
六
日
ま
で
の
二
年
数
ヵ
月
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
い
ま
も
か
れ
の
フ
ラ
ン
ス
時
代
の
動
向
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
幸
徳
秋
水
（
一
八
七
一
～
一
九
一
一
、
明
治
期
の
社
会
主
義
者
）
は
、

師
事
す
る
兆
民
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
の
こ
と
を
く
わ
し
く
聞
い
て
お
か
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
。
兆
民
は
フ
ラ
ン
ス
滞
在
中
、
お
も
に
パ
リ
と
リ
ヨ
ン
で
く
ら
し

た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

パ
リ
に
い
た
の
は
、
明
治
五
年
一
月
か
ら
六
月
ご
ろ
ま
で
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
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パ
リ
に
お
け
る
住
所
と
し
ば
ら
く
通
っ
た
で
あ
ろ
う
私
塾
名
は
、
入
江
文ぶ

ん

郎ろ
う

（
一
八
三
四
～
七
八
、
幕
末
・
維
新
期
の
フ
ラ
ン
ス
語
学
者
。
明
治
四
年
政
府
に
よ
っ
て
フ

ラ
ン
ス
に
派
遣
さ
れ
た
）
が
筆
録
し
た
、
パ
リ
在
住
の
留
学
生
名
簿
に
よ
っ
て
判
明
し
て
い
る
。

私
塾
名
…
…
…
「
ロ
ゥ
ッ
ス
塾
」（I ア

ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ス
イ
ヨ
ン

nstitution R

ロ
ウ
ッ
ス

eusse

）

住
所
…
…
…
…
カ
ル
デ
ィ
ナ
ー
ル
・
ル
・
モ
ワ
ー
ヌ
街
（R

ue du C
ardinal le M

oine

）
番
地
は
不
明
。

注
・
田
中
貞
夫
著
『
幕
末
明
治
初
期

　
フ
ラ
ン
ス
学
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
昭
和
63
・
10
、
四
六
三
～
四
六
四
頁
を
参
照
）。

カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
・
ル
・
モ
ワ
ー
ヌ
街
は
、
パ
リ
の
第
五
区

―
学
生
街
に
あ
る
。

兆
民
が
こ
の
学
校
で
学
ん
だ
の
は
、
お
そ
ら
く
刑
法
学
と
普
通
学
（
語
学
お
よ
び
一
般
の
教
科
）
で
あ
り
、
パ
レ
ー
と
い
う
名
の
教
師
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
、

入
江
名
簿
）。
し
か
し
、
こ
の
ロ
ゥ
ッ
ス
塾
で
数
ヵ
月
か
半
年
ほ
ど
身
を
入
れ
て
勉
強
し
た
と
い
う
よ
り
、
高
論
放
談（

24
）の

ほ
う
で
あ
っ
た
、
と
い
う
か
ら
、
授
業
は
そ
こ
そ

こ
に
し
て
、
留
学
生
な
か
ま
と
盛
ん
に
説
論
し
た
り
、
放
言
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

か
れ
は
ひ
ま
が
あ
る
と
各
種
の
フ
ラ
ン
ス
の
新
聞
や
雑
誌
に
目
を
通
し
た
り
、
書
店
に
入
り
、
書
物
を
あ
さ
っ
た
り
、
知
り
あ
い
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
と
カ
フ
ェ
で
話

を
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
語
学
力
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
と
い
え
ず
、
少
な
か
ら
ず
苦
労
し
た
で
あ
ろ
う
。

の
ち
に
か
れ
は
フ
ラ
ン
ス
中
東
部
の
町
リ
ヨ
ン
に
移
っ
た
が
、
い
つ
、
い
か
な
る
つ
て
に
よ
り
、

何
の
た
め
に
移
動
し
た
の
か
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
当
時
、
リ
ヨ
ン
に
お
い
て
万
国
博
覧
会
が
開
催

さ
れ
た
か
ら（

25
）、

そ
の
こ
と
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
れ
は
い
っ
た
い
リ
ヨ

ン
の
ど
こ
に
下
宿
し
た
の
か
、
ま
た
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
研
鑽
を
積
ん
だ
の
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
。

し
か
し
、
い
っ
と
き
町
の
小
学
校
に
入
学
し
、
勉
強
し
よ
う
と
し
た
が
、
学
童
が
あ
ま
り
に
も
さ
わ

が
し
い
の
で
堪
え
ら
れ
ず
、
逃
げ
だ
し
た
よ
う
で
あ
る
。

や
が
て
当
地
の
「
某ぼ

う

状
じ
ょ
う

師し

（
あ
る
弁
護
士
）」
に
師
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
新
た
な
教
師
は
、

Ｊ
・
Ｂ
・
パ
レ
ー
と
い
う
名
の
弁
護
士
で
あ
っ
た
が
、
同
人
か
ら
具
体
的
に
何
を
ま
な
ん
だ
か
も
判

フランスに留学したころの中江兆民
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明
し
て
い
な
い
。
兆
民
が
留
学
生
と
し
て
本
来
専
攻
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
“
刑
法
学
”
で
あ
る
が
、
こ
っ
ち
の
方
の
研
究
は
そ
っ
ち
の
け
に
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
哲
学
・
史

学
・
文
学
の
勉
強
を
し
た
よ
う
で
あ
る
（
幸
徳
秋
水
著
『
兆
民
先
生
』
博
文
館
、
明
治
35
・
5
）。

兆
民
は
リ
ヨ
ン
滞
在
中
に
、
友
人
や
知
人
の
送
迎
や
避
暑
の
た
め
に
お
も
む
い
た
可
能
性
が
あ
る
土
地
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
所
で
あ
る
（
松
永
昌
三
著
『
中
江
兆
民
評
伝
』

（
岩
波
書
店
、
平
成
5
・
5
））。

グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
（
フ
ラ
ン
ス
南
東
部
の
古
都
）

マ
ル
セ
ー
ユ

　 

（
フ
ラ
ン
ス
地
中
海
岸
の
港
町
）

ル
ア
ー
ブ
ル

　 

（
フ
ラ
ン
ス
北
部

―
セ
ー
ヌ
河
口
の
港
町
）

か
れ
は
ま
た
リ
ヨ
ン
の
工
場
（
絹
織
物
の
工
場
か
？
）
を
見
学
に
訪
れ
た
よ
う
だ
し
、
そ
の
時
期
は
わ
か
ら
ぬ
が
一
週
間
ほ
ど
ロ
ン
ド
ン
に
滞
在
し
、
旧
知
の
馬
場
辰た

つ

猪い

（
一
八
五
〇
～
八
八
、
明
治
前
期
の
自
由
民
権
家
）
の
下
宿
（
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
街
）
を
た
ず
ね
る
と
、
そ
こ
に
泊
め
て
も
ら
っ
て
、
ハ
イ
ド
パ
ー
ク
、
劇
場
、
英

ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ国

図ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

書
館
な
ど
を
見
物
を
し
た
。

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
十
二
月
、
文
部
省
は
留
学
生
に
帰
国
命
令
を
布
達
し
、
翌
年
四
月
末
日
ま
で
帰
途
に
つ
く
よ
う
命
じ
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
四
月
二
十

六
日
―
兆
民
は
マ
ル
セ
ー
ユ
よ
り
「
イ
ラ
ワ
ジ
号
」
に
乗
船
し
、
地
中
海
、
ス
エ
ズ
運
河
、
紅
海
を
通
り
、
ゴ
ー
ル
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
サ
イ
ゴ
ン
を
経

て
、
同
年
六
月
九
日
「
マ
ン
ザ
レ
ー
」
号
で
横
浜
に
到
着
し
た（

26
）。

兆
民
は
い
っ
た
い
二
年
四
ヵ
月
ほ
ど
の
あ
い
だ
、
フ
ラ
ン
ス
で
何
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
々
無
為
に
す
ご
し
て
い
た
と
は
思
い
た
く
な
い
が
、
留
学
の
成
果
は

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
れ
は
フ
ラ
ン
ス
滞
在
中
に
い
か
な
る
書
物
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
ら
を
読
み
、
ま
た
日
本
に
持
ち
帰
っ
た
の
か
。
ま
た
ル
ソ
ー
と
の
か
か
わ
り
で
い
え
ば
、
か
れ
は
い
つ

ル
ソ
ー
の
名
を
知
り
、
そ
の
著
書
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
し
か
し
、
こ
の
二
人
の
接
点
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
文
献
的
資
料
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

兆
民
が
フ
ラ
ン
ス
時
代
に
交
遊
し
た
日
本
人
の
一
人
に
、
西
園
寺
公き

ん

望も
ち

（
一
八
四
九
～
一
九
四
〇
、
明
治
か
ら
昭
和
期
の
政
治
家
、
公
爵
）
が
い
る
。
西
園
寺
が
パ
リ
に

到
着
し
た
の
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
三
月
中
旬
ご
ろ（

27
）で

あ
り
、
パ
リ
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
党
（
反
乱
軍
）
が
自
治
政
府
を
つ
く
っ
た
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
惨
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烈
を
き
わ
め
る
戦
い
や
、
捕
虜
に
な
っ
た
労
働
者
ら
が
銃
殺
さ
れ
る
光
景
を
目
撃
し
た
。
ま
た
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
首
領
は
、
政
府
軍
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
よ
り
パ
リ
に
攻
め
込
む

と
聞
く
と
、
パ
リ
市
民
を
強
迫
し
て
、
市
街
に
バ
リ
ケ
ー
ド
（
道
路
舗
装
用
の
石
や
酒
タ
ル
そ
の
他
の
障
害
物
を
も
っ
て
つ
く
っ
た
胸
壁
）
を
築
い
た
。
官
軍
と
交
戦
す
る

戦
場
は
、
西
園
寺
に
と
っ
て
関
心
を
そ
そ
っ
て
や
ま
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
同
学
の
士
と
と
も
に
何
度
も
見
物
に
出
か
け
た
が
、
日
本
人
の
中
に
は
バ
リ
ケ
ー
ド
造
り
を

手
助
う
者
も
い
た
（
西
園
寺
談
「
邦
人
某
パ
リ
に
胸
壁
を
築
く
」）。
や
が
て
西
園
寺
は
、
ベ
ル
ギ
ー
貴
族
モ
ン
ブ
ラ
ン
伯
や
前
田
正ま

さ

名な

（
一
八
五
〇
～
一
九
二
一
、
薩
摩
士

族
、
明
治
期
の
官
僚
、
の
ち
元
老
院
議
官
）
の
世
話
で
、
ド
ュ
・
バ
ッ
ク
街
の
私
塾
（
名
称
不
詳
）
や
ミ
ル
マ
ン
の
私
塾（

28
）、Institution M

arc

（
マ
ー
ル
塾
）
を
経
て
、

法
律
学
者
エ
ミ
ー
ル
・
ア
コ
ラ
ー
ス
（
一
八
二
六
～
一
八
九
一
、
フ
ラ
ン
ス
中
部
ア
ン
ド
ル
の
出
身
、
急
進
的
政
治
思
想
家
・
自
由
主
義
者
、
の
ち
自
殺
）
の
門
に
学
ん
だ
。

最
初
の
下
宿
は
、
バ
テ
ィ
ニ
ョ
ル
、
ダ
ム
街
五
十
三
番
地
で
あ
っ
た
。
ア
コ
ー
ラ
ス
は
自
宅
（
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
街
三
四
番
地（

29
））

で
法
学
を
教
え
て
い
た
。
西
園
寺
は
大
学
に

入
る
下
け
い
こ
の
つ
も
り
で
、
ア
コ
ラ
ー
ス
に
つ
い
て
法
律
を
学
び
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
末
ご
ろ（

30
）、

パ
リ
大
学
に
入
っ
て
か
ら
も
ア
コ
ラ
ー
ス
の
も
と
に
通
っ
た（

31
）。

兆
民
の
ば
あ
い
は
、
ア
コ
ラ
ー
ス
の
私
塾
に
通
っ
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
し
、
そ
の
著
述
に
お
い
て
三
ヶ
所
ほ
ど
ア
コ
ラ
ー
ス
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
ば

は
ひ
や
や
か
な
も
の
で
、
師
に
対
す
る
深
い
敬
愛
を
表
わ
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ア
コ
ラ
ー
ス
の
著
書 Les D

roits du P
euple, Philosophie de la science politique 

…

A
. M

aresco aine, Libraire-éditeur, Paris,1877 (?)
（『
人
民
の
諸
権
利

―
政
治
学
の
原
理
』）
を
訳
し
た
も
の
が
、
酒
井
雄
三
郎
、
白
石
時
康
共
訳
『
政
理
新
論
』

（
発
兌
元

　
日
新
閣
、
明
治
17
・
4
）
で
あ
る
が
、
西
園
寺
公
望
が
「
序
」
を
漢
文
で
書
き
、
中
江
篤
助
（
兆
民
）
が
同
書
を
校
閲
し
て
い
る
。

急進的政治思想家エミール・アコラス

西園寺公望
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政
理
新
論

　
序

法
朗
西
噎エ

ミ
ー
ル

美
爾
先
生
名
亞ア

コ
ー
ラ
ス

哥
刺
。
学
殖
淵え

ん

邃す
い

。（
…
…
）
蓋

け
だ
し

法フ
ラ
ン
ス国

自
二
婁ル

ソ
ー騒

孟
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

得
以
来
。
論
二
政
術
一
者
。
代
不
レ
乏
レ
人
。

フ
ラ
ン
ス
の
エ
ミ
ー
ル
先
生
、
名
は
ア
コ
ラ
ー
ス
と
い
う
。
学
殖
は
静
か
で
奥
深
い
。
思
う
に
フ
ラ
ン
ス
は
、
ル
ソ
ー
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
以
来
、
政
治
の
や
り
方
を
論
ず
る
者
、

代
々
人
に
乏
し
か
ら
ず
…
…
。

原
書
に
は
、
ア
コ
ラ
ー
ス
が
記
し
た
ル
ソ
ー
へ
の
献
辞
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
老
師
ル
ソ
ー
よ
、
汝
よ
り
も
は
る
か
に
思
索
す
る
こ
と
を
学
ん
だ
の
は
、
汝
の
著
作
を
読
む

こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。」（A

 Jean-Jacques, V
ieux m

aître, C

’est en te lisant que j

’ai appris a penser autrem
ent que toi

）
と
い
っ
た
文
章
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
献
辞
（
原
文
で
は
十
四
、
五
行
く
ら
い
の
も
の
）
も
漢
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
西
園
寺
が
訳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
冒
頭
の
漢
訳
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

告
二
先セ

ン

師シ

盧ル
ソ
ー騒

一

予
初
読
二
夫フ

ウ

子シ

書
一
大
有
レ
所
レ
悟
。

い
ま
は
亡
き
ル
ソ
ー
先
生
に
告
ぐ

わ
た
し
は
先
生
の
書
を
は
じ
め
て
読
み
、
大
い
に
啓
発
を
う
け
ま
し
た
。

ア
コ
ラ
ー
ス
は
、
ル
ソ
ー
を
尊
敬
し
て
は
い
た
が
、
そ
の
思
想
の
す
べ
て
を
信
奉
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ル
ソ
ー
は
神
を
信
じ
て
い
た
が
、
ア
コ
ラ
ー
ス
は
無
神
論

者
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
は
民
権
を
信
じ
て
い
た
が
、
ア
コ
ラ
ー
ス
は
そ
れ
を
否
定
し
た
。
ル
ソ
ー
は
人
民
の
主
権
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
ア
コ
ラ
ー
ス
は
そ
れ
に

反
ぱ
く
し
た
。
ル
ソ
ー
は
所
有
権
を
非
難
し
た
が
、
ア
コ
ラ
ー
ス
は
そ
れ
を
擁
護
し
た
。
両
者
の
違
い
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
あ
っ
た
。

け
れ
ど
ア
コ
ラ
ー
ス
は
、
ル
ソ
ー
の
特
異
な
点
を
み
と
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
ル
ソ
ー
は
思
想
を
愛
し
た
こ
と
。
連
帯
の
唱
道
者
で
あ
っ
た
こ
と
。
正
義
を
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兆
民
が
い
た
リ
ヨ
ン
は
、
共
和
派
色
が
つ
よ
い
土
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
か
れ
が
民
主
主
義
や

共
和
主
義
に
か
ぶ
れ
、
そ
の
思
想
の
信
奉
者
と
な
っ
た
の
は
自
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
か
れ
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
書
物
を
少
な
か
ら
ず
持
ち
帰
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
中
に
は
ル
ソ
ー
の
著
述
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
＊

帰
国
し
た
兆
民
が
ま
ず
計
画
し
た
の
は
、
生
活
の
た
め
に
「
仏
学
塾
」（
フ
ラ
ン
ス
学
舎
）

を
ひ
ら
き
、
そ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
語
・
歴
史
・
哲
学
・
経
済
学
・
法
理
論
・
文
明
史
な
ど
を
教
え

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
く
に
こ
の
塾
が
教
育
の
眼
目
と
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
で
あ

り
、
そ
れ
を
広
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
家
塾
開
業
願
は
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
八
月
、
東

京
府
知
事
・
大
久
保
一い

ち

翁お
う

に
あ
て
て
提
出
さ
れ
た
。
仏
学
塾
は
、
は
じ
め
麹

こ
う
じ

町ま
ち

中
六
番
町
四
十

五
番
地
い
ま
の
千
代
田
区
四
丁
町
六
番
地
の
自
宅
に
設
け
ら
れ
、
そ
の
後
千
代
田
区
一
丁
町
二

番
地
に
移
っ
た（

32
）。

こ
の
塾
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
ご
ろ
ま
で
存
続
し
た
。

兆
民
は
帰
国
し
た
明
治
七
年
六
月
以
後
か
、
あ
る
い
は
留
学
ま
え
か
、
留
学
中
か
、
ル
ソ
ー

の
「
社
会
契
約
論
」（「
民
約
論
」）
の
翻
訳
の
一
部
を
漢
字
と
カ
タ
カ
ナ
と
が
混
っ
た
文
章
と

し
て
完
成
さ
せ
、
そ
の
稿
本
が
弟
子
た
ち
の
あ
い
だ
で
回
覧
さ
れ
る
と
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
筆
写
さ

渇
望
し
た
こ
と
。
極
貧
者
の
境
遇
に
ふ
か
い
同
情
を
寄
せ
た
こ
と
。
ア
コ
ラ
ー
ス
が
ル
ソ
ー
に
献
呈
の
辞
を
寄
せ
た
の
は
、
こ
れ
が
理
由
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
兆
民
は
、
パ
リ
に
お
い
て
ア
コ
ラ
ー
ス
に
会
っ
た
折
に
、
ル
ソ
ー
の
人
と
思
想
に
つ
い
て
も
示
教
を
う
け
た
か
も
知
れ
ぬ
。
が
、
そ
の
塾
に
き
ち
ん
と
通
う
こ

と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
の
崇
拝
者
で
あ
っ
た
ア
コ
ラ
ー
ス
か
ら
、
兆
民
は
ル
ソ
ー
を
識
っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
兆
民
は
フ
ラ
ン
ス
に
出
発
す
る
前
に
、
ル
ソ
ー
の
名
や
“
民
約
の
説
”
を
師
で
あ
る
箕
作
麟
祥
の
著
述
『
万
国
新
史
』（
明
治
4
～
10
）
を
通
じ
て
知
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
（
飛
鳥
井
雅
道
『
中
江
兆
民
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
11
・
8
、
八
四
頁
）。

中江兆民の「仏学塾」（麹町中６番町45番地の自宅）の図。
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と
あ
る
（「
日
記
」
よ
り
。『
植
木
枝
盛
集

　
第
七
巻
』
岩
波
書
店
、
平
成
2
・
2
、
一
二
八
頁
）。

植
木
は
ま
た
同
年
、
服
部
徳
訳
『
民
約
論
』
を
求
め
た
。

一
　
民
約
論

　
一
冊

　
　
　
一
円
八
十
五
銭

と
、「
購
求
書
日
記
」（『
植
木
枝
盛
集

　
第
八
巻
』）
に
し
る
し
た
。
そ
し
て
こ
の
訳
本
を
読
ん
だ
の
は
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
の
一
月
下
旬
か
ら
二
月
上
旬
の
こ
と

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（『
植
木
枝
盛
集

　
第
八
巻
』、
二
六
三
頁
）。

明
治
・
大
正
期
の
志
士
・
宮
崎
滔と

う

天て
ん

の
長
兄

―
宮
崎
八
郎
（
一
八
五
一
～
七
七
、
明
治
前
期
の
自
由
民
権
運
動
家
）
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
上
京
し
た
と
き
、

一
日
仏
学
塾
に
お
い
て
兆
民
が
お
こ
な
う
ル
ソ
ー
の
民
約
論
の
講
義
を
き
き
、
そ
の
説
の
新
奇
痛
快
な
る
を
よ
ろ
こ
び
、
こ
れ
を
同
志
に
広
め
よ
う
と
思
っ
た
。
の
ち
に
八

郎
は
、
郷
里
の
熊
本
県
山
本
郡
植
木
町
に
私
学
校
「
植
木
学
校
」
を
設
立
し
、「
一
部
の
民
約
論
を
経け

い

典て
ん

（
賢
人
の
書
）
と
し
て
之こ

れ

を
読
ま
し
め
」
た
と
い
う
（『
西
南
記
伝

　
上
巻
』
黒
龍
会
本
部
、
明
治
41
・
12
、
五
二
二
頁
）。

弘ひ
ろ

瀬せ

重し
げ

正ま
さ

（
一
八
六
〇
～
一
九
二
二
、
自
由
民
権
家
、
地
方
政
治
家
、
事
業
家
）
は
、
土
佐
郡
潮
江
村
の
民
権
結
社
「
発
陽
社
」
の
幹
部
で
あ
り
、
植
木
枝
盛
と
も
親
交

が
あ
っ
た
。
か
れ
は
邦
訳
で
ミ
ル
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
も
の
を
読
ん
だ
ほ
か
、
ル
ソ
ー
の
「
民
約
論
」
を
愛
読
し
、
そ
の
一
部
を
書
き
抜
い
た
。

れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
諸
所
方
々
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

広
野
広ひ

ろ

中な
か

（
一
八
四
九
～
一
九
二
三
、
明
治
・
大
正
期
の
自
由
民
権
運
動
家
、
大
隈
内
閣
の
農
商
務

相
）
が
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
土
佐
の
板
垣
退
助
を
お
と
ず
れ
た
と
き
、
仏
学
者
・
中
居マ

マ

徳

助
（
兆
民
の
こ
と
）
の
民
約
論
の
訳
稿
の
こ
と
が
話
題
に
な
り
、「
其そ

の

写う
つ
しト

カ
ヤ
ヲ
植
木
（
枝え

盛も
り

）
ガ

所
持
セ
シ
ト
、
之こ

れ

ハ
今こ

ん

日に
ち

ノ
民
約
論
ヨ
リ
ハ
可よ

き

ナ
リ
ト
」
と
い
う
。
植
木
枝
盛
（
一
八
五
七
～
九
二
、

明
治
期
の
政
治
家
・
思
想
家
、
自
由
民
権
運
動
家
）
は
、
兆
民
の
民
約
論
を
写
し
た
の
は
、
明
治
十
年

（
一
八
七
七
）
七
月
二
十
六
日
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
だ（

33
）。

廿
六
日

　
朝あ

さ

民
約
論
を
写う

つ

す
。

植木枝盛
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弘
瀬
が
筆
写
し
た
の
は
、
服
部
徳
訳
『
民
約
論
』（
明
治
10
・
12
）
で
あ
っ
た
。
弘
瀬
の
雑
記
帳
二
冊
が
「
高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
」（
高
知
市
桟
橋
通
四
―
一
四
―

三
）
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。
雑
記
帳
は
“
無
題
”
で
あ
り
、
同
館
で
は
「
雑ざ

っ

記き

　
覚

お
ぼ
え

」
と
し
て
い
る
。
民
約
論
の
要
所
を
筆
写
し
た
雑
記
帳
（
一
八
二
～
一
八
九
頁
）
の
表

紙
に
は
、
毛
筆
で

―

弱
肉
強
食

一
争
場

と
し
る
し
て
あ
る
。
弘
瀬
が
書
き
写
し
た
も
の
の
一
部
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

弘瀬重正が服部訳『民約論（明治10年）』の一部を筆写したもの。
「高知市立自由民権記念館蔵」

人
ニ
シ
テ

　
其そ

の

自
由
ノ
権
ヲ
棄す

て

ル
ハ

　
則

す
な
わ

チ
人
タ
ル
ノ
本
質
ヲ
棄す

て

ル
ナ
リ

　
人

タ
ル
ノ
権
利
ヲ
棄
ル
ナ
リ

　
又ま

た

人
タ
ル
ノ
義
務
ヲ
棄
ル
ナ
リ

　
夫そ

レ
斯か

く

ノ
如ご

と

ク
　

凡す
べ

テ
人
ノ
人
タ
ル
所ゆ

え
ん以

ノ
モ
ノ
ヲ
棄
レ
ハ

　
何
ヲ
以も

っ

テ
カ
能よ

ク
之こ

レ
ヲ
贖

あ
が
な

フ
ヘ
キ

モ
ノ
ア
ラ
ン
ヤ

　
抑

そ
も
そ
も

其も
し

之こ

レ
ヲ
放
棄
ス
ル
ハ

　
人
ノ
天
性
ニ
悖は

い

戻れ
い

ス
ル
（
そ
む

く
）
モ
ノ
ナ
リ

　
然し

か

リ
而し

か

シ
テ
（
こ
う
し
て
）
人
ニ
シ
テ 

全
ク
自
由
ノ
意
志
ヲ

失
ス
ル
ト
キ
ハ

　
其そ

の

行
為
ニ
於お

ケ
ル
モ

　
亦ま

た

凡す
べ

テ
理
義
ア
ル
ヿこ

と

勿な
か

ル
ヘ
シ

�

（
一
ノ
十
七
葉
）
よ
り
。
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盖け
だ

シ
（
思
う
に
）
王
者
ハ
唯た

だ

立
法
者
ノ
創
立
ス
ル
所
ノ
模も

範は
ん

ヲ
履ふ

く

ム
ヘ
キ
（
手

本
を
く
り
か
え
す
）
如ご

と

ク
　
王
者
ハ
機
械
ヲ
装
置
シ

　
而

し
こ
う

シ
テ
之こ

レ
ヲ
運
転
セ
シ

ム
ル
所
ノ
工こ

う

人じ
ん

（
職
人
）
ノ
如ご

と

シ
　
孟モ

ン

徳テ

斯ス

鳩キ
ウ

曰イ
ワ

ク
　
天
下
凡ぼ

ん

百ひ
ゃ
くノ

（
い
ろ
い

ろ
）
社
会
始は

じ

メ
テ
生

し
ょ
う

ス
ル
ニ
於お

い

テ
ハ

　
制
度
ヲ
立
ル
所
ノ
者
ハ

　
必

カ
ナ
ラ

ス
国
家
ノ
元

首
ニ
在あ

リ
　
後
ニ
至
リ
テ
ハ

　
国
家
ノ
元
首
ヲ
立
ル
所
ノ
者
ハ

　
制
度
ニ
在
リ

　�

（
二
ノ
三
十
五
葉
）
よ
り
。

一
　
島
崎
藤
村
と
ル
ソ
ー
。

詩
人
・
小
説
家
と
し
て
令
名
が
高
い
島
崎
藤
村
（
一
八
七
二
～
一
九
四
三
）
は
、
江
戸
時
代
に
木
曽
路
を
往
来
す
る
旅
人
が
足
を
と
ど
め
た
馬ま

籠ご
め

村む
ら

の
ひ
と
で
あ
る
。
生

家
は
庄
屋
で
あ
り
、
本
陣
を
か
ね
る
旧
家
で
あ
っ
た
。
明
治
学
院
普
通
学
部
本
科
で
四
年
間
英
語
・
英
文
学
を
学
ん
だ
の
ち
、
高
女
の
英
語
教
師
と
し
て
教
壇
に
た
つ
か
た
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藤
村
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
ル
ソ
ー
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
ル
ソ
ー
の
作
品
を
読
ん
だ
と
き
の
心

境
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

―
私
は
そ
の
頃
、
い
ろ
〳
〵
と
艱
難
を
し
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
心
も
暗
か
っ
た
。
で
、
偶
然

に
も
ル
ウ
ソ
オ
の
書
を
手
に
し
て
、
熱
心
に
読
ん
で
行
く
う
ち
に
、
今
迄
意
識
せ
ず
に
居
た
自
分

と
い
う
も
の
を
引
出
さ
れ
る
や
う
な
気
が
し
た
。
そ
れ
以
前
も
外
国
の
文
学
が
好
き
で
、
い
ろ

〳
〵
と
渉あ

猟さ

っ
て
い
た
が
、
私
の
眼
を
開
け
て
呉く

れ
た
書
籍
は
何
か
と
い
ふ
に
、
平ふ

素だ
ん

愛
読
し
た

戯
曲
と
か
小
説
と
か
詩
歌
と
か
で
な
く
て
、
此こ

の

ル
ウ
ソ
オ
の
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

尤も
っ
とも

そ
の
頃
は
心
も
動
揺
し
て
居い

た
し
、
歳
も
若
か
っ
た
の
で
『
懺ざ

ん

悔げ

』
を
充
分
に
読
ん
だ
と

は
言
へ
な
か
っ
た
が
、
朧

お
ぼ
ろ

気げ

な
が
ら
、
此
書
を
通
し
て
、
近
代
人
の
考
へ
方
と
い
ふ
も
の
が
、
私

わ
ら
、
諸
雑
誌
に
翻
訳
・
詩
・
小
説
・
評
論
・
小
品
な
ど
を
発
表
し
た
。

東
北
学
院
の
教
師
時
代
の
処
女
作
『
若
菜
集
』（
明
治
三
十
年
〔
一
八
九
七
〕
八
月
）
を
出
版
し
、
ロ
ー
マ
ン
主
義
詩
人
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
の
ち
散
文
に
転
じ

自
然
主
義
文
学
の
秀
作
（『
破
戒
』『
春
』『
新
生
』『
夜
明
け
前
』
な
ど
）
を
発
表
し
た
。

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
藤
村
は
、
な
か
ば
永
住
の
思
い
を
抱
き
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
旅
立
っ
た
。
か
れ
が
フ
ラ
ン
ス
行
を
決
心
し
た
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
姪
こ
ま
子

と
の
も
つ
れ
た
関
係
か
ら
逃
避
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
た
め
、
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
旅
窓
に
三
年
を
送
っ
た
の

ち
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
帰
国
し
た
。

藤
村
は
じ
つ
に
た
く
さ
ん
の
外
国
の
文
学
作
品
を
読
ん
で
い
る
が
、
ル
ソ
ー
を
識
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
多
々
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
四
十
五
歳
に
な

っ
た
と
き
、「
自
分
は
ジ
ャ
ン
、
ジ
ャ
ッ
ク
、
ル
ウ
ソ
オ
の
著
作
か
ら
感
化
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
を
こ
ゝ
に
附
記
し
て
置
か
う
」
と
の
べ
て
い
る
（『
早
稲
田
文

学
』
大
正
6
・
1
）。

藤
村
が
は
じ
め
て
ル
ソ
ー
の
書
に
接
し
た
の
は
、
二
十
三
歳
〔
一
八
九
四
〕
の
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。『
告
白
』
の
英
訳
本
が
ル
ソ
ー
を
識
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
当

時
、
読
み
た
い
と
思
う
洋
書
は
、
書
店
に
行
け
ば
す
ぐ
手
に
入
る
時
代
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
友
人
の
親
戚
す
じ
の
人
（
石
川
角
次
郎
―
学
習
院
教
授
）
が
ア
メ
リ
カ
で
購

入
し
、
た
ず
さ
え
て
き
た
本
を
借
り
て
よ
ん
だ
と
い
っ
て
い
る
。

島崎藤村
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着
し
た
。

パ
リ
の
下
宿
先
は
、
パ
リ
五
区
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
大
通
り
の
八
十
六
番
地

―
マ
ダ
ム
・
シ
モ
ネ
方
で
あ
っ
た
。

の
頭
に
解わ

か

る
や
ふ
に
な
っ
て
来
て
、
直
接
に
自
然
を
観
る
こ
と
を
教
へ
ら
れ
、
自
分
等ら

の
行
く
べ
き
道
が
多
少
理
解
さ
れ
た
や

ふ
な
気
が
し
た
。
ル
ウ
ソ
オ
の
生
涯
は
、
そ
の
後
永
く
私
の
頭
に
印
象
せ
ら
れ
て
、
種い

ろ

々い
ろ

な
煩
悶
や
艱
難
に
対
す
る
時
、
い
つ

も
そ
れ
を
力
に
し
て
居
た
（「
ル
ウ
ソ
オ
の
『
懺
悔
』
の
中
に
見
出
し
た
る
自
己
」
―
新
片
町
よ
り

―
所
収
、『
島
崎
藤
村
全

集
　
第
十
四
巻
』
新
潮
社
、
昭
和
24
・
12
、
一
四
頁
）。

若
き
日
の
藤
村
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
あ
っ
て
、
苦
し
み
、
な
や
ん
で
い
た
と
き
、
た
ま
た
ま
手
に
し
た
ル
ソ
ー
の

『
告
白
』
を
読
み
進
む
に
つ
れ
て
、
活
眼
を
ひ
ら
か
れ
、
自
己
に
目
覚
め
、
そ
こ
に
じ
ぶ
ん
の
分
身
を
み
つ
け
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
ル
ソ
ー
の
こ
の
大
作
を
通
読
し
た
も
の
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
じ
っ
さ
い
は
所
々
を
ひ
ろ
い
よ
み
し

た
程
度
で
は
な
か
ろ
う
か
。

藤
村
が
い
う
「
近
代
人
の
考
へ
方
」
と
か
「
直
接
に
自
然
を
観
る
こ
と
」
の
表
現
も
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
語
句

の
意
味
が
わ
れ
わ
れ
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
前
者
は
ル
ソ
ー
が
い
か
に
も
新
し
い
感
じ
を
あ
た
え
る
思
想
家
―
―
奇
説
を

も
つ
自
由
思
想
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
者
は
、
自
然
の
見
方
、
自
然
美
に
た
い
す
る
観

賞
法
の
こ
と
を
暗
に
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
自
然
」
は
、
単
な
る
山
川
草
木
だ
け
の
自
然
を
指
す
の
で
は
な
く
、

物
の
本
性

―
あ
る
い
は
存
在
の
原
質
的
な
も
と
も
示
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う（

34
）。

藤
村
は
『
告
白
』
を
英
雄
豪

傑
の
伝
記
と
は
見
ず
に
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
よ
う
に
失
望
も
す
れ
ば
落
胆
も
す
る
、
弱
い
人
間
の
一
生
の
記
録
と
み
な
し
た
。

藤
村
は
フ
ラ
ン
ス
で
三
年
間
す
ご
し
た
（
大
正
2
〔
一
九
一
三
〕
～
同
5
〔
一
九
一
六
〕）。
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
四

月
十
三
日
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
シ
モ
ン
号
に
乗
船
す
る
と
、
神
戸
を
出
港
し
、
三
十
八
日
間
の
航
海
を
へ
て
マ
ル
セ
イ
ユ
に
着

い
た
の
は
同
年
五
月
二
十
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
港
と
リ
ヨ
ン
で
三
日
す
ご
し
た
の
ち
、
五
月
二
十
三
日
の
朝
パ
リ
に
到

藤村が渡仏のとき乗った「エルネスト・シモン」号の図。
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C
hez M

adam
e Sim

onet 86, B
oulevard Port R

oyal, Paris, France

翌
大
正
三
年
八
月
か
ら
十
一
月
ま
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
禍
を
さ
け
て
リ
モ
ー
ジ
ュ
（
フ
ラ
ン
ス
中
西
部

―
ボ
ル
ド
ー
の
北
東
一
八
〇
キ
ロ
、
ビ
エ
ン
ヌ
川
右
岸

の
工
業
都
市
）
に
滞
在
し
た
。
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
止
宿
先
は
、
バ
ビ
ロ
ン
へ
の
道
四
十
一
番
地

―
マ
ダ
ム
・
マ
テ
ラ
ン
方
で
あ
っ
た
。

C
hez M

m
e M

athelin,

41 C
hem

in de B
abylone, Lim

oges, France

そ
の
後
、
パ
リ
に
も
ど
り
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
四
月

―
帰
国
の
途
に
つ
く
ま
で
マ
ダ
ム
・
シ
モ
ネ
方
と
セ
レ
ク
ト
・
ホ
テ
ル
に
滞
在
し
た
。
と
も
あ
れ
藤
村
が

パ
リ
に
着
い
て
す
ぐ
は
じ
め
た
の
は
、
教
師
の
も
と
へ
通
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
の
け
い
こ
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
マ
ロ
ニ
エ
の
並
木
の
つ
づ
く
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
の
大
通
り

を
す
こ
し
行
く
と
天
文
台
が
あ
っ
た
。
そ
の
近
く
に
ム
ル
ネ
タ
ス
と
い
う
お
ば
あ
さ
ん
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
て
い
た
。
こ
の
女
性
は
、
骨
格
が
た
く
ま
し
く
、
赤
ら
顔
を

し
て
い
て
、
上
唇
の
上
に
ひ
げ
が
生
え
て
い
た
。

パ
リ
に
や
っ
て
く
る
外
国
人
を
相
手
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
て
糊こ

口こ
う

を
し
の
い
で
い
た
。
藤
村
の
下
宿
の
窓
か
ら
天
文
台
の
灯
火
が
み
え
た
か
ら
、
教
師
宅
は
近
か
っ
た
。

お
そ
ら
く
短
期
滞
在
者
に
、
速
成
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
か
ら
体
系
的
に
教
え
る
余
裕
な
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

大
正
二
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
ち
ゅ
う
で
あ
っ
た
京
大
助
教
授
・
河
上
肇は

じ
め（

一
八
七
九
～
一
九
四
六
、
明
治
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
経
済
学
者
、
社
会
思
想
家
）
も
、

こ
の
ム
ル
ネ
タ
ス
嬢
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
の
手
ほ
ど
き
を
う
け
た
。
テ
キ
ス
ト
に
は
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
短
篇
を
用
い
た
と
い
い
、
先
生
が
そ
れ
を
英
語
で
講
釈
し
た
。

お
そ
ら
く
藤
村
も
河
上
肇
と
似
た
教
材
を
教
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
藤
村
は
毎
日
の
よ
う
に
書
物
や
手
帳
を
も
っ
て
四
十
の
手
習
い
に
通
っ
た
。
と
き
ど
き
プ
ラ
タ
ナ

ス
の
並
木
の
下
で
河
上
と
会
う
と
、

―
わ
た
し
は
い
ま
す
ん
だ
と
こ
ろ
で
す
。
あ
な
た
は
こ
れ
か
ら
で
す
か
。

と
い
っ
た
会
話
を
か
わ
し
た
。（
河
上
肇
「

巴
里
に

於
け
る
　
島
崎
藤
村
君
」。『
東
京
朝
日
新
聞
（
一
）
～
（
四
）』
大
正
3
・
5
・
12
～
13
付
）。
河
上
に
と
っ
て
藤
村
は
、
高
等
学

校
時
代
か
ら
愛
読
し
て
い
た
『
若
菜
集
』
の
著
者
で
あ
り
、
パ
リ
で
畏
敬
す
る
当
人
に
会
い
、
そ
の
世
話
に
な
ろ
う
と
は
、
夢
に
も
お
も
わ
な
か
っ
た
。
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ン
・
パ
リ
ス
、
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
、
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ギ
ー
、
モ
ン
テ
ル
ラ
ン
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
、

ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
…
…

ほ
か
に
ト
ル
ス
ト
イ
や
ニ
ー
チ
ェ
な
ど
の
仏
訳
本
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
藤
村
は
パ
リ
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
ル
ソ
ー
を
発
見
し
、
主
要
な
作
品
を
何
冊
を
購
入
し
た
よ

う
だ
。Les C

onfessions de J.-J. R
ousseau, nouvelle édition, Librairie G

arnier Frères, Paris
（
刊
行
年
？
）

Julie ou la N
ouvelle H

éloïse, lettres de deux am
ants recuellies et publiées par J.-J. R

ousseau, Librairie G
arnier Frères, Paris, 

（
刊
行
年
？
）

É
m

ile I, II. J.-J. R
ousseau 

（「
藤
村
記
念
館
文
庫
目
録
」
に
あ
る
も
の
。
未
見
）

パ
リ
の
藤
村
の
下
宿
は
、
小
さ
い
、
せ
ま
い
部
屋
で
あ
っ
た
。
ベ
ッ
ド
の
そ
ば
に
テ
ー

ブ
ル
を
置
き
、
一
日
の
大
半
を
部
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
日
本
の
新
聞
に
載
せ
る
た
め
の

原
稿
を
書
い
て
い
た
。
日
本
の
着
物
を
着
、
日
本
茶
を
す
す
り
な
が
ら
、
せ
っ
せ
と
原
稿

を
書
い
て
い
た
。
他
の
外
国
の
下
宿
人
は
、
か
れ
が
い
ろ
い
ろ
な
所
を
見
物
し
に
出
か
け

な
い
の
を
ふ
し
ぎ
に
思
っ
て
い
た
。

当
時
は
電
灯
が
な
く
、
夜
に
な
る
と
学
生
ら
も
ラ
ン
プ
を
用
い
た
。
河
上
の
部
屋
か
ら
、

藤
村
の
部
屋
の
燈
火
が
よ
く
み
え
た
。
夜
に
な
り
そ
の
日
の
原
稿
を
書
き
お
え
る
と
、
藤

村
は
河
上
の
部
屋
を
訪
れ
、
雑
談
や
ト
ラ
ン
プ
に
興
じ
た
り
し
た
（
河
上
肇
『
思
ひ
出
』

月
曜
書
房
、
昭
和
21
・
10
）。
藤
村
は
パ
リ
滞
在
ち
ゅ
う
に
、
小
閑
を
え
て
書
店
め
ぐ
り

も
や
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
津
川
市
馬
籠
に
あ
る
「
財
団
法
人

　
藤
村
記
念
館
」
に
は
、

か
れ
の
旧
蔵
書
が
架
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
関
係
の
目
ぼ
し
い
作
品
と
し
て
、

つ
ぎ
の
作
家
の
も
の
が
あ
る
。

―
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
、
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
、
ガ
ス
ト

パリにおける藤村の下宿ちかくの風景
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他
に
研
究
書
、
伝
記
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

É
m

ile Faguet: R
ousseau P

enseur, Société Française d

’imprim
erie et de Librairie, Paris

（
刊
行
年
？
）

Jules Lem
aître: Jean-Jacques R

ousseau, C
alm

ann-Lévy, É
diteurs, Paris

（
刊
行
年
？
）

É
m

ile Faguet: V
ie de R

ousseau, Société Française d

’imprim
erie et de Librairie, Paris

（
刊
行
年
？
）

藤
村
は
と
き
ど
き
書
架
に
な
ら
べ
て
あ
る
淡
黄
色
の
仮
と
じ
本
を
手
に
と
る
と
、
そ
れ
ら
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
お
ぼ
つ
か
な
い
か
れ
の
フ
ラ
ン
ス
語

の
力
で
は
、
高
級
な
フ
ラ
ン
ス
文
を
読
ん
で
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
か
れ
の
語
学
力
で
は
、
そ
れ
ら
の
本
は
飾
り
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
を
読
み
う

る
の
は
い
つ
の
こ
と
か
と
、
も
ど
か
し
く
思
っ
た
と
い
う
（『
新
生
』
第
一
巻

　
六
十
五
）。

か
れ
は
帰
り
の
船
旅
に
お
い
て
、
旅
行
カ
バ
ン
の
中
に
入
れ
て
き
た
ル
ソ
ー
の
『
新
エ

ロ
イ
ー
ズ
』
を
、
風
の
あ
る
涼
し
い
甲
板
の
上
で
読
み
は
じ
め
た
、
と
い
う
（『
海
へ
』

一
九
一
八
年
）。
ま
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
仏
訳
本
（
息
子
が
執
筆
し
た
『
父
の
思
ひ
出（

35
）』）

を

み
つ
け
た
が
、
そ
れ
は
「
不
思
議
な
く
ら
い
読よ

み
易や

す

く
て

　
今
の
自
分
に
は
嬉う

れ

し
く
も
あ

っ
た
」
と
の
べ
て
い
る
（「
仏
蘭
西
だ
よ
り
」）。

藤
村
が
語
る
こ
の
よ
う
な
文
章
を
よ
む
と
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
も
か
れ
が
フ
ラ
ン
ス
文
を

造
作
な
く
読
ん
だ
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
が
、
英
語
の
学
力
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
力
に
つ
い
て
は
、
い
く
分
疑
問
の
余
地
を
の
こ
し
て
い
る
。

か
れ
は
語
学
の
け
い
こ
を
か
ね
て
、
毎
朝
「
新
聞
」
を
買
う
こ
と
に
し
た
と
い
う
。
そ
れ

ら
の
新
聞
名
は
、

―

藤村のルソー関連文献および辞書類。「財団法人　藤村記念館」蔵。
［筆者撮影］
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L

’Action F
rançaise

L

’Écho de P
aris

な
ど
で
あ
っ
た
。
藤
村
に
よ
る
と
、
前
者
の
『
ラ
ク
ス
ィ
ヨ
ン
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
』
紙
は
、
王
政
復
古
党
の
機
関
紙
で
あ
っ
た
と
い
い
、
後
者
の
『
レ
エ
コ
・
ド
ゥ
・
パ

リ
』
紙
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
が
た
え
ず
時
事
問
題
を
評
論
し
、
知
識
階
級
の
ひ
と
び
と
が
愛
読
し
て
い
た
も
の
と
い
う
（「
仏
蘭
西
の
新
聞
紙

―
談
話
」）。

藤
村
は
よ
く
理
解
で
き
ぬ
ま
ゝ
、
こ
れ
ら
の
二
紙
の
記
事
を
、
勘
を
働
か
せ
な
が
ら
、
ひ
ろ
い
読
み
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

藤
村
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
語
学
書
。

馬
籠
の
「
財
団
法
人

　
藤
村
記
念
館
」
に
、
藤
村
が
購
入
し
、
所
持
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
語
関
連
の
語
学
書
が
十
点
ば
か
り
あ
る
が
、
刊
行
年
か
ら
考
え
て
、

そ
れ
ら
は
帰
国
後
に
求
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
そ
の
書
名
を
左
に
し
る
す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
九
月
刊
…
…
…
…C

hoix de lectures Françaises, C
ours élém

entaire, N
euvièm

e édition

（
エ
ミ
ー
ル
・
ヘ
ッ
ク
編
『
仏
語
選
文
読
本
』　
第

九
版

　
三
秀
社
）

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
四
月
刊
…
…
…
…C

ours C
om

plet de Langue Française, C
ours élém

entaire, Q
uinzièm

e édition

（
エ
ミ
ー
ル
・
ヘ
ッ
ク
編
『
仏
語
初
歩
』　

第
十
五
版

　
東
京
国
文
社
）

昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
四
月
刊
…
…
…
…Lectures Françaises, Prem

ier degré

（
田
島
清
編
『
初
等
仏
蘭
西
語
読
本
』　
白
水
社
）

同
右
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…L

’art de conjuguer les verbes
（
田
島
清
編
『
仏
蘭
西
語

　
動
詞
変
化
の
栞
』　
改
訂
版

　
白
水
社
）

昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
十
二
月
刊
…
…
…Prem

ière A
nnée de Français, 5

ièm
e E

dition, Im
prim

erie Sanshusha, T
okyo, 1932

（
ポ
ー
ル
・
グ
リ
ー
シ
ン
グ
ル
著
『
仏

語
初
歩
』　
第
五
版

　
三
秀
社
）

昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
五
月
刊
…
…
…
…Le Français en quatre sem

aines

（
徳
屋
俊
彦
著
『
仏
蘭
西
語
四
週
間
』
第
二
十
三
版

　
大
学
書
林
）

他
に
辞
引
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
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明治期のルソー受容

N
ouveau D

ictionnaire Japonais-Français par T
. M

atui et S. U
eda, Prem

ière édition, Y. Ô
kura, Libraire-E

diteur, T
ôkyô, 1907

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
六
月
刊
…
…
…
…

エ
ミ
ー
ル
、
エ
ッ
ク
氏
手
簡

松
井
知

　
　
　
　
　
　
　
　

上
田
駿
一
郎

共
著

　
　
　

『
新
和
仏
辞
典
』
東
京

　
大
倉
書
店
発
行

大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
三
月
刊
…
…
…

野
村
泰
亨
著

　
　

中
沢
文
三
郎 

　
　

阿
部
漸

　
　 

補
助

　
増訂

『
新
仏
和
辞
典
』
東
京

　
大
倉
書
店
発
行

昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
六
月
刊
…
…D

ictionnaire de la Langue Française, abrégé du dictionnaire D
e É

. Littré, seizièm
e édition, Librairie H

achette, 1829

（
白
水
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
翻
刻
本
『
リ
ッ
ト
レ
、
ボ
ー
ジ
ャ
ン
共
編
『
仏
蘭
西
国
語
辞
典
』）

刊
行
年
不
詳
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…N

ouveau V
ocabulaire, Français-A

nglais par J. M
c Laughlin, G

arnier Frères, Paris

刊
行
年
不
詳
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…Larousse D

e Poche par C
laude A

ugé et Paul A
ugé, Librairie Larousse, Paris

藤
村
は
こ
れ
ら
の
語
学
書
を
入
手
し
た
が
、「
初
歩
読
本
」
や
「
動
詞
変
化
の
栞

し
お
り

」
に
見
ら
れ
る
、
エ
ン
ピ
ツ
等
に
よ
る
わ
ず
か
な
書
込
み
か
ら
考
え
て
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん

に
そ
れ
ら
を
活
用
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
ど
の
本
も
根
気
よ
く
、
熱
心
に
さ
い
ご
ま
で
勉
強
し
た
跡
が
み
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
一
応
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
イ
ロ
ハ
を
学
ん
だ

が
、
フ
ラ
ン
ス
文
を
読
む
と
き
、
英
語
を
土
台
に
し
、
類
推
的
に
解
釈
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
高
等
な
る
仏
文
を
読
解
で
き
る
力
に
欠
け
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

藤
村
は
い
っ
た
い
ル
ソ
ー
か
ら
何
を
学
ん
だ
の
か
。
何
か
示
唆
な
り
感
化
を
う
け
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
が
か
れ
の
著
作
に
ど
の
よ
う
な
形

で
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
藤
村
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
影
響
に
つ
い
て
の
研
究
に
関
し
て
は
、
過
去
に
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
き
わ
め
て

漠
然
と
し
た
こ
と
し
か
い
え
ず
、
つ
か
ま
え
ど
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。

―
初
期
作
品
の
『
若
菜
集
』
か
ら
晩
年
の
大
作
『
夜
明
け
前
』
ま
で
、
い
や
一
生
を
通
じ
て
、
藤
村
の
精
神
に
ル
ソ
ー
の
長
い
影
が
さ
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る

（
平
岡
昇
「
日
本
に
お
け
る
ル
ソ
ー
〔
そ
の
一
・
そ
の
文
学
的
影
響
に
つ
い
て
」
早
稲
田
大
学
『
比
較
文
学
年
誌

　
第
五
号
』
所
収
、
昭
和
44
・
3
）。

告
白
小
説
『
新し

ん

生せ
い

』（『
朝
日
新
聞
』
に
連
載
後
、
大
正
八
年
〔
一
九
一
九
〕
全
二
巻
を
春
陽
堂
よ
り
刊
行
。
不
倫
と
背
徳
に
さ
い
な
ま
れ
な
が
ら
渡
仏
し
た
男
の
再
生
の

物
語
）
の
第
二
巻
の
お
わ
り
に
近
い
部
分
に
、
た
び
た
び
「
懺
悔
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
、
ル
ソ
ー
の
『
懺
悔
』（『
告
白
』）
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
ら
か
も

知
れ
な
い
が
、

―
藤
村
が
「
煩
悶
や
艱
難
に
対
す
る
時
、
い
つ
も
力
に
し
て
い
た
」
ル
ソ
ー
の
影
響
が
そ
こ
に
つ
よ
く
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
、
と
い

う
（
今
野
一
雄
「
藤
村
と
ル
ソ
ー

―
『
サ
ヴ
ォ
ワ
の
助
任
司
祭
の
信
仰
告
白
』
読
解
余
説
」『
一
橋
論
叢

　
第
五
七
巻
第
二
号
』
所
収
、
昭
和
42
・
2
）。
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長
編
小
説
『
夜
明
け
前
』（『
中
央
公
論
』
に
連
載
後
、
昭
和
七
年
か
ら
同
十
年
〔
一
九
三
二
～
一
九
三
五
〕
に
か
け
て
、
第
一
部
と
第
二
部

―
全
二
巻
を
新
潮
社
か
ら

刊
行
。
父
・
正
樹

―
小
説
の
な
か
で
は
青
山
半
蔵
の
青
年
期
か
ら
晩
年
ま
で
の
物
語
）
の
第
二
部
下
巻
で
、
藤
村
は
ル
ソ
ー
の
こ
と
を
想
い
だ
し
、
明
治
十
年
代
の
自
由

民
権
思
想
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

「
…
…
幾
多
の
欠
陥
が
社
会
に
伏
在
す
れ
ば
こ
そ
、
天
賦
人
権
の
新
説
も
頭
を
持
ち
上
げ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
中
に
生
ま
れ
た
自
由
の
理
を
喧
伝
せ
ら
れ
、
民
約
論

0

0

0

の
た
ぐ
い
ま

で
紹
介
せ
ら
れ
て
、
福
沢
諭
吉
、
板
垣
退
助
、
植
木
枝
盛
、
馬
場
辰
猪
、
中
江
篤
介
ら
の
人
た
ち
が
思
い
思
い
に
、
あ
る
い
は
文
明
の
急
務
を
説
き
、
あ
る
い
は
民
権
の
思
想
を
鼓

吹
し
、
あ
る
い
は
国
会
の
開
設
の
必
要
を
唱
う
る
に
至
っ
た
。
真
智
な
し
に
は
権
利
の
説
の
是
非
も
定
め
が
た
く
、
海
の
東
西
に
あ
る
諸
思
想
の
区
別
を
も
見
き
わ
め
が
た
い
…
…

物
を
教
え
る
人
が
め
っ
き
り
多
く
な
っ
て
、
し
か
も
学
ぶ
に
難
い
世
の
中
に
な
っ
て
き
た
。
良
心
あ
る
も
の
は
そ
の
声
に
聞
い
て
道
を
た
ど
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」（
今

野
一
雄
の
前
掲
論
文
、
傍
点
は
今
野
に
よ
る
）。

長
編
小
説
『
破は

戒か
い

』（
明
治
三
十
九
年
〔
一
九
〇
六
〕
自
費
出
版
し
た
。
被
差
別
地
域
出
身
の
青
年
教
師
・
瀬
川
丑う

し

松ま
つ

が
、
先
輩
の
死
を
き
っ
か
け
と
し
、
じ
ぶ
ん
の
生

い
た
ち
を
告
白
し
、
新
し
い
人
生
を
め
ざ
す
社
会
小
説
）
の
主
人
公
・
丑
松
の
つ
ぎ
の
叫
び
、

―
自
分
だ
っ
て
社
会
の
一
員
だ
。
自
分
だ
っ
て
他
と
同
じ
よ
う
に
生
き
て
い
る
権
利
が
あ
る
の
だ
。

は
、
ル
ソ
ー
の
『
告
白
』
の
背
後
に
あ
る
『
社
会
契
約
』
の
市
民
の
生
存
権
、
い
わ
ゆ
る
人
権
の
主
張
に
呼
応
す
る
と
い
え
な
く
も
な
い
、
と
い
う
（
平
岡
昇
の
前
掲
論

文
）。ル

ソ
ー
が
時
代
と
国
境
を
こ
え
て
、
は
る
か
東
洋
の
一
作
家
に
感
化
を
あ
た
え
た
も
の
の
中
に
は
、
も
の
の
見
方
や
哲
学
的
思
想
、
小
説
の
技
巧
な
ど
も
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
藤
村
が
『
新
生
』
や
『
破
戒
』
な
ど
の
作
品
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
の
『
告
白
』
の
精
神
と
手
法
を
生
か
し
た
と
い
う
（
平
岡
昇
「
ル
ソ
ー
の
思
想
と
作
品
」『
世
界
の

名
著

　
30

　
ル
ソ
ー
』
所
収
、
昭
和
41
・
6
）。

ほ
か
に
特
定
の
見
方

―
束
縛
を
は
な
れ
て
生

ラ
イ
フ

を
見
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
自
然
的
生ラ

イ
フや

感
情
生
活
、
本
能
な
ど
を
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
封
建
的
、
儒
教
的

道
徳
か
ら
の
脱
却
で
あ
っ
た
（
平
岡
昇
）。
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明治期のルソー受容

一
　
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
ル
ソ
ー
関
連
文
献
資
料
名
一
覧
表
。

津
田
真
一
郎
訳	

＊	

『
泰
西
国
法
論

　
全
』（
慶
応
2
）

加
藤
弘
之
著	

＊	

『
立
憲
政
体
略
』（
慶
応
4
・
7
、
書
肆

　
紀
伊
国
屋
源
兵
衛
）

西
周
の
講
述	

＊	

「
百
学
連
環
」（
私
塾
「
育
英
社
」
に
お
け
る
講
義
。
明
治
三
年
ご
ろ
）

加
藤
弘
之
著	
＊	

『
真
政
大
意

　
全
二
冊
』（
谷
山
楼
蔵
梓

　
三
都
書
、
明
治
3
・
7
）

箕
作
麟
祥
著	
＊	
『
万
国
新
史
』（
玉
山
堂
、
明
治
4
～
10
）

西
　
周	

＊	

「
駁
旧
相
公
議
一
題
」『
明
六
雑
誌
』
第
三
号
所
収
、
明
治
7
・
3
）

ビ
ー
デ
ル
マ
ン
著

加
藤
弘
之
訳

　

	

＊	

『
各国

　
立
憲
政
体
起
立
史

仏
国
部

　
第
二
冊
』（
版
元
？
、
明
治
8
・
10
）

瑞
穂
屋
卯
三
郎	

＊	

「
本
月
輸
入
仏
国
書
籍
」『

郵便
　
報
知
新
聞
』（
第
六
五
〇
号
、
明
治
8
・
4
・
25
付
）

		


『
評
論
新
聞
』（
第
四
〇
号
、
明
治
8
・
11
）

		


『
評
論
新
聞
』（
第
九
〇
号
、
明
治
9
・
5
）

		


『
湖
海
新
報
』（
第
一
二
号
、
明
治
9
・
6
）

児
島
彰
二
編
輯	

＊	

『
民
権
問
答

　
篇
』（
発
売
書
林
、
中
邨
熊
次
郎
、
明
治
10
・
10
）

戎ヂ
ャ
ン
ヂ
ャ
ッ
ク
ル
ソ
ウ

雅
屈
蘆
騒
著

服
部
徳
訳

　

	

＊	

『
民
約
論
』（
有
村
壮
一
蔵
版
、
明
治
10
・
12
）

	

＊	

「
抜バ

ッ
ク
ル

克
爾
氏
文
明
論
抄
訳

　
仏
国
革
命
ノ
起
原
ヲ
諭
ス
」『
土
陽
新
聞
』（
第
二
三
号
、
明
治
11
・
2
・
5
付
）

植
木
枝
盛	

＊	

「
尊
人
説
」（
自
筆
稿
本
、
明
治
11
・
8
・
30
）。『
植
木
枝
盛

　
第
三
巻
』（
岩
波
書
店
）

〃

	

＊	

「
無
天
雑
録

　
二
」（
明
治
12
・
6
・
15
）

〃

	

＊	

『
民
権
自
由
論
』（
明
治
12
・
6
、
大
阪
で
刊
行
さ
れ
た
翻
刻
本
）

〃

	

＊	

「
天
狗
経
」（
明
治
14
・
3
・
6
）

	

＊	

『
朝
野
新
聞
』（
第
一
八
八
二
号
、
明
治
12
・
12
・
19
付
）

家
永
三
郎
編	

＊	

『
植
木
枝
盛
選
集
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
64
・
4
）
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和
田
稲
積	

＊	

「
吾
人
之
真
支
配
者
誰
」（『
高
知
新
聞
』
第
二
二
八
号
、
明
治
14
・
11
・
10
付
）

エ
ミ
ー
ル
・
ア
コ
ラ
ス
著

小
島
龍
太
郎
訳

　
　
　

	

＊	

『
仏国

　
民
法
提
要

　
契
約
篇

上
巻

』（
司
法
省
蔵
版
、
明
治
14
・
12
）

	

＊	

『
近
事
評
論
』（
第
三
六
八
号
、
明
治
15
・
1
・
13
付
）

仏
学
塾
出
版
会			




『
政
理
叢
談
』（
の
ち
『
欧
米
政
理
叢
談
』
と
改
題
、
中
江
兆
民
は
ル
ソ
ー
の
「
社
会
契
約
論
」
を
漢
訳
し
、「
民
約
訳
解
」
と
題
し
て
、
第
二
号

〔
明
治
15
・
2
〕
か
ら
連
載
し
た
。
同
誌
は
二
年
後
に
廃
刊
）。

	
＊	
『
仏
国
エ
ミ
ー
ル
、
ア
コ
ラ
ス
著

　
仏
国
法
典
改
正
編
』（
知
新
社
、
明
治
15
・
3
）

原
弥
一
郎
纂
訳	

『
欧
米

大
家
　
政
治
格
言
』（
出
版
者

　
木
瀧
清
類
、
明
治
15
・
11
）

原
田
潜
訳	

『
民
訳
論
覆
義
』（
春
陽
堂
蔵
版
、
明
治
16
・
2
）

亞（

ア

コ

ラ

ス

）

哥
刺
士
著

　
　
　
　
　
　

酒
井
雄
三
郎
、
白
石
時
康
共
訳	

＊	

『
政
理
新
論

　
前編

　
巻
之
上
』（
日
新
閣
、
東
洋
館
、
中
外
堂
他
、
明
治
17
・
4
）

ア
コ
ラ
ス
氏
著	

＊	

『
仏
国
民
法
提
要

　
第
六
』（
司
法
省
蔵
版
、
明
治
17
・
6
）

渡
辺
嘉
重
纂
訳	

＊	

『
欧
米

大
家
　
教
育
格
言
并

列
伝
』（
金
松
堂
、
常
陽
柳
旦
堂
、
明
治
20
・
1
）

	

＊	

「
第
十
九
世
紀
の
文
明
を
諭
す
」『
国
民
之
友
』（
第
四
号
、
明
治
20
・
5
）

米
国

　
ウ
ィ
ル
ソ
ン
氏

　
著

日
本

　
富
塚
玖
馬

　
　
　
訳	

＊	

『
仏
国
革
命
史
論
』（
発
行
者

　
福
田
栄
造
、
明
治
21
・
3
）

	

＊	

「
イ
ン
ス
ピ
ー
レ
ー
シ
ョ
ン
」『
国
民
之
友
』（
第
二
二
号
、
明
治
21
・
5
）

	

＊	

「
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
」『
国
民
之
友
』（
第
二
三
号
、
明
治
21
・
6
）

	

＊	

「
頼
も
し
き
哉
仏
国
の
政
治
」『
政
論
』（
創
刊
号
、
明
治
21
・
6
）

	

＊	

「
将
来
の
日
本
人
民

―
家
庭
の
母
」『
女
学
雑
誌
』（
第
一
四
〇
号
、
明
治
21
・
12
）

	

＊	

「
英
雄
豪
傑
」『
女
学
雑
誌
』（
第
一
六
七
号
、
明
治
22
・
6
）

	

＊	

「
得
意
と
失
意
」『
国
民
之
友
』（
第
五
五
号
、
明
治
22
・
7
）

坪
谷
善
四
郎
著	

＊	

『
仏
蘭
西
史

　
全
』（
博
文
館
蔵
版
、
明
治
22
・
8
）

谷
本
富	

＊	

「
国
家
教
育
と
は
何
ぞ
や
」『
学
林
』（
第
一
〇
号
、
明
治
23
・
7
）
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＊	

「
文
海
の
藻
屑
」『

文
学

評
論
　
志
か
ら
み
草
紙
』（
明
治
23
・
10
）

	

＊	

「
玉
屑
一
函
」『
い
ら
つ
め
』（
第
七
九
号
、
明
治
24
・
2
）

	

＊	

「
我
国
の
仏
蘭
西
学
」『
亜
細
亞
』（
第
三
二
号
、
明
治
25
・
2
）

北
村
透
谷	

＊	

「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ
る
」『
評
論
』（
第
一
三
号
、
明
治
26
・
9
）

渋
江
保
著	
＊	

『
哲
学
大
意

　
全
』（
博
文
館
、
明
治
27
・
2
）

金
蹉
跎	
＊	
「
ジ
ャ
ン
、
ジ
ャ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
」『
史
海
』（
第
三
一
号
、
明
治
27
・
2
）

	

＊	

「
ス
テ
ー
ル
夫
人
」『
史
海
』（
第
三
一
号
、
明
治
27
・
2
）

	

＊	

「
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ド
、
フ
ォ
ン
、
ヘ
ン
デ
ル
⑷
」『
自
由
基
督
教
』（
第
三
号
第
七
号
、
明
治
27
・
3
）

	

＊	

「
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
、
シ
ル
レ
ル
」『
国
民
之
友
』（
第
二
三
八
号
、
明
治
27
・
10
）

島
崎
藤
村	

＊	

「
韻
文
に
就
て
」『
太
陽
』（
第
一
二
号
、
明
治
27
・
12
）

坪
内
逍
遥	

＊	

「
国
文
学
の
将
来
」『
国
学
院
雑
誌
』（
第
八
号
、
明
治
28
・
6
）

高
山
樗
牛	

＊	

「
人
生
の
価
値
及
厭
世
主
義
（
承
前
）」『
帝
国
文
学
』（
明
治
28
・
8
）

	

＊	

「
マ
ダ
ム
、
デ
ー
、
ス
タ
ー
ル
（
接
前
号
）」『
青
山
評
論
』（
第
六
〇
号
、
明
治
28
・
10
）

藤
代
禎
輔		



「
ル
ー
ソ
ー
の
話
」『
名
家
談
叢
』（
第
二
号
、
明
治
28
・
10
）

	

＊	

「
近
世
の
思
潮
を
諭
す
」『
帝
国
文
学
』（
第
二
巻
第
一
号
、
明
治
29
・
1
）

	

＊	

「
人
生
の
目
的
」『

婦学
　
裏
錦
』（
第
四
三
号
、
明
治
29
・
5
）

	

＊	

「
年
若
の
婦
人
に
告
ぐ
」『

婦学
　
裏
錦
』（
第
四
五
号
、
明
治
29
・
7
）

峰
是
三
郎
訳	

＊	

『
教
育
指
針
』（
博
文
館
、
明
治
29
・
11
）

	

＊	

「
ジ
ャ
ン

　
ジ
ャ
ッ
ク
、
ル
ー
ソ
ー
の
短
歌

　
情
死
者
の
墓
」『
国
民
之
友
』（
第
三
四
四
号
、
明
治
30
・
4
）

和
田
三
郎	

＊	

「
仏
国
革
命
に
於
け
る
文
学
の
影
響
」『
関
西
青
年
』（
第
二
号
、
明
治
30
・
9
）

	

＊	

「
水
の
詩
趣
」『
帝
国
文
学
』（
第
三
巻
第
一
〇
号
、
明
治
30
・
10
）
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徳
富
蘆
花	

＊	

「
ト
ル
ス
ト
イ
家
の
家
庭
教
育
（
上
）」『
家
庭
雑
誌
』（
第
一
〇
巻
第
一
一
〇
号
、
明
治
30
・
11
）

谷
本
富		



「
る
つ
そ
ー
ノ
『
え
み
ー
る
』
ニ
就
キ
テ
」『
東
京
茗
渓
会
雑
誌
』（
第
一
八
一
号
、
明
治
31
・
2
）

長
田
秋
濤	

＊	

「
巴
里
繁
昌
記

　
一
」『
太
陽
』（
第
四
巻
第
一
三
号
、
明
治
31
・
6
）

前
田
長
太
著	

＊	

『
一
年
有
半
の
哲
学
と
万
世
不
易
の
哲
学
』（
三
才
社
、
明
治
34
・
12
）

　 

〃		


『
西
洋
文
学
評
論

　
ル
ー
ソ
ー
及
其
文
学
』（
三
才
社
、
明
治
35
・
2
）

大
瀬
甚
太
郎
著	
＊	
『
続

　
欧
州
教
育
史
』（
成
美
堂
、
明
治
40
・
12
）

岡
村
司
著	

＊
『
思
想
小
史
』（
有
斐
閣
書
房
、
明
治
41
・
1
）

	

＊	

『
兆
民
文
集
』（
日
高
有
倫
堂
、
明
治
42
・
10
）

安
倍
能
成
著	

＊	

『
欧
州
倫
理
思
想
史
』（
杉
本
梁
江
堂
、
明
治
42
・
10
）

片
上
伸		



「
ル
ソ
ー
の
人
物
」『
早
稲
田
文
学
』（
明
治
43
・
3
）

金
子
筑
水		



「
主
観
の
悶
」『
早
稲
田
文
学
』（
明
治
43
・
4
）

黒
岩
周
六		



「
婁

（
ル
ソ
ー
）騒

誕
生
二
百
年
」『
万
朝
報
』（
明
治
45
・
6
・
28
付
）

松
井
松
翁		



「
仏
国
の
誇
り
と
す
る
ル
ー
ソ
ー
の
碑
」『
東
京
日
々
新
聞
』（
明
治
45
・
6
・
29
付
）

加
藤
拓
川		



「
ル
ソ
ー
の
片
鱗
」『
日
本
及
日
本
人
』（
第
五
八
五
号
、
明
治
45
＝
大
正
元
・
7
）

磯
部
四
郎		



「
ル
ソ
ー
と
そ
の
立
論
」『
日
本
及
日
本
人
』（
第
五
八
五
号
、
大
正
元
・
7
）

不
繋
舟		



「
畸
偉
人
ル
ソ
ー
」『
日
本
及
日
本
人
』（
第
五
八
五
号
、
大
正
元
・
7
）

		


「
ル
ッ
ソ
オ
の
家
庭
及
其
少
年
時
代
」『
帝
国
文
学
』（
第
一
八
巻
第
七
号
、
大
正
元
・
7
）

三
宅
雪
嶺		



「
仏
国
革
命
の
点
火
者
ル
ソ
ー
」『
新
仏
教
』（
大
正
元
・
8
）

		


「
ル
ー
ソ
ー
と
ニ
イ
チ
エ
」『
新
仏
教
』（
大
正
元
・
8
）

吉
田
熊
次		



「
ル
ソ
ー
の
教
育
主
義
の
源
由
」『
東
亜
之
光
』（
大
正
元
・
8
）

		


「
文
学
者
と
し
て
の
ル
ッ
ソ
ー
」『
東
亜
之
光
』（
大
正
元
・
8
）
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＊	

新
刊
紹
介
「
石
川
戯
庵
訳
『
ル
ツ
ソ
オ
懺
悔
録
』
大
日
本
図
書
会
社
」『
東
京
日
々
新
聞
』（
大
正
元
・
9
・
27
付
）

	

＊	

同
右
の
新
刊
紹
介
（
ル
ソ
ー
の
肖
像
入
り
）『
東
京
日
々
新
聞
』（
大
正
元
・
9
・
30
）

細
田
枯
萍		



「
誤
ら
れ
た
る
ル
ソ
ウ
」『
芸
文
』（
京
都
文
学
会
、
大
正
元
・
11
）

注
・
以
上
は
、
明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た
著
書
・
訳
書
・
新
聞
・
雑
誌
等
か
ら
ひ
ろ
っ
た
ル
ソ
ー
関
係
文
献
で
あ
る
が
、
脱
漏
も
多
々
あ
る
こ
と
を
お

断
り
し
て
お
く
。
な
お
、
＊
を
付
け
た
も
の
は
、
木
崎
喜
代
治
編
「
日
本
に
お
け
る
ル
ソ
ー
お
よ
び
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
関
係
文
献
目
録
」（『
思
想
』
六

四
九
号
〔
昭
和
51
・
7
〕、
六
六
二
号
〔
昭
和
52
・
8
〕
所
収
）
に
載
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

む
す
び

ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
（
一
七
一
二
～
一
七
七
八
）
の
人
と
学
説
を
、
い
か
な
る
道
筋
を
へ
て
、
だ
れ
が
い
つ
ご
ろ
わ
が
国
に
伝
え
た
の
か
。
ま
た
そ
の
中
介
者

は
だ
れ
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
、
い
ま
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
が
、
舶
載
さ
れ
た
英
仏
独
の
洋
書
の
な
か
に
ル
ソ
ー
に
ふ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
明

治
初
期
の
啓
蒙
学
者
が
断
片
的
に
紹
介
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
資
料
の
う
え
か
ら
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
ル
ソ
ー
の
原
書
が
わ
が
国
に
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
紹
介
の
跡
を
明
治
期
の
み
に
限
り
、
お
よ
そ
十
年
単
位
で
各
時
期
の
ル
ソ
ー
像
の
特
徴
を
し
る
す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
ま
で
…
…
…
ル
ソ
ー
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
（
一
六
八
九
～
一
七
五
五
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
哲
学
者
）
と
な
ら
ん
で
、
社
会
的
動
乱
の
扇
動
者
、
革
命
思
想

の
鼓
吹
者
と
し
て
の
紹
介
さ
れ
た
。
ま
た
市
民
平
等
、
社
会
契
約
説
（
社
会
や
国
家
は
、
人
民
の
契
約
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
す
る
考
え
方
。

封
建
制
を
否
定
し
、
個
人
の
権
利
を
主
張
す
る
近
代
的
な
政
治
思
想
）
を
説
い
た
人
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
。

明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
…
…
…
ル
ソ
ー
は
民
権
や
社
会
契
約
論
（
民
約
論
）
の
主
張
者
と
し
て
知
ら
れ
た
。

明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
…
…
ル
ソ
ー
の
小
伝
が
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
、
ま
た
多
面
的
な
人
物
像
（
教
育
者
、
音
楽
家
、
奇
癖
の
人
、
民
約
論
を
著
し
た
人
、
革
命
の
煽
動

者
）
が
描
か
れ
た
。

明
治
三
十
年
代
…
…
…
…
…
…
…
…
『
エ
ミ
ー
ル
』（
ル
ソ
ー
の
教
育
小
説
。
人
為
的
教
育
を
排
し
、
自
然
に
し
た
が
い
、
人
間
の
本
性
を
尊
重
す
る
教
育
方
法
を
説
い
た
）
の

著
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
、
人
民
の
主
権
や
自
由
平
等
の
主
唱
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
が
描
か
れ
た
。



（94）155

　
ル
ソ
ー
に
関
す
る
研
究
書
『
ル
ソ
ー
及
其
文
学
』（
小
冊
子
）
が
は
じ
め
て
刊
行
さ
れ
た
。

明
治
四
十
年
代
…
…
…
…
…
…
…
…
ル
ソ
ー
の
人
と
思
想
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
理
解
が
ふ
か
ま
り
、
卓
越
し
た
思
想
家
と
し
て
の
ル
ソ
ー
、
近
代
思
想
の
一
大
源
泉
と
し
て
の

ル
ソ
ー
、
自
由
民
権
と
開
発
主
義
の
教
育
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
、
畸き

人じ
ん

と
し
て
の
ル
ソ
ー
な
ど
、
そ
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
か
ら
、
五
、
六
年
は
、
世
情
が
安
定
せ
ず
騒
然
と
し
て
い
た
。
武
士
は
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
禄
を
は
な
れ
、
生
活
の
建
て
立
し
に
追
わ
れ
て
い

た
。
つ
ぎ
に
欧
化
時
代
が
訪
れ
、
つ
い
で
自
由
民
権
の
時
代
が
や
っ
て
き
た
。
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
ご
ろ
ま
で
、
江
戸
時
代
の
名
残
り
―
大
江
戸
の
人
情
風
俗
が
み
な

ぎ
っ
て
い
た
ら
し
い
（『
弥や

吉よ
し

光み
つ

長な
が

著
作
集

　
第
四
巻

　
明
治
時
代
の

出
版
と
人

』（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
株
式
会
社
、
昭
和
57
・
2
）。

明
治
政
府
は
、
天
皇
政
権
の
も
と
で
、
封
建
制
度
を
廃
止
し
、
中
央
集
権
化
を
め
ざ
し
た
。
一
部
の
公
家
と
旧
薩
長
出
身
者
を
中
心
と
す
る
小
集
団
が
専
制
政
治
を
お
こ

な
い
、
旧
土
佐
・
肥
前
出
身
者
に
は
陪ば

い

食
し
ょ
く

的
地
位
（
職
に
つ
い
て
い
る
だ
け
で
、
大
し
て
実
権
が
な
い
）
を
あ
た
え
た
。
征
韓
論
（
韓
国
の
排
日
・
鎖
国
の
態
度
に
た
い

し
て
武
力
討
伐
す
る
こ
と
）
に
破
れ
、
政
府
を
去
っ
た
板
垣
一
派
は
、
そ
の
後
言
論
を
武
器
と
し
て
政
府
の
方
針
と
対
峙
し
、「
愛
国
公
党
」（
日
本
で
最
初
の
政
党
）
を
結

成
し
、
つ
い
で
民
選
議
院
の
設
立
を
建
白
し
た
が
、
こ
の
こ
と
が
自
由
民
権
運
動
の
ぼ
っ
興
を
う
な
が
し
た
。

民
選
議
院
の
設
立
を
建
言
し
た
主
旨
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
天
下
ノ
公
議
ヲ
張は

ル
ハ

　
民
選
議
院
ヲ
立た

て

ル
ニ
在あ

ル
ノ
ミ

　
則

す
な
わ

チ
有ゆ

う

司し

（
役
人
）
ノ
権

　
限か

ぎ

ル
所
ア
ツ
テ

　
而

し
こ
う
し
て

上
下
安ア

ン

全ノ
ン

（
何
事
も
な
く
）
其そ

の

幸シ
ア
ハ
セ福
ヲ
受
ル
者
ア
ラ

ン
」（
山
田
俊
蔵
編
輯
『
民
選
議
院
論
綱

　
全
』（
発
兌
書
肆

　
山
城
屋
政
吉

　
明
治
8
・
4
）。

わ
が
国
に
お
い
て
自
由
民
権
運
動
が
は
じ
め
て
展
開
し
た
の
は
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
前
後（

36
）の

こ
と
で
あ
る
が
、
由
来
わ
が
思
想
界
に
自
由
思
想
や
平
等
思
想
の
萌ほ

う

芽が

（
き
ざ
し
）
が
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
っ
た
。
一
部
の
社
会
に
お
い
て
、
か
な
り
ふ
か
く
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
欧
米
の
自
由
・

平
等
思
想
が
わ
が
国
に
伝
わ
る
以
前
に
わ
が
国
土
に
そ
れ
ら
が
発
芽
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
自
由
」
の
語
に
つ
い
て
の
べ
る
と
、
中
世
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
こ
の
語
は
多
く
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。
自
由
を
放ほ

う

逸い
つ

（
勝
手
気
ま
ま
な
振
舞
い
）
と
解
し
た
。

ま
た
安
土
・
桃
山
時
代
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
自
由
思
想
が
わ
が
国
に
移
入
さ
れ
、
精
神
的
自
由
が
讃さ

ん

仰ぎ
ょ
うさ

れ
た
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
各
種
の
自
由
思
想
が
、
中
江
藤

樹
（
江
戸
前
期
の
儒
学
者
）、
井
原
西
鶴
（
江
戸
前
期
の
浮
世
草
子
作
家
）、
石
田
梅ば

い

岩が
ん

（
江
戸
中
期
の
心
学
者
）
に
お
い
て
見
ら
れ
た
。
日
本
に
お
け
る
自
由
思
想
の
淵
源

は
、
仏
教
思
想
に
お
い
て
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
仏
教
に
お
い
て
は
、「
自
由
」
と
い
う
概
念
は
、「
自じ

在ざ
い

」（
心
の
ま
ま
、
思
い
の
ま
ま
）
と
い
っ
た
語
で
表
現
さ
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れ
る
の
が
ふ
つ
う
と
い
う
（
内
田
繁
隆
著
『
日
本

政
治

社
会

思
想
史
』（
厳
松
堂
書
店
、
昭
和
5
・
11
、
三
八
三
～
三
九
六
頁
ま
で
参
照
）。

明
治
維
新
後
、liberty

「
自
主
自
由
ノ
権
」（
自
主
的
に
じ
ぶ
ん
で
じ
ぶ
ん
の
こ
と
を
す
る
権
利
）
な
る
語
が
、
西
洋
よ
り
伝
来
し
、
カ
ニ
文
字
（
横
文
字
）
を
読
む
洋

学
者
ば
か
り
か
、
西
洋
風
を
ま
ね
る
ハ
イ
カ
ラ
連
中
の
流
行
語
と
な
っ
た
。
が
、
世
間
の
人
は
こ
の
語
の
意
味
を
取
り
ち
が
え
、“
勝
手
気
ま
ま
に
す
る
こ
と
”
の
意
と
解

し
た
。
と
く
に
「
権け

ん

」
と
い
う
語
が
通
り
こ
と
ば
と
な
り
、
日
常
会
話
や
新
聞
や
手
紙
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
ん
に
ち
「
権
」
と
い
う
語
は
、
人
を
支

配
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
を
意
味
す
る
。
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
古
来
「
権
」
の
文
字
は
、
権
威
や
権け

ん

謀ぼ
う

（
そ
の
場
に
応
じ
た
は
か
り
ご
と
）
と
し
て
用
い
た
。
い
ま

（
明
治
十
年
代
）
の
よ
う
に
、

権
理

　
　
国
権

権
限

　
　
民
権

と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
少
な
か
っ
た
。
近
ご
ろ
「
民
権
ノ
屈く

っ

伸し
ん

（
の
ば
す
こ
と
）」
や
民
選
議
院
を
設
立
す
る
こ
と
を
論
ず
る
人
は
多
い
と
い
う
。
し
か

し
、
こ
の
「
民
権
」
な
る
も
の
は
、
人
民
が
勝
手
に
有
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、「
天て

ん

子し

（
天
皇
）
ノ
人
民
ニ
与
ヘ
シ
権
」
と
い
う
（
丹
羽
純
一
郎
著
『

通俗
　
日
本
民
権
真

論
　
完
』
発
兌
人

　
坂
上
半
七
、
明
治
12
・
6
）。

幸
徳
秋
水
（
一
八
七
一
～
一
九
一
一
、
明
治
期
の
社
会
主
義
者
、
兆
民
の
門
人
。
大
逆
事
件
に
連
座
し
、
処
刑
さ
れ
た
）
は
、
か
っ
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
た
。

「
民
権
は
至し

理り

（
き
わ
め
て
正
し
い
道
理
）
な
れ
ば
也な

り

。
自
由
平
等
は
大た

い

義ぎ

（
人
と
し
て
ふ
み
行
う
べ
き
大
切
な
正
し
い
み
ち
）
な
れ
ば
な
り
」
と
（
幸
徳
秋
水
『
兆
民
先

生
』
一
一
〇
頁
）。

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
ご
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
語
の d

ド
ロ
ワ

roit

・c

シ
ヴ
ィ
ル

ivil

（droits civiques 
が
正
し
い
？
）
を
「
民
権
」
と
訳
し
た
の
は
、
太
政
官
の
制
度
局
で
訳
筆
を
と
っ
て

い
た
箕
作
麟
祥
で
あ
っ
た
。「
其そ

の

時
分
ド
ロ
ワ
・
シ
ビ
ル
と
い
ふ
語
を
、
私
が
民
権
と
訳
し
ま
し
た
所
が
、
民た

み

（
人
民
）
に
権け

ん

の
あ
る
と
い
う
の
は
何な

ん

の
事こ

と

だ
と
い
ふ
や
う

な
議
論
が
あ
り
ま
し
て
、
私
が
一
生
懸
命
に
弁
護
し
ま
し
た
」（『
明
治
事
物
起
原
、
上
巻
』、
二
一
二
頁
）。

自
由
民
権
運
動
の
標
語
の
ひ
と
つ
は
、
民
選
議
院
（
国
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
議
員
を
も
っ
て
組
織
し
、
政
治
を
討
議
す
る
議
会
〔
国
会
〕）
の
設
立
で
あ
る
が
、
議
員

は
参
政
権
を
も
っ
た
人
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
板
垣
ら
が
考
え
て
い
た
選
挙
民
は
、
一
部
の
限
ら
れ
た
人
間
で
あ
り
、
有
権
者
は
士
族
や
豪
農
ら
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で
あ
っ
た
。
一
般
大
衆
は
ら
ち
外
に
置
か
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
か
れ
ら
の
民
度
（
生
活
て
い
ど
）
や
政
治
的
意
識
や
知
識
が
ひ
く
い
こ
と
が
理
由
と
考
え
ら
れ
た
。
だ

か
ら
こ
れ
は
非
民
主
的
な
選
挙
方
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

民
権
運
動
を
裏
が
え
す
と
、
反
政
府
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
絶
対
主
義
（
君
主
が
絶
対
的
な
権
力
を
に
ぎ
り
、
人
民
を
支
配
・
統
治
す
る
政
治
形
態
）
を
打

破
す
る
民
主
的
、
革
命
的
な
要
求
で
は
な
く（

37
）、

政
治
の
か
た
ち
を
改
め
る
要
求
で
あ
っ
た
。
自
由
論
や
民
権
論
に
し
て
も
、
自
覚
や
必
要
か
ら
生
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
イ

ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
せ
ん
ぱ
く
な
模
倣
に
す
ぎ
な
か
っ
た（

38
）。

明
治
期
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
著
作
（『
社
会
契
約
論
』
の
翻
訳
に
は
、

―

服
部
徳
訳

　
　
　 

『
民
約
論
』　

　 
（
有
村
壮
一
蔵
版
、
明
治
10
・
12
）

中
江
兆
民
の
漢
訳
「
民
約
訳
解
」　 
（『
政
理
叢
談
』
に
約
二
ヵ
年
間
、
二
十
六
回
連
載
。
明
治
15
・
2
〜
同
17
）

原
田
潜
訳

　
　
　 

『
民
約
論
覆ふ

く

義ぎ

』（
春
陽
堂
蔵
版
、
明
治
16
・
2
）

な
ど
が
あ
る
。
当
時
、
服
部
・
原
田
訳
は
、
何
部
ほ
ど
刷
ら
れ
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
。
明
治
期
、
名
著
を
の
ぞ
き
単
行
本
だ
と
数
百
部
ほ
ど
刷
っ
た
と
い
う
か
ら
、
服
部

や
原
田
の
訳
本
は
、
限
定
版
に
ち
か
か
っ
た
も
の
か
。
部
数
が
す
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
世
間
の
注
意
を
ひ
く
機
会
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
の
民
権
思
想
の
移
入
と
喧け

ん

伝で
ん

に
い
ち
ば
ん
つ
と
め
た
の
は
、
中
江
兆
民
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』（「
民
約
論
」）
は
、
誤
び
ゅ
う
と
矛
盾
に
満
ち
、

空
想
的
で
あ
り
、
非
自
由
主
義
な
も
の
と
い
う
。「
病
的
な
想
像
か
ら
生
じ
た
愚
劣
な
空
想
」
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
（
エ
ミ
ー
ル
・
エ
ッ
ク
「
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ

ー
の
研
究
」『
帝
国
文
学
』
所
収
、
大
正
6
・
12
）。

兆
民
は
フ
ラ
ン
ス
流
の
人
権
思
想

―
ル
ソ
ー
主
義
の
信
奉
者
と
し
て
知
ら
れ
、
こ
れ
を
「
尊そ

ん

信し
ん

し
て
益ま

す

々ま
す

自
由
民
権
の
説
を
拡
充
す
る
も
の
多
き
を
加
へ
た
り
」（『
明

治
政
史
』）
と
い
う
。

兆
民
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
っ
た
の
ち
、
政
治
論
を
高
唱
し
、
長
い
あ
い
だ
封
建
制
に
馴
化
し
、
政
治
思
想
に
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
民
衆
を
政
治
的
に
教
育
す
る
こ
と
に

つ
と
め
た
。
か
れ
は
新
聞
雑
誌
の
力
を
か
り
、
ま
た
じ
ぶ
ん
が
主
宰
す
る
「
仏
学
塾
」
に
お
い
て
、
専
制
主
義
を
打
破
す
る
警
鐘
に
も
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
権
利
思
想

に
つ
い
て
説
い
た
。
ル
ソ
ー
の
民
約
論
に
導
び
か
れ
た
兆
民
の
高
説
が
、
い
か
ほ
ど
の
勢
力
が
あ
っ
た
も
の
か
不
明
だ
が
、
地
方
の
有
志
の
な
か
に
は
兆
民
に
教
え
ら
れ
、
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自
由
民
権
を
わ
け
も
わ
か
ら
ず
ま
ね
る
者
も
数
多
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
有
志
（
り
っ
ぱ
な
志
を
も
つ
人
）
ら
が
出
入
り
し
た
「
民
権
結
社
」（
政
治
的
、
学
習
的
団
体
）

は
、
全
国
に
ま
た
が
り
、
そ
の
数
は
二
千
社
を
超
え
た
よ
う
で
あ
る（

39
）。

な
か
で
も
土
佐
（
高
知
県
）
は
、
日
本
の
自
由
民
権
運
動
の
中
心
地（

40
）で

あ
り
、
同
地
の
三
結
社
の
会

員
一
千
余
人
は
、
日
々
夜
々
、
自
由
民
権
説
を
と
な
え
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
童
謡
に
つ
く
っ
て
市
街
を
歌か

謳お
う

さ
せ
、
あ
る
い
は
ロ
シ
ア
の
社
会
党
の
悲
運
を
小
説

に
つ
く
っ
て
伝
唱
せ
し
め
、
も
っ
て
自
由
民
権
説
を
庶
民
に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
（『
明
治
政
史

　
上
』、
三
〇
〇
～
三
〇
一
頁
）。

筆
と
口
に
よ
る
唱
導
が
い
か
ほ
ど
の
感
化
力
を
も
つ
も
の
か
確
言
は
で
き
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
流
の
民
権
自
由
思
想
を
吹
き
込
ん
だ
植
木
枝
盛
の
『
民
権
自
由
論
』（
明

治
12
・
6
）
な
ど
は
、
刊
行
さ
れ
る
や
、
た
ち
ま
ち
数
万
部
を
売
り
あ
げ
た（

41
）。

当
時
、
土
佐
で
は
ル
ソ
ー
の
『
民
約
論
』
よ
り
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
社
会
平
権
論
』
の
ほ
う

が
、
よ
り
多
く
読
ま
れ
た（

42
）と

い
う
。

兆
民
は
ま
た
近
代
社
会
の
成
り
立
ち
と
構
成
に
つ
い
て
、
無
知
な
る
大
衆
を
啓
発
す
る
た
め
に
、
ル
ソ
ー
の
思
想
を
翻
案
に
ち
か
い
ま
で
に
意
訳
し
て
伝
え
よ
う
と
し
た
。

兆
民
は
た
し
か
に
文
筆
に
よ
り
、
さ
か
ん
に
民
権
思
想
を
鼓こ

吹す
い

し
、
少
壮
過
激
の
有
士
を
政
体
革
新
運
動
に
ま
っ
し
ぐ
ら
進
ま
せ
は
し
た
が
、
学
説
の
み
の
人
で
あ
り
、
実

践
家
で
は
な
か
っ
た
。

明
治
期
の
日
本
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
思
想
の
伝
播
と
波
動
の
状
況
を
知
る
た
め
に
、
雑
誌
や
新
聞
や
書
物
、
講
演
会
な
ど
に
現
れ
た
記
事
の
表
現
を
見
る
と
、
ル
ソ
ー
の

名
は
そ
れ
ほ
ど
国
民
の
間
に
ふ
か
く
浸
透
し
て
は
い
な
い
印
象
を
う
け
る
。
目
や
耳
か
ら
ル
ソ
ー
の
名
と
そ
の
思
想
が
民
衆
に
伝
わ
っ
た
と
し
て
も
、
当
時
の
一
般
大
衆
の

文
化
程
度
は
け
っ
し
て
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
世
論
を
う
ご
か
し
た
と
し
て
も
、
一
部
の
有
士
や
知
識
人
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

明
治
八
、
九
年
（
一
八
七
五
、
一
八
七
六
）
ご
ろ
、
土
佐
の
『
評
論
新
聞
』『
湖
海
新
報
』
な
ど
に
ル
ソ
ー
の
名
が
散
見
す
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
ひ
と
び
と
の
耳
目

を
ひ
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
地
方
紙
は
発
行
部
数
も
す
く
な
く
、
当
時
は
文
字
を
読
む
も
の
の
数
が
き
わ
め
て
少
な
い
時
代
で
あ
り
、
一
町
内
で
新
聞
を
取
っ
て
い
る
者
は
、

ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
か
ら
、
ル
ソ
ー
は
見
過
ご
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
都
市
部
や
地
方
に
お
け
る
新
聞
の
お
も
な
講
読
者
は
、
官
吏
や
知
識
人
で
あ
っ
た
。

兆
民
が
説
く
フ
ラ
ン
ス
流
の
革
命
思
想
や
自
由
民
権
思
想
の
伝
播
に
す
く
な
か
ら
ず
寄
与
し
た
の
は
、
約
二
ヵ
年
間
に
わ
た
っ
て
全
国
に
配
布
さ
れ
、
か
つ
読
ま
れ
た

「
民
約
訳
解
」（
雑
誌
『
政
理
叢
談
』
に
分
載
さ
れ
た
ル
ソ
ー
の
『
民
約
論
』
の
漢
字
訳
。
当
時
の
日
本
の
状
況
に
と
っ
て
必
要
な
、
人
民
に
主
権
が
あ
る
こ
と
、
直
接
民
主

政
治
の
理
論
だ
け
を
訳
し
た（

43
））

で
あ
り
、
そ
の
感
化
力
は
か
な
り
大
き
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
全
国
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
多
数
の
有
志
家
の
う
ち
、
原
書
が
読
め
な
い
者

は
、
兆
民
の
翻
訳
に
よ
る
し
か
な
か
っ
た
。

し
ょ
せ
ん
日
本
に
お
け
る
“
ル
ソ
ー
熱
”
と
い
っ
て
も
、
一
過
性
の
熱
病
の
よ
う
な
も
の
で
、
一
時
的
に
起
っ
て
す
ぐ
消
え
て
ゆ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
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兆
民
は
フ
ラ
ン
ス
流
の
自
由
民
権
思
想
を
抱
い
て
い
た
だ
け
で
、
文
筆
活
動
が
中
心
で
あ
り
、
つ
い
に
そ
れ
以
上
に
は
踏
み
込
ま
ず
、
政
治
活
動
に
は
あ
ま
り
深
入
り
し

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ
の
衣
鉢
は
門
下
生
に
伝
え
ら
れ
、
か
れ
ら
は
師
の
志
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
。

民
約
論
の
輸
入
者
で
あ
り
伝
道
者
で
も
あ
っ
た
兆
民
は
、
日
本
の
現
実
に
目
を
と
ざ
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
理
論
を
祖
述
し
た
だ
け
で
あ
る
。
仏
学
者
・
兆
民
の
民
約

論
に
か
み
つ
い
た
檄
文
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
兆
民
は
当
時
の
日
本
政
府
を
千
七
百
年
代
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
誤
認
し
、
政
府
を
誹
謗
す
る
こ
と
に
快
感
を

お
ぼ
え
、
ま
た
官
吏
に
抵
抗
す
る
こ
と
を
壮そ

う

と
し
た
、
と
い
う
（
漂
泊
道
士
「
我
国
の
仏
蘭
西
学
」『
亜
細
亞
』
第
三
二
号
所
収
、
明
治
25
・
2
）。

日
本
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
文
学
的
、
思
想
的
影
響
に
し
て
も
、
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
で
は
、
文
化
の
伝
統
が
大
き
く
異
な
り
、
ま
た
共
通
す
る
地

盤
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
多
く
は
皮
相
的
な
も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
る
、
と
い
う
（
平
岡
昇
）。
明
治
末
期
か
ら
大
正
、
昭
和
期
に
か
け
て
、
学
問
的
立
場
か
ら
ル
ソ
ー
が

取
り
あ
げ
ら
れ
、
研
究
・
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

44
）。

木
崎
喜
代
治
編
『
日
本
に
お
け
る
ル
ソ
ー
お
よ
び
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
関
係
文
献
目
録
』（『
思
想
』
六
四
九
号
〔
昭
和

51
・
7
〕、
六
六
二
号
〔
昭
和
52
・
8
〕
所
収
）
に
よ
る
と
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
か
ら
昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
の
約
百
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
ル
ソ
ー
関
連
の

大
・
小
の
翻
訳
は
、
約
百
数
十
点
。
論
文
や
紹
介
記
事
な
ど
は
、
約
五
百
三
十
点
以
上
を
数
え
る
。
こ
の
こ
と
は
明
治
以
来
、
い
か
に
多
く
の
日
本
人
が
、
ル
ソ
ー
に
係
わ

っ
て
き
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
し
、
同
時
に
わ
が
国
に
は
ル
ソ
ー
愛
好
家
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

晩年の中江兆民

中江兆民の墓（東京・青山墓地）。［筆者撮影］
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注

（
1
）「
我
国
の
人
民
は
、
数
百
年
の
抑
圧
専
制
に
慣
習
し
…
…
」（『

郵便
　
報
知
新
聞
』
明
治
8
・
5
・
6
付
）

（
2
）
麻
生
久
「
明
治
時
代
の
政
治
概
観
」（『
開
放
』
所
収
、
大
10
・
10
）、
四
六
頁
。

（
3
）
清
原
貞
雄
著
『
日
本
思
想
史
』（
地
人
書
館
、
昭
和
十
七
年
六
月
）、
二
一
九
頁
。

（
4
）
鳥
井
博
郎
著
『
明
治
思
想
史
』（
河
出
書
房
、
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
）、
二
九
頁
。

（
5
）
注
（
3
）
の
二
二
一
頁
。

（
6
）
尾
佐
竹
猛
著
『
維
新
前
後
に
於
け
る
憲
法
思
想
』（
文
化
生
活
研
究
会
、
大
正
十
四
年
十
二
月
）、
四
一
頁
。

（
7
）『
横
浜
銅
版
画
』（
有
隣
堂
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
）、
二
四
五
頁
。

（
8
）
中
野
正
剛
著
『
明
治
民
権
史
』（
有
倫
堂
、
大
正
二
年
三
月
）、
六
一
頁
。

（
9
）
同
右
、
五
五
頁
。

（
10
）
山
口
光
朔
著
『
異
端
の
漂
流
』（
法
律
文
化
社
、
昭
和
三
十
九
年
六
月
）、
七
一
頁
。

（
11
）
著
者
代
表
・
井
田
進
也
『
兆
民
を
ひ
ら
く

―
明
治
近
代
の
〈
夢
〉
を
求
め
て
』（
光
芒
社
、
平
成
十
三
年
十
二
月
）、
一
二
〇
頁
。

（
12
）
桑
原
武
夫
、
前
川
貞
次
郎
訳
『
ル
ソ
ー

　
社
会
契
約
論
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
46
・
11
）
を
参
照
。

（
13
）
注
（
10
）
を
参
照
。

（
14
）
吉
野
作
造
「
民
権
自
由
論
解
題
」（『
明
治
文
化
全
集

　
第
五
巻
』
所
収
、
日
本
評
論
社
、
昭
和
二
年
十
一
月
）、
一
八
四
頁
。

（
15
）
信
夫
清
三
郎
「
自
由
民
権
と
絶
対
主
義
」（『
社
会
構
成
史
体
系
』
所
収
、
日
本
評
論
社
、
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
）、
二
一
頁
。

（
16
）
藤
野
雅
己
「
明
治
初
年
に
お
け
る
ル
ソ
ー
」（『
上
智
史
学
』
二
一
号
所
収
、
昭
和
51
・
11
）

（
17
）
注
（
11
）
の
一
一
九
頁
。

（
18
）
注
（
11
）
の
一
二
一
頁
。

（
19
）「
料
理
の
値

あ
た
い

な
る
に
比ひ

し
て
廉れ

ん

直ち
ょ
くな

る
を
以も

っ

て
　
都
下
屈く

っ

指し

の
家
と
為な

れ
り
」（『
東
京
名
物
志
』
所
収
、
公
益
社
、
明
治
三
十
四
年
九
月
）

（
20
）「
ル
ソ
ー
記
念
会

　
危
機
一
髪
的
演
説
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
45
・
6
・
27
付
）

（
21
）
松
尾
尊
兊
「
明
治
末
期
の
ル
ソ
ー
」（『
思
想
』
四
五
六
号
所
収
、
昭
和
37
・
6
）

（
22
）
右
に
お
な
じ
。

（
23
）『
東
京
朝
日
新
聞
』（
明
治
45
・
6
・
29
付
）
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（
24
）
飛
鳥
井
雅
道
『
中
江
兆
民
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
一
年
八
月
）、
七
五
頁
。

（
25
）
米
原
謙
著
『
日
本
近
代
思
想
と
中
江
兆
民
』（
新
評
論
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
）、
一
二
一
頁
。

（
26
）T

he Japan W
eekly M

ail 

〔June 13, 1874

〕
の
乗
客
「Passengers

」
に
、N

akohie

（
中
江
が
な
ま
っ
た
綴
り
）
が
み
ら
れ
る
。
下
線
部
が
そ
の
箇
所
。

（
27
）
木
村
毅
著
『
西
園
寺
公
望
』（
沙
羅
書
房
、
昭
和
二
十
三
年
九
月
）、
七
七
頁
。

（
28
）
田
中
貞
夫
著
『
幕
末
明
治
初
期

　
フ
ラ
ン
ス
学
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
）、
四
五
五
頁
。

（
29
）
米
原
謙
「
エ
ミ
ー
ル
・
ア
コ
ラ
ー
ス
の
こ
と
」（『
書
斎
の
窓
』
三
六
七
号
所
収
、
有
斐
閣
、
昭
和
62
・
9
）

（
30
）
立
命
館
大
学
編
『
西
園
寺
公
望
伝

　
第
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
平
成
二
年
十
月
）、
二
二
六
頁
。
な
お
西
園
寺
の
パ
リ
大
学
法
学
部
在
学
ち
ゅ
う
の
住
所
は
、
ラ
シ
ー
ヌ
街
二
三

番
地 23 R

ue de R
acine 

と
い
う
。

（
31
）
原
田
熊
雄
著
『
陶
庵
公
清
話
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
十
八
年
七
月
）、
四
七
頁
。

（
32
）
稲
田
正
次
著
『
明
治
憲
法
成
立
史
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
）、
四
四
～
四
五
頁
。

（
33
）
注
（
24
）
の
九
二
頁
。

（
34
）
伊
藤
一
夫
著
『
島
崎
藤
村
研
究
―
近
代
文
学
研
究
方
法
の
諸
問
題
』（
明
治
書
院
、
昭
和
四
十
五
年
一
月
）、
一
五
二
頁
。

（
35
）
K.

　H.
生
「
島
崎
藤
村
氏
講
演
『
昨
日
、
一
昨
日
』」（『
英
語
青
年
』
第
六
六
巻
第
六
号
所
収
、
昭
和
6
・
12
）

（
36
）
鈴
木
安
蔵
編
『
植
木
枝
盛

　
言
語
自
由
論

　
勃ぼ

爾る

咢く

ヲ
殺こ

ろ

ス
』（
実
業
之
日
本
社
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
）、
三
九
頁
。

（
37
）
注
（
15
）
の
一
八
頁
。

（
38
）
注
（
3
）
の
二
二
〇
頁
。

（
39
）
色
川
大
吉
著
『
自
由
民
権
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
）、
二
九
頁
。

（
40
）
斎
藤
正
二
「
ル
ソ
ー
の
日
本
社
会
科
学
思
想
に
及
ぼ
し
た
影
響
」（『
社
会
学
論
叢

　
二
五
号
―
Ｊ
・
Ｊ
・
ル
ソ
ー
生
誕
二
五
〇
年
記
念
特
集
号
』
所
収
、
昭
和
37
・
12
）

（
41
）『
弥
吉
光
長
著
作
集

　
第
四
巻
』（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
）、
一
五
八
頁
。

（
42
）
家
永
三
郎
編
『
植
木
枝
盛
選
集
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
）、
三
〇
四
頁
。
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（
43
）
平
岡
昇
「
ル
ソ
ー
の
思
想
と
作
品
」（『
世
界
の
名
著

　
30

　
ル
ソ
ー
』
所
収
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
一
年
六
月
）、
五
六
頁
。

（
44
）
注
（
38
）
の
二
三
頁
。


